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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】

(1) 連結経営指標等

 

回次 第９期 第10期 第11期 第12期 第13期

決算年月 2022年３月 2023年３月 2024年３月 2025年３月 2026年３月

売上高 (千円) － － － － 17,001,320

経常利益 (千円) － － － － 3,507,471

親会社株主に帰属する
当期純利益

(千円) － － － － 2,461,113

包括利益 (千円) － － － － 2,471,998

純資産額 (千円) － － － － 13,246,050

総資産額 (千円) － － － － 16,919,698

１株当たり純資産額 (円) － － － － 310.66

１株当たり当期純利益 (円) － － － － 58.67

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

(円) － － － － 55.00

自己資本比率 (％) － － － － 78.3

自己資本利益率 (％) － － － － 18.6

株価収益率 (倍) － － － － 16.0

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) － － － － 2,869,146

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) － － － － △355,800

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) － － － － 177,198

現金及び現金同等物
の期末残高

(千円) － － － － 11,599,617

従業員数
(名)

－ － － － 221
〔外、平均臨時雇用者数〕 〔－〕 〔－〕 〔－〕 〔－〕 〔125〕

 

(注) １．第13期より連結財務諸表を作成しているため、第12期以前については記載しておりません。

２．第13期の自己資本利益率は連結初年度のため、期末自己資本額に基づいて計算しております。

３．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数(アルバイトを含み、派遣社員は除く。)は、年間の平均人員を

〔　〕外数で記載しております。
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(2) 提出会社の経営指標等

 

回次 第９期 第10期 第11期 第12期 第13期

決算年月 2022年３月 2023年３月 2024年３月 2025年３月 2026年３月

売上高 (千円) 6,311,312 6,972,693 9,897,633 13,101,675 16,880,102

経常利益 (千円) 1,725,355 2,075,677 2,325,394 2,607,240 3,494,124

当期純利益 (千円) 1,817,509 1,315,467 1,482,540 1,691,530 2,453,551

資本金 (千円) 100,000 100,000 100,000 100,449 190,840

発行済株式総数  4,131,300 41,313,000 41,313,000 41,316,100 42,618,560
普通株式 (株) 1,314,000 13,140,000 13,140,000 41,316,100 42,618,560
Ａ種優先株式 (株) 500,000 5,000,000 5,000,000 － －
Ｂ種優先株式 (株) 476,200 4,762,000 4,762,000 － －
Ｃ種優先株式 (株) 1,002,600 10,026,000 10,026,000 － －
Ｄ種優先株式 (株) 838,500 8,385,000 8,385,000 － －

純資産額 (千円) 6,101,416 7,422,484 8,906,945 10,594,430 13,238,489

総資産額 (千円) 6,646,447 8,976,609 10,535,289 13,155,559 16,864,006

１株当たり純資産額 (円) △220.91 9.75 45.64 256.24 310.48

１株当たり配当額
(円)

－ － － － －
(１株当たり中間配当額) (－) (－) (－) (－) (－)

１株当たり当期純利益 (円) 439.94 31.84 35.89 40.94 58.49

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

(円) － － － 37.90 54.84

自己資本比率 (％) 91.8 82.6 84.5 80.5 78.5

自己資本利益率 (％) 35.0 19.5 18.2 17.4 20.6

株価収益率 (倍) － － － 23.8 16.1

配当性向 (％) － － － － －

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) － 2,028,128 1,406,053 2,114,390 －

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) － △824,910 87,460 △314,249 －

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) － 5,600 － 899 －

現金及び現金同等物
の期末残高

(千円) － 5,593,838 7,087,352 8,888,392 －

従業員数 (名) 182 204 189 204 219
〔外、平均臨時雇用者数〕 〔114〕 〔122〕 〔105〕 〔119〕 〔125〕

株主総利回り (％) － － － － 96.5
(比較指標：TOPIX（東証株
価指数）)

(％)
(－) (－) (－) (－) (131.6)

最高株価 (円) － － － 1,462 2,285

最低株価 (円) － － － 902 896
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(注) １．第９期から第11期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、当社株

式は非上場であり、期中平均株価が把握できないため、記載しておりません。

２．当社は、2024年12月19日付で東京証券取引所グロース市場に上場したため、第12期の潜在株式調整後１株当

たり当期純利益は、新規上場日から2025年３月末までの平均株価を期中平均株価とみなして算定しておりま

す。

３．第９期から第11期の株価収益率については、当社株式は非上場であるため、記載しておりません。

４．１株当たり配当額及び配当性向については、配当を実施していないため記載しておりません。

５．第10期よりキャッシュ・フロー計算書を作成しておりますので、第９期のキャッシュ・フローに係る各項目

については記載しておりません。また、第13期より連結財務諸表を作成しているため、第13期の営業活動に

よるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フロー及び現

金及び現金同等物の期末残高は記載しておりません。

６．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数(アルバイトを含み、派遣社員は除く。)は、年間の平均人員を

〔　〕外数で記載しております。

７．第10期以降の財務諸表については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」 (昭和38年大蔵

省令第59号)に基づき作成しており、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、有限責任監査法人

トーマツにより監査を受けております。

　　なお、第９期については会社計算規則(平成18年法務省令第13号)の規定に基づき算出した各数値を記載して

おります。また、当該各数値については、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査を受けて

おりません。

８．2024年７月16日開催の臨時取締役会において、Ａ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式及びD種優先株

式のすべてにつき、定款に定める取得条項に基づき取得することを決議し、2024年８月16日付で自己株式と

して取得し、対価としてＡ種優先株主、Ｂ種優先株主、Ｃ種優先株主及びD種優先株主にＡ種優先株式、Ｂ

種優先株式、Ｃ種優先株式及びD種優先株式１株につき普通株式１株をそれぞれ交付しております。また、

その後同日付で当該種類株式を消却しております。

９．当社は、2024年９月17日開催の取締役会決議に基づき、2024年10月15日付で普通株式１株につき10株の割合

で株式分割を行っております。そのため、１株当たり純資産額、１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後

１株当たり当期純利益は、第10期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して算出しております。

10．2024年12月19日付をもって同取引所に株式を上場いたしましたので、第９期から第12期の株主総利回り及び

比較指標については記載しておりません。第13期以降の株主総利回り及び比較指標については、2025年３月

末を基準として算定しております。

11．最高株価及び最低株価は、東京証券取引所グロース市場におけるものであります。なお、2024年12月19日付

をもって同取引所に株式を上場いたしましたので、それ以前の株価については記載しておりません。
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２ 【沿革】
　

年月 概要

2014年４月 東京都渋谷区においてdely株式会社 設立　フードデリバリー事業を開始

2015年３月 キュレーションメディア事業を開始

2016年２月 キュレーションメディア「クラシル」をレシピ動画サービスkurashiru(クラシル)（注１）としてリ

ニューアル

2016年５月 「kurashiru(クラシル)」iOS版アプリ提供を開始

2016年７月 本社を東京都品川区に移転　「kurashiru(クラシル)」Android版アプリ提供を開始

2018年７月 料理動画サービスmogooを運営する株式会社スタートアウツ（注２）を完全子会社化

2018年７月 ヤフー株式会社(現LINEヤフー株式会社)による当社の連結子会社化及び同社との資本提携を開始

2019年３月 ヤフー株式会社(現LINEヤフー株式会社)よりライフスタイルメディア「TRILL」(トリル)を運営する

TRILL株式会社を取得し、同社を連結子会社化

2019年７月 デザインインキュベーション事業を営む株式会社Basecampを完全子会社化（注３）

2020年４月 TRILL株式会社を吸収合併

2020年11月 本社を東京都港区に移転

2022年７月 お買い物サポートアプリ「Hops（現レシチャレ）」のアプリ提供を開始

2023年２月 株式会社ENLOOPを買収(注４)、クリエイターマネジメント事業「LIVEwith」(ライブウィズ)を開始

2023年11月 人材プラットフォーム事業「クラシルジョブ」を開始

2024年12月 東京証券取引所グロース市場に上場

2025年８月 購買保証型リテールメディアネットワーク「クラシルリテールネットワーク」を提供開始

2025年10月 商号をdely株式会社からクラシル株式会社に変更

2025年11月 ATF株式会社を設立（VTuber事業譲受のため）

2026年１月 ATF株式会社が株式会社NROプロダクション・株式会社elevenからVTuber事業譲受完了
 

(注）１． 現サービス名：クラシル

２． 2019年１月に会社清算を実施済み

３． 2021年３月に会社清算を実施済み

４． 2023年３月に吸収合併済み

 
 

３ 【事業の内容】

当社グループは、「BE THE SUN（世界に明るく大きなインパクトを与える存在になる）」を企業としてのビジョン

に掲げ、広く人々の支えになるサービスを生み出す会社になることで、そのビジョンを実現していきたいと考えてお

ります。

 
当社グループはプラットフォーム事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載はしておりませんが、複

数のプロダクト・サービスを展開しており、具体的なサービスとしては、「クラシル」、「レシチャレ」（旧クラシ

ルリワード）、「TRILL」（トリル）、「LIVEwith」（ライブウィズ）があります。

 
クラシル

「クラシル」ではユーザー向けサービスとして、料理のレシピや調理工程を写真や文章によってユーザーが投稿す

る従来のレシピサービスとは異なり、調理工程を短時間でわかりやすい動画にまとめて紹介する「かんたんにおいし

く作れるレシピ」動画コンテンツを中心に25万件以上（2026年５月現在）提供する、国内最大級の「レシピ動画サー

ビス」を提供しております。

「クラシル」の動画コンテンツはWebやiOS／Androidアプリに限らず、SNS（ソーシャルネットワーキングサービ

ス）であるYouTubeやInstagram、X（旧Twitter）やLINEなど様々なプラットフォームに配信されています。2026年５

月現在、アプリの累計ダウンロード数は4,500万超、SNSのフォロワー数の合計は1,200万となっております。

「クラシル」の動画コンテンツには、社内の管理栄養士が監修することで、ユーザーが安心して調理し、食べるこ

とができるレシピの提供をする内製動画と、ユーザー自身が料理のレシピやテクニック・コツを15-60秒のショート動
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画にまとめ、「クラシル」のアプリ上で配信するUGC（User Generated Contents）と呼ばれるユーザーが生成する

「クラシルショート」と呼ばれる動画コンテンツが存在しており、現在UGCの投稿数が増加傾向にあります。

 
レシチャレ

「レシチャレ」では、ユーザーが「歩く」、「チラシを見る」、「店舗を訪れる（移動する）」、「買い物をす

る」等の普段の行動を通して、他社ポイントやデジタルギフト、電子マネーなどに交換可能なコインを貯めることが

できるサービスをWeb及びiOS／Androidアプリで提供しております。移動距離や特売情報（チラシ）の閲覧数、お買い

物後のレシートの送信数、特定の商品購入やサービス申込に応じてアプリ内のコインを獲得し、貯めたコインは他社

ポイントやデジタルギフト、電子マネーなどと交換することができます。

ユーザー層としては、活発に情報を収集し、楽しく賢くお買い物し、スマートフォンを利用する10代～50代が中心

となっております。特に、買い物頻度が高い主婦層を含む女性の比率がやや高く、最近はさらに若年層の増加が見ら

れます。本当に必要なものやライフスタイルに合った商品をお得に購入することを重視するユーザーが多く、気に

入った商品をリピート購入する傾向があります。

 
TRILL（トリル）

「TRILL」（トリル）では、ユーザー向けサービスとして2026年５月現在、およそ250のパートナーと提携し、月間

約４万本と幅広く、多岐にわたるジャンルのコンテンツを提供することで、多くのユーザーニーズを満たしていま

す。結果として、美容、ファッション、占い、グルメやトラベル、雑学などの複数ジャンルのコンテンツをタイム

リーに提供することができており、20代後半～50代までと幅広いユーザーからの支持を得ております。

 
LIVEwith（ライブウィズ）

「LIVEwith」（ライブウィズ）は、クリエイターマネジメントサービスを提供しており、TikTok LIVE、Pococha、

IRIAM等のライブ配信プラットフォームにおいてライブ活動を行うライバーの発掘並びにライブ配信プラットフォーム

における活動に際して様々なサポートを提供しております。

マネジメントにおいては、過去10,000名を超えるクリエイターのマネジメントを通じて蓄積されたライバーの成長

ノウハウの提供、配信プラットフォーム毎のガイドライン遵守のための研修の実施等を行っております。

事業モデルとしては、ライバーの所属する事務所をパートナーとして指導するパートナーモデル及び当社自身が事

務所となる自社モデルがあります。

 
以上のとおり、当社は複数のプロダクト・サービスを展開しておりますが、業績評価、経営成績の検討、経営資源

配分及びビジネスの成長に関する意思決定は一つの事業セグメントで行っているため、プラットフォーム事業という

単一セグメントであります。

 
一方、料理などのライフスタイルコンテンツを提供する「メディア」、小売企業や食品飲料メーカー等に対して販

売促進や集客に関する課題を解決する「購買」、それらに該当しない「その他」の３つの領域に大別し、事業展開を

しております。

メディア領域では、当社サービス及び当社クライアントの商品やサービス等への関心と認知度を高めるようなライ

フスタイルコンテンツを提供し、企業の広告を掲載することで企業のマーケティングの支援を行っております。それ

らによって確立した強固なユーザー基盤を起点に、購買領域の事業で、ユーザーへのポイント等の還元を用いた、購

買に直接繋がるリワード型マーケティングを行っています。当社の主要事業であるメディア領域で培った技術やノウ

ハウ、顧客基盤を購買領域へ低コストで活用することにより、企業の販売促進をより強固に促し、業界の発展に貢献

しております。

各領域における主な収益ラインについては以下のとおりです。

 
１）メディア領域

主に当社における広告サービスとして、「クラシル」、「レシチャレ」、「TRILL」（トリル）があり、それらの

サービスにおける有料課金収益、アドネットワーク広告収益、タイアップ広告収益、掲載収益で構成されておりま

す。

 
＜有料課金収益＞

当社が運営する「クラシル」では、ユーザーは無料で会員登録することができます。
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会員登録したユーザーは、レシピ動画に限らず以下の機能を使用することができます。

 
・絞り込み（検索）機能

食材、メニューだけではなく、ユーザーのニーズに応じたキーワードから該当するレシピを検索できます。

・お気に入り（レシピ保存）機能

気に入ったレシピを、「お気に入り」として保存しておくことができます。

・献立機能

「主菜・副菜・汁物」をそれぞれ選ぶだけでかんたんに献立を作ることができます。

・買い物リスト機能

作った献立に必要な食材を買い物リスト化できる機能です。

 
月額480円（税込）のプレミアムサービスに加入した有料（プレミアム）会員には、「お気に入り」数の上限解

除や有料課金会員様向け限定レシピや人気レシピランキングの閲覧、レシピごとのカロリーや塩分などの表示な

ども機能として開放されます。

 
＜アドネットワーク広告収益＞

「クラシル」、「レシチャレ」及び「TRILL」（トリル）では、WebやiOS／Androidアプリ上で、広告枠の販売

によるアドネットワーク広告収益を得ております。

当社は、アドネットワーク（注）を通じた広告配信枠の最適化運用により収益性の拡大を目指し、アドネット

ワーク広告の一部の広告枠ではリーチ規模及び購買意識の高いユーザー層を活かした純広告を販売することで最

適な収益構成を実現しています。

（注）アドネットワークとは、複数の広告配信可能な媒体社（Webサイトやアプリ）と、複数の広告主を結びつ

け、効果的な広告キャンペーンを実現するプラットフォームを意味します。

 
＜タイアップ広告収益＞

「クラシル」及び「TRILL」（トリル）のWebやiOS／Androidアプリ上において、広告主とタイアップしたオリ

ジナル広告を掲載するものであります。

タイアップ広告では、顧客企業は独自のブランドや商品認知を進められるというメリットがあり、「クラシ

ル」では主に食品・飲料ナショナルブランド企業を、「TRILL」（トリル）では消費財企業をターゲットとしてお

ります。

 
＜掲載収益＞

「クラシル」及び「レシチャレ」において、コンテンツ(チラシ)の出稿主からの申込内容を当社の仕様により

インターネットを経由して電子チラシを掲載するものであります。

 
２）購買領域

購買領域の売上収益は、主に「レシチャレ」（旧クラシルリワード）におけるレシチャレ収益及びアフィリエイ

ト収益で構成されております。また、「クラシルリテールネットワーク」を通じた外部パートナーアプリへの横断

配信による収益があります。

 
＜アフィリエイト収益＞

デジタル商品やECのプロモーション促進案件を「レシチャレ」のWebやiOS／Androidアプリ上に掲載するもので

あります。
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＜レシチャレ収益＞

主に食品・飲料ナショナルブランドや小売企業より販売促進の案件を受託し、「レシチャレ」のiOS／Android

アプリ上及び「クラシルリテールネットワーク」を通じた外部パートナーアプリ上に掲載するものであります。

ユーザーは掲載された商品を購入したレシートをアプリ上でアップロードし、アンケートの回答等を行うこと

で、アプリ内でコインを獲得することができます。当社は、リテールパートナーである小売企業との提携により

購買データを活用した効果的な販促を実現しております。

 
３）その他領域

その他領域の売上収益は、主にクリエイターマネジメントサービスを提供する「LIVEwith」（ライブウィズ）の

ライブ配信収益で構成されております。

 
＜ライブ配信収益＞

「LIVEwith」（ライブウィズ）において、ライバーが配信プラットフォームにて獲得した収益となります。

パートナーモデルでは、新規ライバーの発掘は当社及びパートナー自身の双方が行い、発掘したライバーに適

した配信プラットフォームの紹介及び配信における戦略の立案・実行支援についてはパートナーが行い、配信プ

ラットフォームから稼得した収益の一部をパートナー及びライバーに支払います。

自社モデルでは、新規ライバーを発掘、発掘したライバーに適した配信プラットフォームの紹介、配信におけ

る戦略の立案・実行支援の全てを当社にて行い、配信プラットフォームから稼得した収益の一部をライバーに支

払います。

当社は、多数のライバーを輩出していることによるプラットフォームとの関係性と、これまでのマネジメント

業務の知見の蓄積及び各工程における自動化による効率的な事業運営が可能であることに強みがあります。
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事業系統図
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４ 【関係会社の状況】

(1)　親会社等の状況
 

名称 住所
資本金
(百万円)

主要な事業
の内容

議決権の所有
(又は被所有)
割合(％)

関係内容

(親会社)      

ソフトバンクグループ株式会社
(注)１．２

東京都港区 238,772 持株会社
被所有
54.5
(54.5)

―

(親会社)      

ソフトバンクグループジャパン
株式会社
(注)２

東京都港区 188,798 持株会社
被所有
54.5
(54.5)

―

(親会社)      

ソフトバンク株式会社
(注)１．２

東京都港区 244,355 通信業
被所有
54.5
(54.5)

―

(親会社)      

Ａホールディングス株式会社
(注)２

東京都港区 100 持株会社
被所有
54.5
(54.5)

―

(親会社)      

LINEヤフー株式会社
(注)１．２

東京都千代田区 252,134

インターネット広
告事業、イーコ
マース事業及び会
員サービス事業な
どの展開並びにグ
ループ会社の経営
管理業務等

被所有
54.5
(15.4)

サービスの提供及
び仕入等
役員の受入(１名)

 

（注） １．有価証券報告書の提出会社であります。

　　　 ２．議決権の所有割合又は被所有割合の(　)内は、間接被所有割合で内数となっております。

 
(2)　子会社の状況

名称 住所
資本金
(百万円)

主要な事業
の内容

議決権の所
有割合(％)

関係内容

（連結子会社）
ATF株式会社

 
東京都港区

 
10

 
タレント等の育
成及びマネジメ
ント並びにイベ
ントの企画及び
運営等

 
100

 
役員の派遣１名

サービスの提供
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

（１）会社の経営の基本方針

当社グループは、「BE THE SUN（世界に明るく大きなインパクトを与える存在になる)」を企業としてのビジョン

に掲げ、広く人々の支えになるサービスを生み出す会社になることで、そのビジョンを実現していきたいと考えて

おります。

 
（２）経営環境

我が国の総広告費は年々上昇傾向にあり、2025年の日本の総広告費は８兆623億円、インターネット広告費は4兆

459億円（前年比110.8％）となっております（注１）。一方で、Google・Meta・TikTok等のグローバルプラット

フォームによる動画広告・ターゲティング広告の台頭により、インターネット広告市場の構造は大きく変化してお

ります。当社はこうした市場構造の変化を踏まえ、広告収益への依存度を段階的に低減しつつ、購買領域及びAI

Agent領域へと事業の重心を移してまいります。

購買領域においては、国内販促市場の潜在的規模は15兆円（注２）という広大な市場が存在します。近年のイン

フレ環境を背景にユーザーの購買行動が変容しており、よりお得な購買を志向する傾向が強まっております。こう

した購買行動の変化に伴い、メーカーや小売企業においてもデータを活用した販促施策の重要性が高まっており、

当社はリワード型マーケティングを通じてその需要を取り込んでまいります。

加えて、生成AIをはじめとする基盤モデルの性能が指数関数的に向上する中、国内では少子高齢化に伴う労働力

不足や人件費の上昇が深刻化しており、AI Agentによる業務自動化への需要が急速に高まっております。当社はこ

の環境変化を重要な事業機会と位置づけております。

（注）１．CARTA COMMUNICATIONS/電通/電通デジタル/セプテーニ発表の『2025年 日本の広告費』(2026年３月５日

発表)より

（注）２．株式会社レイヤーズ・コンサルティングの開示情報における2020年の推定値に基づく

 
（３）経営戦略等

当社は事業拡大における中長期的な経営戦略の柱として、①強固なユーザー基盤の更なる拡大、②購買領域にお

ける販売促進支援の拡大、③バーティカルAI Agent事業の推進、④M&Aによる既存事業の強化を掲げております。

 
①　強固なユーザー基盤の更なる拡大

当社サービスのユーザーにつきまして、アンケート結果によると、日本国内の20～50歳759名（アンケート回答者

数）における「クラシル」のサービス認知率は約58.1％となっており、特に女性認知率は76.4％と高いブランド認

知度があると考えております（注１）。「クラシル」及び「レシチャレ」のユーザー数は、それぞれのアプリのMAU

を合わせると約700万に上っており、WebのMAUも含めると約3,500万となっております（注２）。また、「クラシ

ル」及び「レシチャレ」の公式SNSのフォロワー数は合計1,200万に上ります（注３）。今後もメディア領域及び購

買領域でのユーザーの利用体験の改善を通じ、ユーザー利便性の向上による更なるサービス利用者の拡大を図りま

す。

クライアントにつきましては、食品・飲料企業の売上高規模が大きい大手ナショナルクライアントを約93％（注

４）カバーしており、小売企業につきましてもスーパーやドラッグストアを中心に3.5万店舗（注５）をカバーして

おります。食品・飲料企業につきましては徐々に顧客規模の裾野を拡大する意向であり、小売企業につきましては

大手企業などの顧客開拓を広げつつカバー業種を拡大させる予定です。

（注）１．調査委託先：マクロミル。「あなたが知っている料理レシピ動画サイト・アプリ」に対する回答（調査

対象者：回答者数1,036名のうち20-50歳の男女759名（男性377名、女性382名）／調査実施期間：2024年

3月29日-30日／調査方法：インターネットリサーチ）

（注）２．マンスリーアクティブユーザー。「クラシル」及び「レシチャレ」関連サービス及びアプリにおける

WEB/APP MAUの2026年１月から2026年３月の期間平均数値。ユニークユーザーベースで、過去30日間にア

プリ起動あるいはWeb閲覧をしたそれぞれのユーザー数の合計の期間平均を示します。なお、WebとAPPの

重複ユーザーの排除はしておりません。

（注）３．2026年５月時点のFacebook / X / TikTok / Instagram / YouTube / LINE / LINE Newsにおける「クラ

シル」及び「レシチャレ」（旧クラシルリワード）のSNS公式アカウントのフォロワー数単純合計
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（注）４．日本取引所グループ業種別分類「食料品」に含まれる国内企業の直近年度売上高上位30社のうちこれま

で当社と取引（受注）実績が有る企業数（28社）の比率。

（注）５．2026年５月時点の数値

 
②　購買領域における販促支援の拡大

「クラシル」及び「レシチャレ」にて獲得したユーザーに対し、食品・飲料企業及び小売企業に対してリワード

型マーケティング（成果報酬型でユーザーにリワードを付与するマーケティング手法）を提供してまいります。

当連結会計年度においては、小売企業をリテールパートナーとして取り込むビジネスモデルを確立し、レシチャ

レ事業の基盤を整備いたしました。翌連結会計年度は、リテールパートナーの拡大とレシチャレアプリの新規ユー

ザー獲得に積極的に投資することで、購買事業のさらなる成長加速を目指します。また、クラシルリテールネット

ワークを通じた外部パートナーとの連携拡大により、利用者数の増加を図ります。

 
③　バーティカルAI Agent事業の推進

生成AIを中心とした基盤モデルの性能向上が加速する中、企業が直面する労働力不足・採用難・人件費高騰と

いった構造的課題に対し、AI Agentによる業務代替の実用化が現実のものとなりつつあります。既存のソフトウエ

アやSaaSが代替してきた市場に加え、人件費・外部委託費といったより大きな予算領域がAI Agentのアクセス可能

な市場として広がっており、当社はこのタイミングを事業拡大の好機と認識しております。

当社が保有する全国横断の購買データ・レシピデータ・ユーザー移動データ等の独自データと、小売・卸・メー

カー・販促領域における業界コンテキストを活かし、食品・飲料メーカーや卸・小売企業向けにバーティカルAI

Agent事業の展開を開始いたしました。具体的には、受発注・サプライチェーン・セールス&販促・経営管理の各領

域においてAI Agentによる業務自動化を提供する「AI Supply Chain OS」の構築を推進しております。当事業は

2026年３月よりサービスを開始しており、引き続き顧客基盤の拡大に取り組んでまいります。

 
④　M&Aによる既存事業の強化

当社では自社によるオーガニックでの成長を基本としつつ、購買領域を中心に既存事業とのシナジーが見込める

領域での選択的な買収を検討してまいります。設立来これまでに５件の買収を実行しており、M&A後の統合プロセス

であるPMI（Post Merger Integration）についても蓄積されたノウハウを活用し、事業成長に繋げてまいります。

 
（４）経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

当社は、事業拡大及び企業価値向上を示す指標として、今後のリワードマーケティング提供の中心となる「レシ

チャレ」関連のMAU（注１）を掲げております。

財務指標に関しましては、オーガニック、インオーガニック双方での成長を志向していることから、売上高成長

率、Non-GAAP営業利益（注２）及び Non-GAAP当期純利益（注３）を重要な経営指標と位置づけております。

 
[「レシチャレ」関連MAUの推移]

決算年月
2025年３月期

第１四半期

2025年３月期

第２四半期

2025年３月期

第３四半期

2025年３月期

第４四半期

MAU （人） 1,650,040 1,886,770 1,997,101 2,232,305
 

 

決算年月
2026年３月期

第１四半期

2026年３月期

第２四半期

2026年３月期

第３四半期

2026年３月期

第４四半期

MAU （人） 2,432,530 2,674,317 2,902,576 3,163,049
 

 
（注）１．マンスリーアクティブユーザー。「レシチャレ」関連MAUは、ユニークユーザーベースで、過去30日間に

アプリあるいはWeb閲覧をしたそれぞれのユーザー数の合計の期間平均を示します。
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[Non-GAAP営業利益]

回次 第13期

決算年月 2026年３月期

売上高 （千円） 17,001,320

営業利益 （千円） 3,463,148

調整額 （千円） 158,658

Non-GAAP営業利益 （千円） 3,621,806
 

 
(注）２．Non-GAAP営業利益は、財務会計上の数値（GAAP、日本基準）から非経常項目やその他特定の調整項目を一

定のルールに基づいて調整したものであり、当社の恒常的な経営成績を理解するために有用な情報と判断

しておりますが、財務会計上の数値ではなく、監査法人等による監査・レビューを受けた数値ではありま

せん。具体的には、営業利益に企業買収に伴い生じた無形資産に関わる償却費を加算しております。

 
[Non-GAAP当期純利益]

回次 第13期

決算年月 2026年３月期

売上高 （千円） 17,001,320

親会社株主に帰属する当期純利益 （千円） 2,461,113

調整額 （千円） 149,280

Non-GAAP当期純利益 （千円） 2,610,393
 

 
（注）３．Non-GAAP当期純利益は、財務会計上の数値（GAAP、日本基準）から非経常項目やその他特定の調整項目

を一定のルールに基づいて調整したものであり、当社の恒常的な経営成績を理解するために有用な情報

と判断しておりますが、財務会計上の数値ではなく、監査法人等による監査・レビューを受けた数値で

はありません。具体的には、親会社株主に帰属する当期純利益に企業買収に伴い生じた無形資産に関わ

る償却費を加算し、加算した償却費に対応する税金調整額を調整しております。

 
（５）事業上及び財務上の対処すべき課題

当社は、リテールデジタルプラットフォームを中心に事業展開しており、以下の主要課題に取り組んでまいりま

す。

 
①　メディア事業の収益基盤の維持・強化

グローバルプラットフォームへの広告費集中という市場構造の変化を踏まえ、アドネットワーク広告への依存度

を段階的に低減しつつ、タイアップ広告等のtoBクライアント直接取引の拡大を図ります。また、レシチャレアプリ

のMAU拡大に伴うADNW収益の取り込みにより、メディア事業全体のPV数の底上げを目指します。

②　購買事業のさらなる拡大

リテールパートナーの獲得拡大とレシチャレアプリの新規ユーザー獲得を最優先課題と位置づけ、積極的な先行

投資を継続してまいります。リテールパートナー経由のメーカー出稿案件の拡大により、中期的な収益の刈り取り

を目指します。また、クラシルリテールネットワークを通じた外部パートナーとの連携拡大により、利用者数のさ

らなる増加を図ります。

③　バーティカルAI Agent事業の立ち上げ

AI Supply Chain OSの顧客基盤拡大に向け、大手食品メーカー・卸を中心とした商談推進と契約獲得を進めてま

いります。タスク処理毎の従量課金モデルにより顧客のROIを可視化しながら、受発注・サプライチェーン・セール

ス&販促・経営管理の各領域へと取り扱い領域を順次拡大してまいります。

④　社内AI活用による生産性向上

開発・セールス・マーケティング・コーポレートの全部門においてAIツールの活用を推進し、人員規模を大きく

拡大することなく事業成長を実現できる組織体制の構築を目指します。
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⑤　組織体制の整備

今後の継続的な成長のためには優秀な人材の確保と育成が重要な課題であると認識しております。引き続き積極

的な採用活動と社内の教育体制の強化に取り組んでまいります。

 
２ 【サステナビリティに関する考え方及び取組】

当社グループのサステナビリティに関する考え方及び取り組みは、次のとおりであります。

なお、文中の将来に関する事項は、本書提出日現在において当社が判断したものであります。

 
当社グループは、「BE THE SUN(世界に明るく大きなインパクトを与える存在になる)」を企業としてのビジョンに

掲げ、広く人々の支えになるサービスを生み出す会社になることで、そのビジョンを実現していきたいと考えており

ます。そのため、当社の事業が成長することそれ自体が持続可能な社会の実現に貢献することであると考えており、

以下の観点から中長期的な企業価値向上を目指し、サステナブルな社会の実現に寄与するよう努めてまいります。

 
（１）ガバナンス

当社グループは、中長期的な企業価値の向上のため、サステナビリティを巡る課題への対応は経営の重要課題と

認識しております。「第４　提出会社の状況　４．コーポレート・ガバナンスの状況等　(1) コーポレート・ガバ

ナンスの概要」に記載のコーポレート・ガバナンス体制のもとで、持続可能な社会の実現と当社の継続的な企業価

値の向上を目指しております。また、コンプライアンス・情報セキュリティ等においても継続的な活動の改善及び

強化に取り組んでおります。

 
（２）戦略

当社グループは、「①強固なユーザー基盤の更なる拡大、②購買領域における販促支援の拡大、③バーティカル

AIエージェント、④M&Aによる成長」を中長期的な経営戦略の柱としており、これらの実現に向けて、テクノロジー

人材及び事業開発人材の確保・育成を人材戦略の中核に位置付けております。

具体的には、以下の３つの柱で人材戦略を推進しております。

① 採用：事業成長に必要な専門性を有する人材の積極採用。特にAI・機械学習領域及び販促ソリューション領域に

おける即戦力人材の獲得に注力しております。

② 育成：マネジメント研修を含む社内勉強会及び社内異動公募等を通じた多様なスキル獲得の機会を提供し、従業

員一人ひとりの市場価値向上を支援しております。

③ 定着：人材は最も重要な経営資源であると考えておりますが、「BE THE SUN」というビジョンのもと、従業員が

業務に打ち込める環境づくりに注力しております。年一度の全社員総会「Visionday」や半期に一度の戦略共有会を通

じて会社のビジョン及び戦略共有を実施しております。また、年一度の全従業員表彰式の他、ミッション「世界を照

らす発明を続ける」になぞらえて、従業員の行った模範となる「発明(取り組み)」に対し全員で賞賛する機会を定期

的に設けております。また、ライフイベントとのバランスを取りながら業務に取り組める制度として、家族の病気の

ケア・介護が必要な際に出社日でもリモート勤務が可能な「ファミリーサポート制度」等を用意しております。

また、当社グループは、優秀な人材の獲得及び定着を実現するため、従業員の給与等の決定にあたり以下の方針を

採用しております。

まず、個々の従業員の役割・職責及び成果に応じた公正な報酬の実現を基本方針としております。IT・インター

ネット業界における報酬水準を定期的にベンチマークし、競争力のある水準を維持することで、事業成長を担う人材

の確保・リテンションを図っております。

また、従業員の給与は、等級制度に基づく基本給、半期ごとの業績評価に連動する賞与、及び各種手当で構成され

ております。基本給は、職務の難易度・責任範囲及び本人の能力・経験に基づき等級ごとに設定しており、毎年の人

事評価を通じて昇給を決定しております。賞与は、会社業績及び個人の目標達成度を総合的に勘案して支給額を決定

しております。

なお、当社グループは、従業員のエンゲージメント向上及び生活水準の維持・向上の観点から、物価動向及び業界

の給与水準の変化を踏まえ、評価に基づく適切な昇給を継続的に実施する方針であります。
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（３）リスク管理

当社は、リスクの軽減、予防のため、リスク管理規程の制定及びリスクマネジメント委員会を設置しておりま

す。その他、情報セキュリティ規程、個人情報保護管理規程及び反社会的勢力排除規程を定めており、内部監査に

より遵守の状況を監査し、コンプライアンスの遵守に努めております。必要に応じて、外部専門家にアドバイスを

求められる体制を整備するとともに、弁護士を窓口とする複数の社外通報窓口や内部相談窓口を設置し、法令違反

や不正行為等による不祥事の防止及び早期発見を図っております。

 
（４）指標及び目標

当社は、サステナビリティ関連のリスク及び機会に関する当社の実績を長期的に評価し、管理及び監視するため

に用いられる情報としての指標及び目標については現時点で具体的なものを定めておりませんが、従業員エンゲー

ジメント指標その他の関連指標を各種ツールを用いてモニタリングしながら検討してまいります。

また、人的資本に関する方針及び社内環境整備に関する方針に関しましては、当社は現在、女性、外国人、中途

採用者等の区分で管理職の構成割合や人数の目標値等は定めておりませんが、女性管理職比率、男性育児休業等取

得率、20代役職任用者数を中心に具体的な目標について検討してまいります。

 

３ 【事業等のリスク】

本書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が提出会社の財政状態、経営成績及び

キャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のとおりであり

ます。

なお、文中の将来に関する事項は、提出日現在において当社グループが判断したものであり、将来において発生可

能性があるすべてのリスクを網羅するものではなく、記載された事項以外の予見できないリスクも存在します。ま

た、発生可能性又は影響度が「小」と記載されたリスクについても、現に当該リスクが発生し又は当社の事業、業績

及び財政状態等に重大な影響を及ぼす可能性を否定するものではありません。さらに、リスクの発生時期及び発生し

た場合に当社の経営成績等の状況に与える定量的な影響の程度につきましては、合理的に予見することが困難である

ため具体的には記載しておりません。

当社グループは、これらのリスク発生可能性を十分に認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める

方針ではありますが、当社株式に関する投資判断は、本項及び本書中の本項以外の記載事項を慎重に検討した上で行

われる必要があると考えております。

 
（１）事業環境に由来するリスクについて

①　広告市場動向の変化について

（発生可能性：中、影響度：大）

インターネットメディア事業が対象とするインターネット広告市場は拡大基調にあり、今後も当該市場は拡大を

続けていくものと想定されております。

しかしながら、企業の広告宣伝活動は景気動向の影響を受けやすく、景気変動等の要因によって企業の広告出稿

予算が増減することにより広告出稿予算の変化等の影響を受けることが予想されること、またインターネット広告

は今後も他の広告媒体との競合が継続していくと考えられること等から、今後においてこれらの状況に変化が生じ

た場合、当社の事業展開、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

このような環境において当社グループは、広告収益以外にも新規事業の立ち上げなどによる収益源の多角化を行

うこと等により当該リスクの低減に努めております。

 
②　インターネット関連市場について

（発生可能性：低、影響度：大）

当社グループは、インターネットメディア事業を主たる事業対象としているため、インターネットの活用シーン

の多様化、利用可能な端末の増加等のインターネットのさらなる普及が成長のための基本的な条件と考えておりま

す。

もっとも、インターネットの利用は日常生活の中でごく当たり前のことにはなってきましたが、今後どのように

進展していくかについては不透明な部分もあり、プラットフォーム運営事業者による検索アルゴリズムやシステム

等の仕様変更、Cookie規制、インターネットに関する何らかの弊害の発生や利用等に関する新たな規制の導入及び

その他予想しなかった要因によって、今後の普及に大きな変化が生じた場合、当社の事業展開、経営成績及び財政

状態に影響を及ぼす可能性があります。
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③　競合について

（発生可能性：中、影響度：中）

当社主要サービスである「クラシル」、「TRILL」（トリル）、「レシチャレ」及び「LIVEwith」（ライブウィ

ズ）はそれぞれの分野におけるサービスを運営しております。いずれのサービスにおいても、多数の競合事業者が

存在しており、激しい競争関係にあると考えております。さらに、今後、資本力、マーケティング力、幅広い顧客

基盤、高い知名度や専門性を有する企業等の参入及びその拡大が生じ、競争の激化による顧客の流出やコストの増

加等により、当社の事業展開、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

このような環境において、当社が今後においても優位性を発揮し、企業価値の維持向上が図れるか否かについて

は不確実な面があり、競合他社や競合サービスの影響により当社の競争優位性が低下した場合、当社の事業展開、

経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

 
④　Apple Inc.及びGoogle LLCの動向について

（発生可能性：低、影響度：中）

当社グループ事業において提供するスマートフォン向けアプリは、Apple Inc.及びGoogle LLCのプラットフォー

ム運営事業者にアプリを提供することが現段階における事業展開の重要な前提条件であります。これらプラット

フォーム運営事業者の事業戦略の転換並びに動向によっては、当社の事業展開、経営成績及び財政状態に影響を及

ぼす可能性があります。

 
⑤　外部のライブ配信プラットフォームへの依存について

（発生可能性：中、影響度：中）

「LIVEwith」（ライブウィズ）事業及び子会社事業において、当社グループに所属するクリエイターがTikTok

LIVE、Pococha、IRIAM、17LIVE、BIGO等の外部のライブ配信プラットフォームにおいてライブ活動を行うことによ

りライブ配信プラットフォームから収益を稼得しております。当社グループ所属のクリエイターの不適切なライブ

配信などの当社起因の事象や、ライブ配信プラットフォームの業績動向などの外部起因の事象などにより、当社グ

ループとライブ配信プラットフォーム間の契約が解消される又は契約条件に大幅な変更が加えられた場合は、当社

グループのレピュテーションが低下し、また、収益の減少を通じて当社グループの事業展開、経営成績及び財政状

態に影響を及ぼす可能性があります。

このような環境において、当社グループはクリエイターごとに適切なライブ配信プラットフォームを推薦する点

は前提ではあるものの、特定のライブ配信プラットフォームだけではなく複数のライブ配信プラットフォームとの

取引を継続することにより、当該リスクの低減に努めております。加えて、ライブ配信ガイドラインの策定やクリ

エイターへのコンプライアンス研修の実施をしており、検知活動としては、定期的なライブ配信のモニタリングや

プラットフォームと連携した迅速な違反配信への注意・指導を行っております。

 
⑥　AI・生成AI技術の進展について

（発生可能性：中、影響度：中）

　近年、生成AI（Generative AI）をはじめとするAI技術は急速に進展しており、当社グループの事業領域であるイ

ンターネットメディア及びリテールデジタルプラットフォームにおいても、大きな変革をもたらす可能性がありま

す。当社グループにおいても、コンテンツ制作の効率化、ユーザー体験の向上、業務プロセスの改善等の目的でAI

技術の活用を推進しております。

　しかしながら、AI技術の進展に伴い、以下のリスクが当社の事業展開、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可

能性があります。

　第一に、AI技術の急速な進展により、当社グループサービスの競争環境が大きく変化する可能性があります。AI

技術を活用した新たな競合サービスの出現や、既存の競合他社によるAI活用の加速により、当社グループサービス

の競争優位性が低下する可能性があります。また、AI技術への対応が遅れた場合、ユーザーの利便性向上やクライ

アントへのサービス提供において他社に後れを取る可能性があります。

　第二に、AI技術を活用したコンテンツ生成においては、生成されるコンテンツの正確性、品質及び安全性の確保

が重要な課題となります。当社グループが提供する「クラシル」のレシピ動画コンテンツ等においてAI技術を活用

する場合、食品の安全性やアレルギー情報等に関する誤った情報が生成されるリスクがあり、ユーザーの健康被害

や当社ブランドの毀損につながる可能性があります。

　第三に、AI技術の利用に伴い、知的財産権に関する新たなリスクが生じる可能性があります。AI技術を用いて生
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成されたコンテンツが第三者の著作権その他の知的財産権を侵害するリスクや、当社グループの保有するコンテン

ツがAIの学習データとして無断で使用されるリスクが存在します。これらの知的財産権に関する問題が生じた場

合、訴訟や損害賠償の対象となり、当社グループの事業展開、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があり

ます。

　第四に、AI技術に関する法規制の動向が当社事業に影響を与える可能性があります。国内においては、2024年4月

に経済産業省及び総務省より「AI事業者ガイドライン」が公表され、AI開発者・AI提供者・AI利用者が遵守すべき

事項が示されております。今後、AI技術の利用に関するより厳格な法的規制が導入された場合、当社グループの業

務慣行の変更や追加の遵守コストが発生する可能性があります。また、海外においても欧州AI規制法（EU AI Act）

をはじめとする各国のAI規制法の整備が進んでおり、当社グループ事業が海外展開する場合にはこれらの規制への

対応が必要となる可能性があります。

 　当社グループは、これらのリスクに対し、AI技術の適切な利活用に関する社内ガイドラインの整備、AI生成コン

テンツの品質管理体制の強化、知的財産権に関する社内教育の実施、法規制動向の継続的なモニタリング等の対策

を講じることにより、当該リスクの低減に努めてまいります。

 
（２）事業内容に由来するリスクについて

①　全領域の事業に関連するリスク（システムトラブル）について

（発生可能性：低、影響度：大）

当社グループは、主にインターネットを通じて情報を提供しており、当社グループのシステムやインターネット

接続環境の安定は事業を行っていく上で不可欠であります。システムトラブルの発生可能性を低減するため、安定

的運用のためのシステム強化、セキュリティ強化を徹底しており、トラブルが発生した場合においても短時間で復

旧できる体制を整えております。

しかしながら、想定を大幅に上回るアクセスの増加等による負荷の拡大や自然災害や事故、ソフトウエアの不具

合、コンピューターウィルスへの感染、サイバーアタック、不正アクセスなどによる予期せぬトラブルが発生し、

大規模なシステム障害等が起こった場合には、当社の事業展開、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があ

ります。

 
②　メディア領域の事業について

a. サービスの安全性及び健全性の維持について

（発生可能性：低、影響度：中）

当社は、「クラシル」サービス内でユーザーが考案したレシピ動画やレシピカードを投稿できる機能や、レシピ

を参考に料理し飲食した感想を投稿する「たべれぽ」と称する機能を備えております。投稿内容については、ユー

ザーに裁量があり、「たべれぽ」については好意的な内容だけでなく、批判的あるいは不適切な投稿が行われるこ

ともあります。

投稿内容を含むサービスの安全性及び健全性の維持に向けた取り組みとして、当社では以下の対応を行っており

ます。

 
a)投稿監視システムを導入し、不適切な投稿を他のユーザーからの通報により抽出する仕組みに加えてAIを用

いた監視体制を整備しています。さらに、人力による目視確認を併用し、投稿内容の安全性や健全性を維持する

ための二重チェック体制を構築しております。

b)特定のリスクに関するチェック体制については、ユーザー投稿から1時間後に、公序良俗および衛生面に関す

るAIによる全件チェックを実施しています。また、AIの精度検証を目的として、毎月月初に前月の公開記事をラ

ンダムにサンプリングし、担当者による事後確認を行っています。

 
これらの取り組みにより、当社は投稿動画の安全性及び健全性を常に監視し、維持するための十分な体制を確保

しています。

しかしながら、監視体制を強化しているものの、サービス内で不適切な投稿がなされ、それが発見できなかった

場合や対応が遅れた場合又は調理方法・食材の取り扱いに関して第三者から指摘を受けた場合には、当社の信用が

損なわれ、また、サービスとしての魅力が低減し、当社グループの事業展開、経営成績及び財政状態に影響を及ぼ

す可能性があります。

 
b. 広告掲載内容のリスクについて
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（発生可能性：低、影響度：小）

当社が運営するメディア「クラシル」、「TRILL」（トリル）に掲載される広告は、広告代理店等が内容を精査す

るとともに、当社としても当社独自の広告掲載基準による確認を実施し、法令違反や公序良俗に反する広告の排除

に努めております。

しかしながら、人為的な要因等により当社が掲載した広告に瑕疵があった場合、当社の社会的信頼性の毀損によ

り、当社グループの事業展開、経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。

 
③　購買領域の事業について

（発生可能性：低、影響度：中）

当社のアフィリエイトサービスにおいては、代理店の施策の変更や当社のアフィリエイトサービスが陳腐化し同

業他社に対する当社の競争力が低下すること等により取引が大きく減少するような場合、当社の事業展開、経営成

績及び財政状態に重要な影響を及ぼす可能性があります。

また、レシートを送付するとポイントを付与するレシチャレ等を提供する「レシチャレ」においては、消費者に

とって適切かつ有益で、関連性のある対象商品を確実に提示するために優先順位付け等を行っておりますが、当社

のクライアントであるメーカーや小売業者等が当社が提供するリワードマーケティングに十分な時間、資金その他

のリソースを割けないなどの事情により当社のサービスを有効に活用できない、当社がビジネスの急成長に対応で

きない等により、引き合いが急速に枯渇して対象商品数が減少し、消費者に対する価値が低下する可能性があるこ

と等から、当社が利用者への還元ポイント数や対象商品数等を増加させることができない可能性があります。

さらに、「レシチャレ」においては電子マネーや他社ポイントに交換可能なコインを発行していることから、当

該コインを不正に取得することを目的とした悪意の第三者によるシステムへの不正アクセス等を受ける可能性があ

ります。

以上のことから、メディア領域で確立した強固なユーザー基盤を起点としたレシチャレ等のデジタルプロモー

ションが当社の想定どおり販促市場において浸透が進まなかった場合や、不正アクセス等の行為を受けた場合に

は、当社グループの事業展開、経営成績及び財政状態に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。

 
④　その他領域の事業（「LIVEwith」（ライブウィズ）事業・子会社事業）について

（発生可能性：低、影響度：中）

当社グループでは所属するクリエイターに対して公序良俗の違反や知的財産権の侵害につながるようなライブ配

信や活動をしないよう指導に努めております。また、そのような事象もしくは兆候を検知するように努めるととも

に、実際に発生した場合は、速やかに対処するように努めております。具体的には、未然の防止策としては、ライ

ブ配信ガイドラインの策定やコンプライアンス研修の実施をしており、検知活動としては、定期的なライブ配信の

モニタリングやプラットフォームと連携した迅速な違反配信への注意・指導を行っております。

しかしながら、日々のライブ配信の中で不適切な内容が含まれるライブ配信が行われる等の予期せぬ事象が発生

した場合には、当社や所属クリエイターのレピュテーションの低下や紛争（リスナーとの間のものも含みます）に

つながる等、当社グループの事業展開、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

 
⑤　新規事業の立ち上げリスクについて

（発生可能性：中、影響度：小）

当社グループは、業容拡大に向けて新たなサービスの創出を目指しております。現在、リテールパートナーであ

る小売企業との提携により購買データを活用した効果的な販促を推進し「レシチャレ」の新たなサービス価値の向

上に努めるとともに、「Kurashiru AI Supply Chain OS」というバーティカルAI Agentサービスなどの新規事業を

開始しております。

なお、これらのサービス以外の新規事業及び新規サービスへの投資を行う可能性もあり、新規事業及び新規サー

ビスにつきましては、予め回収可能性を十分に調査・検討し実行してまいりますが、安定収益を創出するにはある

程度の期間を要する場合があり、その期間において人件費等の先行投資により一時的に利益率が低下する可能性が

あります。また、想定していた成果を上げることができる保証はなく、撤退を余儀なくされた場合には撤退のため

のコストが発生することがあり、結果として当社グループの事業展開、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能

性があります。

 
⑥　M&Aについて

（発生可能性：中、影響度：中）
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当社グループがM&Aを実施した場合、被買収企業との融合又は提携先との関係構築・強化が予定通り進捗しない場

合、統合又は提携により当初想定した事業のシナジー効果等が得られない場合等、投資に要した資金、時間その他

の負担に見合った利益を回収できない可能性があり、当社グループの事業展開、経営成績及び財政状態に影響を及

ぼす可能性があります。

また、当社グループでは、会計基準に基づき当該事象に伴い発生した相当額ののれんを貸借対照表に計上するこ

とがありますが、事業の展開等が計画通りに進まない場合、のれんの減損処理を行う必要が生じ、当社グループの

事業展開、経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。

 

（３）組織体制に由来するリスクについて

①　トップマネジメントについて

（発生可能性：低、影響度：大）

当社の代表者である堀江裕介は、当社の創業者であり、設立以来、最高経営責任者として、事業戦略の立案や実

行等、会社運営において重要な役割を果たしております。

当社グループは、同氏に過度な依存をしない経営体制の構築を目指し、人材の育成及び強化を図っております

が、何らかの理由により、同氏に不測の事態が起こった場合には、現状では当社グループの事業展開、経営成績及

び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

 
②　優秀な人材の確保及び育成について

（発生可能性：低、影響度：中）

当社グループは、今後想定される業容拡大に伴い、継続した人材の確保が必要であると考えております。特に利

用者向けサービスの構築及び運用面においては高度な技術スキルを要する人材が求められることから、サービス構

築のために必要な人材を適切に確保するとともに、育成を行っていく必要があります。

当社グループは、今後の業容拡大に応じて必要な人材の確保と育成に努めていく方針でありますが、必要な人材

の確保が計画通りに進まなかった場合には、競争力の低下や業容拡大の制約要因が生じる可能性があり、当社グ

ループの事業展開、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

 
（４）法的規制等に関連するリスクについて

①　インターネット関連事業における法的規制について

（発生可能性：低、影響度：大）

当社グループがインターネット上で運営しているプラットフォームにおいては各種法的規制を受けており、具体

的には、「電気通信事業法」、「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」、「特定電気通信役務提供者の損害賠

償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律（プロバイダ責任制限法）」、「不当景品類及び不当表示防止

法」等といった法的規制の対象となっております。また、当社グループは、システム開発やコンテンツ制作等を外

注している場合があり、それらの取引の一部は「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の

防止に関する法律」（「取適法」）の適用対象となります。当社では、上記を含む各種法的規制に関して、法令遵

守体制の整備・強化、社員教育を行っております。

しかしながら、今後インターネット関連事業者を対象とした法的規制の制定又は改正がなされることで、当社の

業務の一部が制約を受ける場合又は新たな対応を余儀なくされる場合、当社グループの事業展開、経営成績及び財

政状態に影響を及ぼす可能性があります。

 
②　個人情報の流出について

（発生可能性：中、影響度：小）

当社グループは、利用者の登録情報等の個人情報を取得し、利用しているため、個人情報の保護に関する法律が

定める個人情報取扱事業者としての義務を課されております。

当社グループは、個人情報の外部漏洩の防止はもちろん、不適切な利用、改ざん等の防止のため、個人情報の管

理を事業運営上の重要事項と捉え、保護管理体制の確立に努めており、個人情報管理規程を制定し、個人情報の取

り扱いに関する業務フローを定めて厳格に管理するとともに、全従業員を対象として社内教育を徹底する等、同法

及び関連法令並びに当社に適用される関連ガイドラインの遵守に努めるとともに、個人情報の保護に積極的に取り

組んでおります。

しかしながら、当社グループが保有する個人情報等につき漏洩、改ざん、不正使用等が生じる可能性が完全に排

除されているとはいえません。従って、これらの事態が起こった場合、適切な対応を行うための相当なコストの負
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担、当社グループへの損害賠償請求、当社の信用の低下等によって、当社の事業展開、経営成績及び財政状態に影

響を及ぼす可能性があります。

 
③　知的財産権について

（発生可能性：低、影響度：小）

当社グループは、本書提出日現在、日本にて「クラシル」、「TRILL」（トリル）等の商標登録を有しておりま

す。今後展開を検討している国やサービスを含め、それらの商標、ロゴ等については、原則として、商標権を取得

する方針であります。当社が保有する知的財産を侵害されるおそれのある場合には、顧問弁護士や弁理士等と連携

し、必要な処置を講じてまいります。また、当社が商標など知的財産権を取得する場合は、十分な検証を行い、他

社の知的財産権を侵害しないよう慎重に対応してまいります。

しかしながら、当社グループのサービスを表す商標を他社が取得した場合又は当社による他社の知的財産権侵害

が問題となる場合、訴訟へと発展することも考えられ、その結果、当社による商標の利用が制約されたり、当社グ

ループが損害賠償等の責任を負う場合には、当社の事業展開、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があり

ます。

 
④　第三者との係争について

（発生可能性：低、影響度：小）

当社グループは、コンプライアンス活動の推進により、法令違反、情報漏洩等を防止し、法改正等への適切な対

応、契約行為が及ぼす法的効果の十分な検討を行うことで、訴訟に発展するリスクを排除するよう努めておりま

す。

しかしながら、当社グループの役員及び従業員の法令違反等の有無にかかわらず、取引先、従業員その他第三者

との予期せぬトラブルや訴訟等が発生する可能性があります。訴訟手続は、一般的に時間や費用がかかるものであ

り、勝敗如何によらず、経営上の混乱やレピュテーションの低下を招く可能性があります。さらに、訴訟の結果と

して当社にとって不利な判決が出された場合、当社は多額の損害賠償義務を負う可能性があります。また、相手方

と和解に至った場合でも、和解の条件次第では、同様に当社にとって不利な条件を受忍せざるを得ない場合も考え

られます。したがって、第三者との係争が発生した場合、当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があ

ります。

 
（５）親会社グループとの関係について

（発生可能性：中、影響度：小）

①　親会社が株主総会の決議事項に関する支配権又は重大な影響力を有することについて

当社は、LINEヤフー株式会社が当社発行済普通株式の過半数（本書提出日現在で同社のCVCであるYJ2号投資事業

組合の保有株式も合わせて当社の議決権の54.54％）を所有しており、同社の子会社であります。

同社は、連結関係を維持するために必要となる当社株式数を継続的に所有する方針です。そのため、LINEヤフー

株式会社は、当社の株主総会の特別決議を要する事項（例えば、吸収合併、事業譲渡、定款変更等を含みますが、

これらに限りません。）を単独で可決することはできないものの拒否権を有するとともに、株主総会の普通決議を

必要とする事項（例えば、取締役の選解任、剰余金の処分や配当等を含みますが、これらに限りません。）を単独

で可決することが可能であることになり、当社に重要な影響を及ぼしうることになります。また、当社の経営及び

その他事項について、同社の利害は、当社の他の株主の利害とは異なる可能性があります。これに対しては、当社

は社外取締役を４名選任しており、他の株主の利益保護の視点から監督の実効性を確保しております。

同社との良好な関係は、当社の事業及び同社とのグループシナジーにとって重要です。何らかの理由により両社

の関係が悪化した場合若しくは悪化したと受け取られた場合又はグループシナジーの前提である連結関係が継続さ

れない場合、当社グループの事業展開、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

また、当社は、後述の「（５）親会社グループとの関係について　④ 取引関係について」に記載のとおり、LINE

ヤフー株式会社と取引を行っています。当該取引については、契約条件に従って契約が終了する場合又は両者の合

意により契約内容が変更される場合があります。さらに、当社はLINEヤフー株式会社のコンテンツプロバイダーの

一社でありますが、LINEヤフー株式会社が同社にコンテンツを提供するコンテンツプロバイダーに関して、求める

コンテンツの種類・内容・量等の方針を変更する場合や同社がユーザー・エクスペリエンス観点でメディア面の改

変等を行う場合（例えば、コンテンツの掲載場所、掲載順位、コンテンツに関するタブの表示位置等の改変等）が

あります。このような変更や改変等により、当社のコンテンツにも変更や改変等が必要になる場合、当社グループ

の事業展開、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
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②　親会社グループ内における当社の位置づけについて

当社の最終的な親会社であるソフトバンクグループ株式会社は、持株会社として傘下に多数の関係会社を擁し、

持株会社投資事業、ソフトバンク・ビジョン・ファンド事業、ソフトバンク事業、AIコンピューティング事業、そ

の他の５つを報告セグメントとして区分しており、様々な分野・地域で事業活動を行っています。当社の直接的な

親会社グループであるLINEヤフー株式会社は、ソフトバンクグループ株式会社の「ソフトバンク事業」に属してい

ます。また、当社の直接的な親会社グループであるLINEヤフー株式会社は、メディア事業、コマース事業、戦略事

業の3つを報告セグメントとして区分しており、当社は「メディア事業」に属しております。

当社は、「メディア事業」領域の中で「クラシル」、「TRILL」（トリル）及び「レシチャレ」など複数のサービ

スを展開し、広告収入やアフィリエイト収入などを得ております。様々な事業領域において多岐にわたる事業を展

開している親会社グループ内において、サービスのコンセプトやターゲットなどの観点で違いはあるものの、広義

には類似性を有する事業を営む会社が複数存在しております。しかし、これまで直接的な親会社であるLINEヤフー

株式会社から一方的な事業調整や制約等を受けた事実はなく、当社は親会社グループから独立性を確保して経営及

び事業を行っております。直接的な親会社を含む親会社グループは新たな事業や投資の検討を日々行っていること

から、当社と類似性を有する事業を営む親会社グループ内の会社が増減する可能性がありますが、ソフトバンクグ

ループ株式会社及びLINEヤフー株式会社ともに上場子会社の経営の自立性や独立性を尊重した事業運営を行ってい

ることから、当社は、親会社グループが今後も当社の経営や事業に積極的に関与する等の意向はないものと認識し

ております。

親会社グループ内の他社同様、当社も事業成長、事業拡大及び投資機会の追求を進めていくため、今後の事業展

開等によっては、当社の主要事業が親会社グループ内の会社の事業と競合する可能性があります。当社としては、

それらの会社との連携を検討するなどの対応を行っていく方針ですが、競合の状況によっては、当社の事業展開、

経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

また、本書提出日現在、当社は直接的な親会社であるLINEヤフー株式会社から取締役として米谷昭良氏を受け入

れており、同氏は当社取締役と親会社グループの株式会社マイベストの取締役を兼務しておりますが、同氏と当社

との間では、同氏が当社に関する機密情報を外部に共有しないこと等を定めた秘密保持契約を締結しております。

さらに、今後においても当社と親会社グループ内の会社との間で役職員を兼務する当社役員が発生する場合には、

当該役員と秘密保持契約を締結する方針であり、将来的に親会社グループ内の会社において競合関係が発生した場

合においても、当社の情報が流出する可能性は高くないものと当社では考えておりますが、万が一そのような事態

が生じた場合には、当社グループの事業展開、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

 
③　派遣取締役について

経営陣を強化することを目的として、当社の取締役のうち、１名がLINEヤフー株式会社からの派遣取締役となり

ます。当社では、経営の独立性を一層高める観点から、社外取締役が４名就任しております。取締役会全体の構成

から判断しても派遣取締役の存在により当社の独立性が阻害されるといった状況にはなく、当社の独立性は十分に

確保されているものと考えております。

 
④ 　取引関係について

当社は、LINEヤフー株式会社をはじめ親会社グループ各社と取引を行っています。当連結会計年度末時点におけ

る主な取引は次のとおりです。なお、親会社からの債務保証は受けておりません。

取引の内容 取引先 取引金額(千円) 取引条件等の決定方法

アドネットワーク
広告枠の提供等

LINEヤフー
株式会社

913,250
取引約款での契約であるため、独立第三者と取引条件
が同一であり、通常の営業取引であるものと判断して
おります。

 

当社の独立性の観点を踏まえ、関連当事者との取引については、当該取引の事業上の必要性と取引条件の妥当性

など取引内容について審議し、社内規程に定められた承認を得ることとし、取引の健全性及び適正性を確保する体

制を築いています。

 
（６）その他のリスクについて

①　潜在株式の行使による当社株式価値の希薄化について

（発生可能性：高、影響度：小）

当社は、当社役員、従業員等に対し、当社の業績向上への意欲や士気を高めることを目的として、新株予約権付
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与によるストック・オプション制度を採用しております。当連結会計年度末時点における新株予約権にかかる潜在

株式数は2,463,740株であり、発行済株式総数42,618,560株の5.7％に相当しております。また、今後も当社役員及

び従業員の士気向上と優秀な人材確保を目的として新たなストック・オプションによる新株予約権の発行を検討し

ております。

これらの新株予約権が権利行使された場合、当社株式が新たに発行され、当社の１株当たりの株式価値は希薄化

し、株価形成に影響を与える可能性があります。

 
②　当社株式の流動性について

（発生可能性：中、影響度：中）

本書提出日、当社の親会社であるLINEヤフー株式会社は、同社のCVCであるYJ2号投資事業組合の保有株式も合わ

せると当社の議決権の54.54％を所有しており、今後も連結関係を維持するために必要となる当社株式数を継続的に

所有する方針です。

今後は、当社の事業計画に沿った成長資金の公募増資による調達、役職員への一部売出しの要請、ストック・オ

プションの行使による流通株式数の増加等を勘案し、これらの組み合わせにより、流動性の向上を図っていく方針

でありますが、何らかの事情により流動性が低下する場合には、当社株式の市場における売買が停滞する可能性が

あり、それにより当社株式の需給関係にも悪影響を及ぼす可能性があります。

また、親会社が当社株式を市場内外で売却する場合又はその懸念が市場において認識される場合、当社株式の需

給の悪化又はそのおそれにより、当社株式の市場価格に悪影響を及ぼす可能性があります。

 
③　配当政策について

（発生可能性：低、影響度：小）

当社グループは、株主に対する利益還元を重要な経営課題と認識しており、経営成績及び財政状態を勘案して、

利益還元政策を決定していく所存であります。

しかしながら、当社グループは現在、成長過程にあると考えており、内部留保の充実を図り、事業の効率化と事

業拡大のための投資等に充当し、なお一層の業容拡大を目指すことが、株主価値の拡大に繋がると考えておりま

す。

現時点において配当実施の可能性及びその実施時期等については未定でありますが、将来においては、各期の経

営成績及び財政状態を勘案しながら、株主への利益還元を検討していく方針ではあります。
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４ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

当社グループは、当連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、前連結会計年度との比較・分析の記載は

しておりません。

(1) 経営成績等の状況の概要

当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー（以下、「経営成績等」という。）の状況の概要は

次のとおりであります。

 
① 経営成績の状況

当社グループは、「BE THE SUN（世界に明るく大きなインパクトを与える存在になる）」を企業としてのビジョ

ンに掲げ、広く人々の支えになるサービスを生み出す会社になることで、そのビジョンを実現していきたいと考え

ております。

そのような考えのもと、料理などのライフスタイルコンテンツを提供する「メディア」、小売企業や食品飲料

メーカー等に対して販売促進や集客に関する課題を解決する「購買」、主にクリエイターのマネジメントサービス

を提供する「LIVEwith」（ライブウィズ）からなる「その他」といった事業を展開しております。

当連結会計年度においては、レシチャレ関連のユーザー数（MAU）が前四半期対比26万増加の316万となったこと

に加え、提携する小売企業（リテールパートナー）の拡大や既存取引先との案件拡大によって、購買事業の売上高

を大きく成長させることができました。結果として、購買事業の通期売上比率は前事業年度より10.7％増加の

35.5％となりました。加えて、メディア事業においても、内製コンテンツの制作や内部回遊施策などの調整によ

り、PVが好調に推移し、想定より良好な結果となりました。

また、2025年11月に、VTuber事業を2社よりそれぞれ譲受するために子会社を設立し、2026年１月に事業譲受を完

了いたしました。その他事業における事業安定性の確保及びイベント運営やグッズ販売の領域における知見と運用

体制の獲得を目的としています。

以上の結果、当連結会計年度の売上高は17,001,320千円、売上総利益は8,055,437千円、Non-GAAP営業利益は

3,621,806千円、経常利益は3,507,471千円、親会社株主に帰属する当期純利益は2,461,113千円となりました。

 
② 財政状態の状況

（資産）

当連結会計年度末における流動資産は14,371,077千円となりました。主な内訳は現金及び預金が9,105,754千円、

売掛金及び契約資産が2,544,263千円、有価証券が2,493,863千円となります。

固定資産は2,548,621千円となりました。主な内訳は繰延税金資産が1,219,579千円、のれんが620,840千円、投資

有価証券が286,717千円、建物が186,533千円となります。

 
（負債）

当連結会計年度末における負債は3,673,647千円となりました。主な内訳はユーザー還元引当金が1,259,881千

円、未払金が1,103,921千円、未払法人税等が899,999千円となります。

 
（純資産）

当連結会計年度末における純資産は13,246,050千円となりました。主な内訳は資本金190,840千円、資本剰余金

3,797,988千円、利益剰余金9,244,920千円となります。
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③ キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、11,599,617千円となりました。当

連結会計年度末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

 
（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動によるキャッシュ・フローは、2,869,146千円の収入となりました。これは主に、税金等調整前当期純利

益が3,505,791千円、ユーザー還元引当金が489,600千円増加した一方、売上債権が514,118千円増加、法人税等の支

払が1,036,334千円あったことによるものであります。

 
（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動によるキャッシュ・フローは、355,800千円の支出となりました。これは主に、事業譲受による支出

202,936千円、投資有価証券の取得による支出115,127千円、有形固定資産の取得による支出31,552千円によるもの

であります。

 
（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動によるキャッシュ・フローは、177,198千円の収入となりました。これは主に、ストックオプションの行

使による収入179,621千円によるものであります。

 
④ 生産、受注及び販売の実績

ａ．生産実績

生産に該当する事項がありませんので、生産実績に関する記載はしておりません。

ｂ．受注実績

提供するサービスの性格上、受注実績の記載になじまないため、当該記載を省略しております。

ｃ．販売実績

当連結会計年度のサービス区分別の販売実績は、以下のとおりであります。

なお、当社グループはプラットフォーム事業の単一セグメントのため、セグメントごとの記載は行っており

ません。

 
サービス区分 金額(千円) 前期比(％)

メディア 8,030,106 ―

購買 6,028,816 ―

その他 2,942,397 ―

合計 17,001,320 ―
 

(注)１．「メディア」の主な内訳は、「クラシル」及び「TRILL」（トリル）のすべての収益と、「レシチャ

レ」におけるアドネットワーク広告及び掲載（電子チラシ）、「購買」の主な内訳は、「レシチャレ」

におけるレシチャレ収益やアフィリエイト収益、「その他」の主な内訳は、「LIVEwith」（ライブウィ

ズ）事業におけるライブ配信等であります。

(注)２．主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は以下のとおりであります。

(注)３．当連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、前期比については記載しておりません。

 

相手先

当連結会計年度

金額(千円) 割合(％)

Google Asia Pacific Pte.Ltd. 2,404,278 14.1

TIKTOK PTE.LTD. 1,929,737 11.4
 

（注)主な取引先別の販売実績のうち、当該販売実績の総販売実績に対する割合が10％未満の相手先につきまして

は記載を省略しております。
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(2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりでありま

す。なお、文中の将来に関する事項は、本書提出日現在において判断したものであります。

 
① 重要な会計方針及び見積り

当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されて

おります。その作成には、経営者による会計方針の選択・適用、資産・負債及び収益・費用の報告金額及び開示に

影響を与える見積りを必要としております。経営者は、これらの見積りについて、過去の実績等を勘案し合理的に

判断しておりますが、実際の結果は、見積りによる不確実性のため、これらの見積りと異なる場合があります。

当社グループの連結財務諸表の作成にあたって採用している重要な会計方針は「第５　経理の状況　１　連結財

務諸表等　連結財務諸表　注記事項　(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項) 及び (重要な会計上の見

積り)」に記載しております。

 
② 経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

ａ．経営成績の分析

(売上高、営業利益)

　当連結会計年度における売上高は17,001,320千円、営業利益は3,463,148千円となりました。

　売上高は、主に「レシチャレ」のアドネットワーク広告収益・アフィリエイト収益・レシチャレ収益の伸長

及びライブ配信売上が好調に推移したこと等によるものであります。

　また売上原価は、「レシチャレ」のコイン発行費用の増加、販売費及び一般管理費は、「レシチャレ」の

ユーザー獲得のため広告宣伝費が増加しております。

(経常利益)

　当連結会計年度における経常利益は3,507,471千円となりました。

　これは、受取利息28,853千円、為替差益24,152千円を営業外収益に計上したこと等であります。

(親会社株主に帰属する当期純利益)

　当連結会計年度における親会社株主に帰属する当期純利益は2,461,113千円となりました。

これは、法人税、住民税及び事業税1,344,078千円計上したこと等によるものであります。

 
ｂ．キャッシュ・フローの状況の分析

「(1)経営成績等の状況の概要 ③キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。

 
③ 資本の財源及び資金の流動性についての分析

当社グループのプラットフォーム事業は成長を続けております。このような状況下、既存事業の成長を継続させ

るため、主に自己資金を広告宣伝費及び人件費に充当しております。

なお、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、11,599,617千円となっております。

 
④ 経営成績に重要な影響を与える要因

当社グループの経営成績に重要な影響を与える要因につきましては、「３ 事業等のリスク」に記載のとおりであ

ります。

 
⑤ 経営方針・経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

当社グループの経営方針・経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等につきまして

は、「１　経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」に記載のとおりであります。
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５ 【重要な契約等】

①　情報提供に関する契約

当社は、LINEヤフー株式会社との間で2018年６月20日付「情報提供に関する契約書」を締結しております。

契約内容
当社サービス「TRILL」（トリル）のコンテンツのLINEヤフー株式会社のサービス「Yahoo! JAPAN」

への提供

契約期間 契約締結日より１年間(以後、期間満了日３ヶ月前までに別段の申出がないときには、１年間延長)

途中解約

LINEヤフー株式会社が当社からの提供コンテンツの提供及び使用許諾を受けることを希望しないこ

ととなった場合又は当社が同コンテンツの提供及び使用許諾を行うことができなくなった場合、

LINEヤフー株式会社又は当社は相手方に対して３ヶ月前までに書面にて通知することにより何ら負

担なく解約できる。
 

 
６ 【研究開発活動】

該当事項はありません。
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第３ 【設備の状況】

 

１ 【設備投資等の概要】

当連結会計年度の設備投資の総額は17,031千円で、有形固定資産のほか、無形固定資産への投資を含めて記載し

ております。その主な内容は、ネットワークセキュリティシステムの設置であります。

なお、当社グループは、プラットフォーム事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載はしておりま

せん。

 
２ 【主要な設備の状況】

(1) 提出会社

     2026年３月31日現在

事業所名
(所在地)

設備の内容

帳簿価額(千円)
従業員数
(名)

建物
工具、器具
及び備品

リース資産 合計

本社
(東京都港区)

本社設備等 172,311 21,176 5,471 198,959
219
(125)

スタジオ
(東京都品川区)

スタジオ設備等 9,776 713 － 10,490
－
(－)

 

(注)１．本社は賃借ビルであり、年間賃借料218,063千円が発生しております。

　　２．スタジオは賃借ビルであり、年間賃借料15,580千円が発生しております。

　　３．上記のほか、ソフトウエア10,645千円、商標権2,322千円、無形資産2,450千円を所有しております。

　　４．従業員数の(　)は、臨時雇用者数を外書しております。

 

(2) 国内子会社

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

 

３ 【設備の新設、除却等の計画】

(1) 重要な設備の新設等

該当事項はありません。

 
(2) 重要な設備の除却等

該当事項はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 165,252,000

計 165,252,000
 

 
② 【発行済株式】

 

種類
事業年度末現在
発行数(株)

(2026年３月31日)

提出日現在
発行数(株)

(2026年６月23日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 42,618,560 42,805,560
東京証券取引所
グロース市場

単元株式数は100株でありま
す。

計 42,618,560 42,805,560 ― ―
 

(注) １．2026年４月１日から2026年5月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が187,000株増加

しております。

２．提出日現在の発行数には、2026年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発

行された株式数は、含まれておりません。
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(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストック・オプション制度の内容】

 

第２回新株予約権

決議年月日 2017年６月19日

付与対象者の区分及び人数 当社従業員１名

新株予約権の数(個)　※ 6,000

新株予約権の目的となる株式の種類、内
容及び数(株)　※

普通株式 60,000（注)１．８．

新株予約権の行使時の払込金額(円)※ 105（注)２．８．

新株予約権の行使期間　※ 自　2019年６月20日　至　2027年６月19日

新株予約権の行使により株式を発行する
場合の株式の発行価格及び資本組入額
(円)　※

発行価格　　105
資本組入額　 53（注)８．

新株予約権の行使の条件　※ (注)３．４．

新株予約権の譲渡に関する事項　※ (注)５．

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付
に関する事項　※

(注)７．
 

※　当事業年度の末日（2026年３月31日）における内容を記載しております。提出日の前月末現在（2026年５月31

日）において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係

る記載を省略しております。

（注）１．当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき

同じ。）又は株式併合を行う場合（ただし、2017年６月19日開催の臨時株主総会決議による株式分割の場合

を除く。）、次の算式により付与株式数を調整し、調整による１株未満の端数は切り捨てる。
 

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割・併合の比率
 

また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で付与

株式数を調整する。

２．以下の事由が生じた場合（ただし、2017年６月19日開催の臨時株主総会決議による株式分割の場合を除

く。）は、行使価額を調整する。

ⅰ 当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整

による１円未満の端数は切り上げる。
 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率
 

 

ⅱ 当社が時価（ただし、当社普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場される前においては、その時点

における調整前行使価額を時価とみなす。）を下回る価額で、当社普通株式につき新株式の発行又は自

己株式の処分を行う場合（当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付された

ものを含む。）の行使による場合を除く。）、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満

の端数は切り上げる。
 

    既発行
株式数

＋
新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後
行使価額

＝
調整前
行使価額

×
時価

既発行株式数＋新規発行株式数
 

 

上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係

る自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己

株式数」と読み替えるものとする。その他、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場

合、合理的な範囲で行使価額を調整する。

３．新株予約権の行使の条件

ⅰ 新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又

は従業員のいずれかの地位を有することを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正

当な理由があると株主総会（当社が取締役会設置会社となった場合には「取締役会」と読み替える。）

が認めた場合はこの限りではない。

ⅱ 新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者の相続人による権利行使は認めないものとし、当該新

株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。

ⅲ 新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができる。ただし、各新株予約権の１個未

満の行使はできないものとする。
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４．新株予約権の行使可能割合

新株予約権者が当社の役員又は従業員としての地位を有する期間（以下「参画期間」という。）に応じ、

以下の個数に限り、本新株予約権を行使することができる。ただし、１株未満の端数はこれを切り捨て

る。

（１）参画期間が２年未満の場合　　　　　零

（２）参画期間が２年以上４年未満の場合　割当予約権数の２分の１までの個数

（３）参画期間が４年以上の場合　　　　　割当予約権数の全て

　なお、参画期間の起算日は2017年６月29日とする。

５．譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、株主総会（当社が取締役会設置会社となった場合には「取締役

会」と読み替える。）の承認を要する。

６．新株予約権の取得条項

ⅰ 新株予約権者が当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれの地位も

有しなくなった場合、当社は、株主総会（当社が取締役会設置会社となった場合には「取締役会」と読

み替える。）が別途定める日に当該新株予約権者が保有する新株予約権を無償で取得することができ

る。

ⅱ 以下の議案が株主総会で決議された場合（株主総会が不要の場合は、取締役が過半数をもって決定（当

社が取締役会設置会社となった場合には「取締役会で決議」と読み替える。）された場合）、当社は、

株主総会（当社が取締役会設置会社となった場合には「取締役会」と読み替える。）が別途定める日に

新株予約権を無償で取得することができる。

（ⅰ）当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

（ⅱ）当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画承認の議案

（ⅲ）当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案

ⅲ 当社は、株主総会（当社が取締役会設置会社となった場合には「取締役会」と読み替える。）が別途定

める日が到来したときに、新株予約権の全部又は一部を無償で取得することができる。なお、新株予約

権の一部を取得する場合は、株主総会（当社が取締役会設置会社となった場合には「取締役会」と読み

替える。）の決議によってその取得する新株予約権の一部を決定する。

７．組織再編行為時の新株予約権の取扱い

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転

（以上を総称して、以下「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生時点

において残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場

合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）

の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権

は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新

設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

ⅰ 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

ⅱ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

ⅲ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記１．に準じて決定する。

ⅳ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される新株予約権１個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、上記２．で定められる行使

価額を組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後行使価額に上記ⅲに従って決定される

新株予約権１個当たりの目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

ⅴ 新株予約権を行使することができる期間

本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為（注) １．新株予約権の目的である

株式の種類は普通株式とし、新株予約権１個当たりの目的である株式の効力発生日のうちいずれか遅い

日から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

ⅵ 新株予約権の行使の条件

上記３．に準じて決定する。

ⅶ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

本新株予約権に準じて決定する。

ⅷ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。

ⅸ 新株予約権の取得条項

上記６．に準じて決定する。

８．2024年９月17日開催の取締役会決議により、2024年10月15日付けで普通株式１株につき10株の割合とする

株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株）」、

「新株予約権の行使時の払込金額（円）」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）」が調整されております。
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決議年月日 2019年４月26日

付与対象者の区分及び人数 当社従業員１名

新株予約権の数(個)　※ 2,000

新株予約権の目的となる株式の種類、内
容及び数(株)　※

普通株式 20,000（注)１．８．

新株予約権の行使時の払込金額(円)※ 130（注)２．８．

新株予約権の行使期間　※ 自　2021年４月27日　至　2029年３月14日

新株予約権の行使により株式を発行する
場合の株式の発行価格及び資本組入額
(円)　※

発行価格　 130
資本組入額　 65（注)８．

新株予約権の行使の条件　※ (注)３．４．

新株予約権の譲渡に関する事項　※ (注)５．

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付
に関する事項　※

(注)７．
 

※　当事業年度の末日（2026年３月31日）における内容を記載しております。提出日の前月末現在（2026年５月31

日）において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係

る記載を省略しております。

（注）１．当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき

同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整による１株未満の端数は切り

捨てる。
 

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割・併合の比率
 
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で付与

株式数を調整する。

２．以下の事由が生じた場合は、行使価額を調整する。

ⅰ 当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整

による１円未満の端数は切り上げる。
 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率
 

 
ⅱ 当社が時価（ただし、当社普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場される前においては、その時点

における調整前行使価額を時価とみなす。）を下回る価額で、当社普通株式につき新株式の発行又は自

己株式の処分を行う場合(当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたも

のを含む。)の行使による場合を除く。）、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端

数は切り上げる。
 

    既発行
株式数

＋
新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後
行使価額

＝
調整前
行使価額

×
時価

既発行株式数＋新規発行株式数
 

 

上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係

る自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己

株式数」と読み替えるものとする。その他、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場

合、合理的な範囲で行使価額を調整する。

３．新株予約権の行使の条件

ⅰ 新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又

は従業員のいずれかの地位を有することを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正

当な理由があると株主総会(当社が取締役会設置会社となった場合には「取締役会」と読み替える。)が

認めた場合はこの限りではない。

ⅱ 新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者の相続人による権利行使は認めないものとし、当該新

株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。

ⅲ 新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができる。ただし、各新株予約権の１個未

満の行使はできないものとする。

４．新株予約権の行使可能割合

新株予約権者が当社の役員又は従業員としての地位を有する期間（以下「参画期間」という。）に応じ、

以下の個数に限り、本新株予約権を行使することができる。ただし、１株未満の端数はこれを切り捨て

る。
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(1) 参画期間が２年未満の場合　　　　　零

(2) 参画期間が２年以上３年未満の場合　割当予約権数の２分の１までの個数

(3) 参画期間が３年以上の場合　　　　　割当予約権数の全て

なお、参画期間の起算日は2019年４月26日とする。

５．譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、株主総会（当社が取締役会設置会社となった場合には「取締役

会」と読み替える。）の承認を要する。

６．新株予約権の取得条項

ⅰ 新株予約権者が当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれの地位も

有しなくなった場合、当社は、株主総会（当社が取締役会設置会社となった場合には「取締役会」と読

み替える。）が別途定める日に当該新株予約権者が保有する新株予約権を無償で取得することができ

る。

ⅱ 以下の議案が株主総会で決議された場合（株主総会が不要の場合は、取締役が過半数をもって決定(当社

が取締役会設置会社となった場合には「取締役会で決議」と読み替える。）された場合）、当社は、株

主総会（当社が取締役会設置会社となった場合には「取締役会」と読み替える。）が別途定める日に新

株予約権を無償で取得することができる。

(ⅰ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

(ⅱ)当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画承認の議案

(ⅲ)当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案

ⅲ 当社は、株主総会（当社が取締役会設置会社となった場合には「取締役会」と読み替える。）が別途定

める日が到来したときに、新株予約権の全部又は一部を無償で取得することができる。なお、新株予約

権の一部を取得する場合は、株主総会（当社が取締役会設置会社となった場合には「取締役会」と読み

替える。）の決議によってその取得する新株予約権の一部を決定する。

７．組織再編行為時の新株予約権の取扱い

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転

(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生時点に

おいて残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合

につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）の

新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は

消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設

分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

ⅰ 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

ⅱ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

ⅲ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記１．に準じて決定する。

ⅳ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される新株予約権１個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、上記２．で定められる行使

価額を組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後行使価額に上記ⅲに従って決定される

新株予約権１個当たりの目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

ⅴ 新株予約権を行使することができる期間

本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日

から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

ⅵ 新株予約権の行使の条件

上記３．に準じて決定する。

ⅶ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

本新株予約権に準じて決定する。

ⅷ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。

ⅸ 新株予約権の取得条項

上記６．に準じて決定する。

８．2024年９月17日開催の取締役会決議により、2024年10月15日付けで普通株式１株につき10株の割合とする株

式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株）」、「新

株予約権の行使時の払込金額（円）」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及

び資本組入額（円）」が調整されております。
 

第４回新株予約権

決議年月日 2019年７月８日

付与対象者の区分及び人数 当社従業員１名

新株予約権の数(個)　※ 1,770
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新株予約権の目的となる株式の種類、内
容及び数(株)　※

普通株式 17,700（注)１．８．

新株予約権の行使時の払込金額(円)※ 130（注)２．８．

新株予約権の行使期間　※ 自　2021年７月９日　至　2029年３月14日

新株予約権の行使により株式を発行する
場合の株式の発行価格及び資本組入額
(円)　※

発行価格　 130
資本組入額　 65（注)８．

新株予約権の行使の条件　※ (注)３．４．

新株予約権の譲渡に関する事項　※ (注)５．

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付
に関する事項　※

(注)７．
 

※　当事業年度の末日（2026年３月31日）における内容を記載しております。提出日の前月末現在（2026年５月31

日）において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係

る記載を省略しております。

（注）１．当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき

同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整による１株未満の端数は切り

捨てる。
 

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割・併合の比率
 

また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で付与

株式数を調整する。

２．以下の事由が生じた場合は、行使価額を調整する。

ⅰ 当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整

による１円未満の端数は切り上げる。
 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率
 

 

ⅱ 当社が時価（ただし、当社普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場される前においては、その時点

における調整前行使価額を時価とみなす。）を下回る価額で、当社普通株式につき新株式の発行又は自

己株式の処分を行う場合(当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたも

のを含む。)の行使による場合を除く。）、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端

数は切り上げる。
 

    既発行
株式数

＋
新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後
行使価額

＝
調整前
行使価額

×
時価

既発行株式数＋新規発行株式数
 

 

上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係

る自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己

株式数」と読み替えるものとする。その他、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場

合、合理的な範囲で行使価額を調整する。

３．新株予約権の行使の条件

ⅰ 新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又

は従業員のいずれかの地位を有することを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正

当な理由があると取締役会が認めた場合はこの限りではない。

ⅱ 新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者の相続人による権利行使は認めないものとし、当該新

株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。

ⅲ 新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができる。ただし、各新株予約権の１個未

満の行使はできないものとする。

４．新株予約権の行使可能割合

新株予約権者が当社の役員又は従業員としての地位を有する期間（以下「参画期間」という。）に応じ、

以下の個数に限り、本新株予約権を行使することができる。ただし、１株未満の端数はこれを切り捨て

る。

(1) 参画期間が２年未満の場合　　　　　零

(2) 参画期間が２年以上４年未満の場合　割当予約権数の２分の１までの個数

(3) 参画期間が４年以上の場合　　　　　割当予約権数の全て

なお、参画期間の起算日は2019年７月１日とする。

５．譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。

６．新株予約権の取得条項

ⅰ 新株予約権者が当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれの地位も

有しなくなった場合、当社は、取締役会が別途定める日に当該新株予約権者が保有する新株予約権を無

EDINET提出書類

クラシル株式会社(E40236)

有価証券報告書

 33/128



償で取得することができる。

ⅱ 以下の議案が株主総会で決議された場合（株主総会が不要の場合は、取締役会で決議された場合）、当

社は、取締役会が別途定める日に新株予約権を無償で取得することができる。

(ⅰ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

(ⅱ)当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画承認の議案

(ⅲ)当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案

ⅲ 当社は、取締役会が別途定める日が到来したときに、新株予約権の全部又は一部を無償で取得すること

ができる。なお、新株予約権の一部を取得する場合は、取締役会の決議によってその取得する新株予約

権の一部を決定する。

７．組織再編行為時の新株予約権の取扱い

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転

（以上を総称して、以下「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生時点

において残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場

合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）

の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権

は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新

設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

ⅰ 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

ⅱ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

ⅲ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記１．に準じて決定する。

ⅳ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される新株予約権１個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、上記２．で定められる行使

価額を組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後行使価額に上記ⅲに従って決定される

新株予約権１個当たりの目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

ⅴ 新株予約権を行使することができる期間

本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日

から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

ⅵ 新株予約権の行使の条件

上記３．に準じて決定する。

ⅶ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

本新株予約権に準じて決定する。

ⅷ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。

ⅸ 新株予約権の取得条項

上記６．に準じて決定する。

８．2024年９月17日開催の取締役会決議により、2024年10月15日付けで普通株式１株につき10株の割合とする株

式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株）」、「新

株予約権の行使時の払込金額（円）」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及

び資本組入額（円）」が調整されております。
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第５回新株予約権

決議年月日 2020年４月24日

付与対象者の区分及び人数 当社従業員５名

新株予約権の数（個）　※ 1,034

新株予約権の目的となる株式の種類、内
容及び数（株）　※

普通株式 10,340（注）１．８．

新株予約権の行使時の払込金額(円)※ 190（注)２．８．

新株予約権の行使期間　※ 自　2022年４月25日　至　2030年４月24日

新株予約権の行使により株式を発行する
場合の株式の発行価格及び資本組入額
(円)　※

発行価格　　190
資本組入額　 95（注)８．

新株予約権の行使の条件　※ (注)３．４．

新株予約権の譲渡に関する事項　※ (注)５．

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付
に関する事項　※

(注)７．
 

※　当事業年度の末日（2026年３月31日）における内容を記載しております。提出日の前月末現在（2026年５月31

日）において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係

る記載を省略しております。

（注）１．当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき

同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整による１株未満の端数は切り

捨てる。
 

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割・併合の比率
 
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で付与

株式数を調整する。

２．以下の事由が生じた場合は、行使価額を調整する。

ⅰ 当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整

による１円未満の端数は切り上げる。
 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率
 

 
ⅱ 当社が時価（ただし、当社普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場される前においては、その時点

における調整前行使価額を時価とみなす。）を下回る価額で、当社普通株式につき新株式の発行又は自

己株式の処分を行う場合（当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付された

ものを含む。）の行使による場合を除く。）、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満

の端数は切り上げる。
 

    既発行
株式数

＋
新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後
行使価額

＝
調整前
行使価額

×
時価

既発行株式数＋新規発行株式数
 

 
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係

る自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己

株式数」と読み替えるものとする。その他、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場

合、合理的な範囲で行使価額を調整する。

３．新株予約権の行使の条件

ⅰ 新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又

は従業員のいずれかの地位を有することを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正

当な理由があると取締役会が認めた場合はこの限りではない。

ⅱ 新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者の相続人による権利行使は認めないものとし、当該新

株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。

ⅲ 新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができる。ただし、各新株予約権の１個未

満の行使はできないものとする。

４．新株予約権の行使可能割合

新株予約権者が当社の役員又は従業員としての地位を有する期間（以下「参画期間」という。）に応じ、

以下の個数に限り、本新株予約権を行使することができる。ただし、１株未満の端数はこれを切り捨て
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る。

(1) 参画期間が２年未満の場合　　　　　零

(2) 参画期間が２年以上４年未満の場合　割当予約権数の２分の１までの個数

(3) 参画期間が４年以上の場合　　　　　割当予約権数の全て

なお、参画期間の起算日は入社日とする。

５．譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。

６．新株予約権の取得条項

ⅰ 新株予約権者が当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれの地位も

有しなくなった場合、当社は、取締役会が別途定める日に当該新株予約権者が保有する新株予約権を無

償で取得することができる。

ⅱ 以下の議案が株主総会で決議された場合（株主総会が不要の場合は、取締役会で決議された場合）、当

社は、取締役会が別途定める日に新株予約権を無償で取得することができる。

(ⅰ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

(ⅱ)当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画承認の議案

(ⅲ)当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案

ⅲ 当社は、取締役会が別途定める日が到来したときに、新株予約権の全部又は一部を無償で取得すること

ができる。なお、新株予約権の一部を取得する場合は、取締役会の決議によってその取得する新株予約

権の一部を決定する。

７．組織再編行為時の新株予約権の取扱い

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転

(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点に

おいて残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合に

つき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株

予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅

し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割

計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

ⅰ 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

ⅱ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

ⅲ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記１．に準じて決定する。

ⅳ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される新株予約権１個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、上記２．で定められる行使

価額を組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後行使価額に上記ⅲに従って決定される

新株予約権１個当たりの目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

ⅴ 新株予約権を行使することができる期間

本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日

から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

ⅵ 新株予約権の行使の条件

上記３．に準じて決定する。

ⅶ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

本新株予約権に準じて決定する。

ⅷ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。

ⅸ 新株予約権の取得条項

上記６．に準じて決定する。

８．2024年９月17日開催の取締役会決議により、2024年10月15日付けで普通株式１株につき10株の割合とする株

式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株）」、「新

株予約権の行使時の払込金額（円）」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及

び資本組入額（円）」が調整されております。
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第６回新株予約権

決議年月日 2021年10月19日

付与対象者の区分及び人数
当社取締役２名
当社従業員６名

新株予約権の数（個）　※ 7,495

新株予約権の目的となる株式の種類、内
容及び数（株）　※

普通株式 74,950（注）１．８．

新株予約権の行使時の払込金額(円)※ 290（注)２．８．

新株予約権の行使期間　※ 自　2023年10月20日　至　2031年10月19日

新株予約権の行使により株式を発行する
場合の株式の発行価格及び資本組入額
(円)　※

発行価格　　290
資本組入額　145（注)８．

新株予約権の行使の条件　※ (注)３．４．

新株予約権の譲渡に関する事項　※ (注)５．

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付
に関する事項　※

(注)７．
 

※　当事業年度の末日（2026年３月31日）における内容を記載しております。提出日の前月末現在（2026年５月31

日）において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係

る記載を省略しております。

（注）１．当社が当社普通株式につき株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき

同じ。）又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整による１株未満の端数は切り

捨てる。
 

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割・併合の比率
 
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で付与

株式数を調整する。

２．以下の事由が生じた場合は、行使価額を調整する。

ⅰ 当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整

による１円未満の端数は切り上げる。
 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率
 

 
ⅱ 当社が時価(ただし、当社普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場される前においては、その時点に

おける調整前行使価額を時価とみなす。)を下回る価額で、当社普通株式につき新株式の発行又は自己株

式の処分を行う場合(当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを

含む。)の行使による場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は

切り上げる。
 

    既発行
株式数

＋
新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後
行使価額

＝
調整前
行使価額

×
時価

既発行株式数＋新規発行株式数
 

 
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係

る自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己

株式数」と読み替えるものとする。その他、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場

合、合理的な範囲で行使価額を調整する。

３．新株予約権の行使の条件

ⅰ 新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又

は従業員のいずれかの地位を有することを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正

当な理由があると取締役会が認めた場合はこの限りではない。

ⅱ 新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者の相続人による権利行使は認めないものとし、当該新

株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。

ⅲ 新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができる。ただし、各新株予約権の１個未

満の行使はできないものとする。

４．新株予約権の行使可能割合

新株予約権者が当社の役員又は従業員としての地位を有する期間（以下「参画期間」という。）に応じ、

以下の個数に限り、本新株予約権を行使することができる。ただし、１株未満の端数はこれを切り捨て
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る。

(1) 参画期間が２年未満の場合　　　　　零

(2) 参画期間が２年以上３年未満の場合　割当予約権数の２分の１までの個数

(3) 参画期間が３年以上４年未満の場合　割当予約権数の４分の３までの個数

(4) 参画期間が４年以上の場合　　　　　割当予約権数の全て

なお、参画期間の起算日は入社日とする。

５．譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。

６．新株予約権の取得条項

ⅰ 新株予約権者が当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれの地位も

有しなくなった場合、当社は、取締役会が別途定める日に当該新株予約権者が保有する新株予約権を無

償で取得することができる。

ⅱ 以下の議案が株主総会で決議された場合（株主総会が不要の場合は、取締役会で決議された場合）、当

社は、取締役会が別途定める日に新株予約権を無償で取得することができる。

(ⅰ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

(ⅱ)当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画承認の議案

(ⅲ)当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案

ⅲ 当社は、取締役会が別途定める日が到来したときに、新株予約権の全部又は一部を無償で取得すること

ができる。なお、新株予約権の一部を取得する場合は、取締役会の決議によってその取得する新株予約

権の一部を決定する。

７．組織再編行為時の新株予約権の取扱い

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転

（以上を総称して、以下「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生時点

において残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場

合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）

の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権

は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新

設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

ⅰ 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

ⅱ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

ⅲ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記１．に準じて決定する。

ⅳ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される新株予約権１個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、上記２．で定められる行使

価額を組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後行使価額に上記ⅲに従って決定される

新株予約権１個当たりの目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

ⅴ 新株予約権を行使することができる期間

本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日

から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

ⅵ 新株予約権の行使の条件

上記３．に準じて決定する。

ⅶ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

本新株予約権に準じて決定する。

ⅷ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。

ⅸ 新株予約権の取得条項

上記６．に準じて決定する。

８．2024年９月17日開催の取締役会決議により、2024年10月15日付けで普通株式１株につき10株の割合とする株

式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株）」、「新

株予約権の行使時の払込金額（円）」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及

び資本組入額（円）」が調整されております。

 
第７回新株予約権（インセンティブ・プランとしての時価発行新株予約権信託）

　当社は、当社の企業価値増大を図ることを目的に、将来の当社の役職員等に対するインセンティブ・プランとし

て、2022年10月５日開催の臨時株主総会並びに臨時普通株主種類株主総会決議に基づき、同日付でコタエル信託株式

会社を受託者として「時価発行新株予約権信託」（以下「本信託（第７回新株予約権）」といいます。）を設定して

おり、当社は本信託（第７回新株予約権）に対して、会社法に基づき 2022年10月17日に第７回新株予約権を発行して

おります。 本信託（第７回新株予約権）は、当社の役職員等に対して、将来の功績に応じて、コタエル信託株式会社

に付与した第７回新株予約権60,000個（１個あたり１株相当）を分配するものです。 既存の新株予約権を用いたイン
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センティブ・プランと異なり、当社グループの役職員等に対して、将来の功績評価を基に将来時点でインセンティブ

の分配の多寡を決定することを可能とし、より一層個人の努力に報いることができるようにするとともに、将来採用

された当社の役職員等に対しても、新株予約権の分配を可能とするものであります。

　第７回新株予約権の分配を受けた者は、当該第７回新株予約権の発行要領及び取扱いに関する契約の内容に従っ

て、当該新株予約権を行使することができます。 本信託（第７回新株予約権）の概要は以下のとおりであります。

名　称 時価発行新株予約権信託®

委託者 堀江　裕介

受託者 コタエル信託株式会社（注）２

受益者
 
 
 
 

受益候補者の中から、本信託（第７回新株予約権）に係る信託契約の規定
に基づき、当社が受益者として指定した者を受益者とします。
なお、当社は、委託者による信託の趣旨に従って、第７回新株予約権を、
当社の企業価値向上に持続的かつ精力的に貢献する意志と能力を備えた者
に対してその期待度に応じて行う交付する予定であります。

信託契約日（信託期間開始日） 2022年10月７日

信託の種類と新株予約権数 第7回新株予約権 60,000個

交付日
受益者指定権が行使された日（延長可能な期間は第７回新株予約権の権利
行使期限まで）

信託の目的
 
 
 

委託者の出資により受託者に当社の新株予約権を取得させるとともに、当
社を受益者指定権者とすることで、当社の企業価値向上に持続的かつ精力
的に貢献する意思と能力を備えたものに新株予約権を交付することを目的
としております。

 

　受益者への交付に係る概要は以下のとおりであります。

交付者の対象範囲 当社及びその子会社・関連会社における、取締役、監査役及び従業員

交付者選定に係る意思決定プロセス
 

新株予約権交付ガイドラインに基づき、交付者を選定し、既に交付済みで
あります。

交付の開始時期
 

2024年３月29日付で交付済みです。
 

 
第７回新株予約権の概要は以下のとおりであります。

決議年月日 2022年10月６日

付与対象者の区分及び人数 コタエル信託株式会社 (注)２．

新株予約権の数(個)　※ 57,250[48,300]

新株予約権の目的となる株式の種類、内
容及び数(株)　※

普通株式 572,500[483,000]（注)３．10．

新株予約権の行使時の払込金額(円)※ 150 (注)４．10．

新株予約権の行使期間　※ 自　2022年10月17日　至　2032年10月５日　 (注)２．

新株予約権の行使により株式を発行する
場合の株式の発行価格及び資本組入額
(円)　※

発行価格　　154
資本組入額　 77（注)10．

新株予約権の行使の条件　※ (注)５．

新株予約権の譲渡に関する事項　※ (注)６．

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付
に関する事項　※

(注)８．
 

※　当事業年度の末日（2026年３月31日）における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末

現在（2026年５月31日）にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[　]内に記載

しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注) １． 本新株予約権は、新株予約権１個につき32円で有償発行しております。

　　２． 本新株予約権は、コタエル信託株式会社を受託者とする信託に割り当てられ、信託期間満了日において当社

が受益者として当社役職員24名に交付されております。提出日の前月末現在（2026年５月31日）の付与対象

者の区分及び人数は当社取締役１名、当社執行役員５名、当社従業員15名となっております。また、行使期

間は、当社と付与対象者との覚書の定めにより、参画期間起算開始後2年経過日（2026年３月29日）から

2032年10月５日となります。
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     ３． 当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につ

き同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整による１株未満の端数は切

り捨てる。
 

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割・併合の比率
 
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で付与株

式数を調整する。

４．以下の事由が生じた場合は、行使価額を調整する。

ⅰ 当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整

による１円未満の端数は切り上げるものとする。
 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率
 

 
ⅱ 当社が時価(ただし、当社普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場される前においては、その時点に

おける調整前行使価額を時価とみなす。)を下回る価額で、当社普通株式につき新株式の発行又は自己株

式の処分を行う場合(当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを

含む。)の行使による場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は

切り上げる。
 

    既発行
株式数

＋
新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後
行使価額

＝
調整前
行使価額

×
時価

既発行株式数＋新規発行株式数
 

 
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係

る自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株

式数」と読み替えるものとする。その他、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合

理的な範囲で行使価額を調整する。

５．新株予約権の行使の条件（注９による調整後の数字）

① 新株予約権者は、本新株予約権の割当日から行使期間の満了日までにおいて次に掲げる事由のいずれかが

生じた場合には、残存するすべての本新株予約権を行使することができないものとする。

(a) 150円(注：（注）９．記載の株式分割による調整後の額（以下同じ）。ただし、上記４.において定め

られた行使価額同様に適切に調整されるものとする)を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等

が行われたとき（ただし、払込金額が会社法第199条第３項・同第200条第２項に定める「特に有利な金

額である場合」及び普通株式の株価とは異なると認められる価格である場合ならびに当該株式の発行等

が株主割当てによる場合等を除く。）。

(b) 150円（ただし、上記４.において定められた行使価額同様に適切に調整されるものとする）を下回る価

格を行使価額とする新株予約権の発行が行われたとき（ただし、当該行使価額が当該新株予約権の発行

時点における当社普通株式の株価と異なる価格に設定されて発行された場合を除く。）。

(c) 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、上

場日以降、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が150円（ただし、上記４.にお

いて定められた行使価額同様に適切に調整されるものとする）を下回る価格となったとき。

② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員

であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると当社取締役会

が認めた場合は、この限りではない。

③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

④ 新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過すること

となるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

⑤ 各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。

６．新株予約権の行使可能割合

　　　　新株予約権者が当社の役員又は従業員としての地位を有する期間（以下「参画期間」という。）に応じ、

以下の個数に限り、本新株予約権を行使することができる。ただし、１株未満の端数はこれを切り捨てる。

　　　(1) 参画期間が２年未満の場合　零

　　　(2) 参画期間が２年以上３年未満の場合　割当予約権数の２分の１までの個数

　　　(3) 参画期間が３年以上４年未満の場合　割当予約権数の４分の３までの個数

　　　(4) 参画期間が４年以上の場合　割当予約権数の全て

　　　　　なお、参画期間の起算日は2024年３月29日とする。

７．譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。

８．新株予約権の取得条項

(1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、

又は当社が完全子会社となる株式交換契約、株式交付計画もしくは株式移転計画について株主総会の承認

(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定め
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る日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。ただし、当社と契約関係にあ

る信託会社が新株予約権者である場合にはこの限りではない。

(2) 新株予約権者が権利行使をする前に、上記４.に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった

場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、行使ができなくなった当該新株予約権を

無償で取得することができる。ただし、当社と契約関係にある信託会社が新株予約権者である場合にはこ

の限りではない。

９．組織再編行為時の新株予約権の取扱い

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転

（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新

株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社

（以下、「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。た

だし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収

分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

ⅰ 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

ⅱ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

ⅲ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記３.に準じて決定する。

ⅳ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のう

え、上記４.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記ⅲに従って決定される当

該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

ⅴ 新株予約権を行使することができる期間

本新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から本新株予約権

の行使期間の末日までとする。

ⅵ 新株予約権の行使の条件

上記５.に準じて決定する。

ⅶ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

本新株予約権に準じて決定する。

ⅷ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。

ⅸ 新株予約権の取得事由及び条件

上記７.に準じて決定する。

ⅹ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

10．2024年９月17日開催の取締役会決議により、2024年10月15日付けで普通株式１株につき10株の割合とする株

式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株）」、「新

株予約権の行使時の払込金額（円）」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及

び資本組入額（円）」が調整されております。
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第８回新株予約権

決議年月日 2022年10月18日

付与対象者の区分及び人数 当社従業員10名

新株予約権の数(個)　※ 6,650[5,650]

新株予約権の目的となる株式の種類、内
容及び数(株)　※

普通株式 66,500[56,500]（注）１．８．

新株予約権の行使時の払込金額(円)※ 150（注)２．８．

新株予約権の行使期間　※ 自　2024年10月19日　至　2032年10月５日

新株予約権の行使により株式を発行する
場合の株式の発行価格及び資本組入額
(円)　※

発行価格　　150
資本組入額　 75（注)８．

新株予約権の行使の条件　※ (注)３．４．

新株予約権の譲渡に関する事項　※ (注)５．

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付
に関する事項　※

(注)７．
 

※　当事業年度の末日（2026年３月31日）における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末

現在（2026年５月31日）にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[　]内に記載

しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

（注）１．当社が当社普通株式につき株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき

同じ。）又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整による１株未満の端数は切り

捨てる。
 

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割・併合の比率
 

また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で付与

株式数を調整する。

２．以下の事由が生じた場合は、行使価額を調整する。

ⅰ 当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整

による１円未満の端数は切り上げる。
 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率
 

 

ⅱ 当社が時価（ただし、当社普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場される前においては、その時点

における調整前行使価額を時価とみなす。）を下回る価額で、当社普通株式につき新株式の発行又は自

己株式の処分を行う場合(当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたも

のを含む。)の行使による場合を除く。）、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端

数は切り上げる。
 

    既発行
株式数

＋
新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後
行使価額

＝
調整前
行使価額

×
時価

既発行株式数＋新規発行株式数
 

 

上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係

る自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己

株式数」と読み替えるものとする。その他、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場

合、合理的な範囲で行使価額を調整する。

３．新株予約権の行使の条件

ⅰ 新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又

は従業員のいずれかの地位を有することを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正

当な理由があると取締役会が認めた場合はこの限りではない。

ⅱ 新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者の相続人による権利行使は認めないものとし、当該新

株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。

ⅲ 新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができる。ただし、各新株予約権の１個未

満の行使はできないものとする。

４．新株予約権の行使可能割合

新株予約権者が当社の役員又は従業員としての地位を有する期間（以下「参画期間」という。）に応じ、

以下の個数に限り、本新株予約権を行使することができる。ただし、１株未満の端数はこれを切り捨て

る。

(1) 参画期間が２年未満の場合　　　　　零
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(2) 参画期間が２年以上３年未満の場合　割当予約権数の２分の１までの個数

(3) 参画期間が３年以上４年未満の場合　割当予約権数の４分の３までの個数

(4) 参画期間が４年以上の場合　　　　　割当予約権数の全て

なお、参画期間の起算日は2022年10月19日とする。

５．譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。

６．新株予約権の取得条項

ⅰ 新株予約権者が当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれの地位も

有しなくなった場合、当社は、取締役会が別途定める日に当該新株予約権者が保有する新株予約権を無

償で取得することができる。

ⅱ 以下の議案が株主総会で決議された場合（株主総会が不要の場合は、取締役会で決議された場合）、当

社は、取締役会が別途定める日に新株予約権を無償で取得することができる。

(ⅰ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

(ⅱ)当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画承認の議案

(ⅲ)当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案

ⅲ 当社は、取締役会が別途定める日が到来したときに、新株予約権の全部又は一部を無償で取得すること

ができる。なお、新株予約権の一部を取得する場合は、取締役会の決議によってその取得する新株予約

権の一部を決定する。

７．組織再編行為時の新株予約権の取扱い

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転

（以上を総称して、以下「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生時点

において残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場

合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）

の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権

は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新

設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

ⅰ 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

ⅱ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

ⅲ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記１．に準じて決定する。

ⅳ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される新株予約権１個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、上記２．で定められる行使

価額を組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後行使価額に上記ⅲに従って決定される

新株予約権１個当たりの目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

ⅴ 新株予約権を行使することができる期間

本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日

から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

ⅵ 新株予約権の行使の条件

上記３．に準じて決定する。

ⅶ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

本新株予約権に準じて決定する。

ⅷ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。

ⅸ 新株予約権の取得条項

上記６．に準じて決定する。

８．2024年９月17日開催の取締役会決議により、2024年10月15日付けで普通株式１株につき10株の割合とする株

式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株）」、「新

株予約権の行使時の払込金額（円）」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及

び資本組入額（円）」が調整されております。
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第９回新株予約権

決議年月日 2022年10月18日

付与対象者の区分及び人数
当社取締役２名
当社従業員３名

新株予約権の数(個)　※ 138,750[130,000]

新株予約権の目的となる株式の種類、内
容及び数(株)　※

普通株式 1,387,500[1,300,000](注)２．９．

新株予約権の行使時の払込金額(円)※ 150(注)３．９．

新株予約権の行使期間　※ 自　2022年10月19日　至　2032年10月５日

新株予約権の行使により株式を発行する
場合の株式の発行価格及び資本組入額
(円)　※

発行価格　　154
資本組入額　 77(注)９．

新株予約権の行使の条件　※ (注)４．５．

新株予約権の譲渡に関する事項　※ (注)６．

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付
に関する事項　※

(注)８．
 

※　当事業年度の末日（2026年３月31日）における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末

現在（2026年５月31日）にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[　]内に記載

しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注) １．本新株予約権は、新株予約権１個につき32円で有償発行しております。

　　２．当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により

調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予

約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り

捨てるものとする。
 

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割・併合の比率
 
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式交付を行う場合その他これらの

場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行

うことができるものとする。

３．以下の事由が生じた場合は、行使価額を調整する。

ⅰ 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端

数は切り上げる。
 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率
 

 
ⅱ 当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194

条の規定に基づく自己株式の売渡し、新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分又は合

併、会社分割、株式交換及び株式交付による新株の発行及び自己株式の交付の場合を除く。)、次の算式

により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。
 

    既発行
株式数

＋
新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後
行使価額

＝
調整前
行使価額

×
時価

既発行株式数＋新規発行株式数
 

 
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式

にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新

規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換もしくは株式交付を行

う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切

に行使価額の調整を行うことができるものとする。

４．新株予約権の行使の条件

① 新株予約権者は、本新株予約権の割当日から行使期間の満了日までにおいて次に掲げる事由のいずれかが

生じた場合には、残存するすべての本新株予約権を行使することができないものとする。

(a) 150円(注：（注）９．記載の株式分割による調整後の額（以下同じ）。ただし、上記３．において定め

られた行使価額同様に適切に調整されるものとする)を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等

が行われたとき（ただし、払込金額が会社法第199条第３項・同第200条第２項に定める「特に有利な金

額である場合」及び普通株式の株価とは異なると認められる価格である場合ならびに当該株式の発行等
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が株主割当てによる場合等を除く。）。

(b) 150円(ただし、上記３．において定められた行使価額同様に適切に調整されるものとする)を下回る価

格を行使価額とする新株予約権の発行が行われたとき（ただし、当該行使価額が当該新株予約権の発行

時点における当社普通株式の株価と異なる価格に設定されて発行された場合を除く。）。

(c) 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、上

場日以降、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が150円（ただし、上記３．に

おいて定められた行使価額同様に適切に調整されるものとする）を下回る価格となったとき。

② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員

であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると当社取締役会

が認めた場合は、この限りではない。

③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

④ 新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過すること

となるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

⑤ 各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。

５．新株予約権の行使可能割合

ⅰ 新株予約権者が当社の役員又は従業員としての地位を有する期間（以下「参画期間」という。）に応

じ、以下の個数に限り、本新株予約権を行使することができる。ただし、１株未満の端数はこれを切り

捨てる。

(1) 参画期間が２年未満の場合　　　　　零

(2) 参画期間が２年以上３年未満の場合　割当予約権数の２分の１までの個数

(3) 参画期間が３年以上４年未満の場合　割当予約権数の４分の３までの個数

(4) 参画期間が４年以上の場合　　　　　割当予約権数の全て

なお、参画期間の起算日は2022年10月19日とする。

ⅱ 新株予約権者は、本新株予約権が前項に従って行使可能となった場合であっても、当社株式を国内又は

国外の証券取引所に上場することを当社の取締役会で決議する日までは、これを行使しないものとす

る。

６．譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

７．新株予約権の取得条項

ⅰ 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計

画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約、株式交付計画もしくは株式移転計画について株主総会

の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が

別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

ⅱ 新株予約権者が権利行使をする前に、上記３．に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなっ

た場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、行使ができなくなった当該新株予約

権を無償で取得することができる。

８．組織再編行為時の新株予約権の取扱い

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転

（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新

株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社

（以下、「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。た

だし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収

分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

ⅰ 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

ⅱ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

ⅲ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記２．に準じて決定する。

ⅳ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される新株予約権１個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、上記２．で定められる行使

価額を組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後行使価額に上記ⅲに従って決定される

当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

ⅴ 新株予約権を行使することができる期間

本新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から本新株予約権

の行使期間の末日までとする。

ⅵ 新株予約権の行使の条件

上記４．に準じて決定する。

ⅶ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

本新株予約権に準じて決定する。

ⅷ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。

ⅸ 新株予約権の取得条項
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上記７．に準じて決定する。

ⅹ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

９．2024年９月17日開催の取締役会決議により、2024年10月15日付けで普通株式１株につき10株の割合とする株

式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株）」、「新

株予約権の行使時の払込金額（円）」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及

び資本組入額（円）」が調整されております。

 
第10回新株予約権

決議年月日 2023年２月24日

付与対象者の区分及び人数
当社監査役１名
当社従業員６名

新株予約権の数(個)　※ 2,225

新株予約権の目的となる株式の種類、内
容及び数(株)　※

普通株式 22,250（注)２．８．

新株予約権の行使時の払込金額(円)※ 260（注)３．８．

新株予約権の行使期間　※ 自　2025年２月28日　至　2033年２月24日

新株予約権の行使により株式を発行する
場合の株式の発行価格及び資本組入額
(円)　※

発行価格　　260
資本組入額　130（注)８．

新株予約権の行使の条件　※ (注)４．５．

新株予約権の譲渡に関する事項　※ (注)６．

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付
に関する事項　※

(注)７．
 

※　当事業年度の末日（2026年３月31日）における内容を記載しております。提出日の前月末現在（2026年５月31

日）において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係

る記載を省略しております。

（注）１．当社が当社普通株式につき株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき

同じ。）又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整による１株未満の端数は切り

捨てる。
 

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割・併合の比率
 
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で付与

株式数を調整する。

２．以下の事由が生じた場合は、行使価額を調整する。

ⅰ 当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整

による１円未満の端数は切り上げる。
 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率
 

 
ⅱ 当社が時価（ただし、当社普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場される前においては、その時点

における調整前行使価額を時価とみなす。）を下回る価額で、当社普通株式につき新株式の発行又は自

己株式の処分を行う場合（当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付された

ものを含む。）の行使による場合を除く。）、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満

の端数は切り上げる。
 

    既発行
株式数

＋
新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後
行使価額

＝
調整前
行使価額

×
時価

既発行株式数＋新規発行株式数
 

 
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係

る自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己

株式数」と読み替えるものとする。その他、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場

合、合理的な範囲で行使価額を調整する。

３．新株予約権の行使の条件

ⅰ 新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又

は従業員のいずれかの地位を有することを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正

当な理由があると取締役会が認めた場合はこの限りではない。
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ⅱ 新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者の相続人による権利行使は認めないものとし、当該新

株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。

ⅲ 新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができる。ただし、各新株予約権の１個未

満の行使はできないものとする。

４．新株予約権の行使可能割合

新株予約権者が当社の役員又は従業員としての地位を有する期間（以下「参画期間」という。）に応じ、

以下の個数に限り、本新株予約権を行使することができる。ただし、１株未満の端数はこれを切り捨て

る。

(1) 参画期間が２年未満の場合　　　　　零

(2) 参画期間が２年以上３年未満の場合　割当予約権数の２分の１までの個数

(3) 参画期間が３年以上４年未満の場合　割当予約権数の４分の３までの個数

(4) 参画期間が４年以上の場合　　　　　割当予約権数の全て

なお、参画期間の起算日は2023年２月28日とする。

５．譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。

６．新株予約権の取得条項

ⅰ 新株予約権者が当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれの地位も

有しなくなった場合、当社は、取締役会が別途定める日に当該新株予約権者が保有する新株予約権を無

償で取得することができる。

ⅱ 以下の議案が株主総会で決議された場合（株主総会が不要の場合は、取締役会で決議された場合）、当

社は、取締役会が別途定める日に新株予約権を無償で取得することができる。

(ⅰ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

(ⅱ)当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画承認の議案

(ⅲ)当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案

ⅲ 当社は、取締役会が別途定める日が到来したときに、新株予約権の全部又は一部を無償で取得すること

ができる。なお、新株予約権の一部を取得する場合は、取締役会の決議によってその取得する新株予約

権の一部を決定する。

７．組織再編行為時の新株予約権の取扱い

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転

（以上を総称して、以下「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生時点

において残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場

合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）

の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権

は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新

設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

ⅰ 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

ⅱ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

ⅲ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記１．に準じて決定する。

ⅳ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される新株予約権１個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、上記２．で定められる行使

価額を組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後行使価額に上記ⅲに従って決定される

新株予約権１個当たりの目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

ⅴ 新株予約権を行使することができる期間

本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日

から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

ⅵ 新株予約権の行使の条件

上記３．に準じて決定する。

ⅶ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

本新株予約権に準じて決定する。

ⅷ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。

ⅸ 新株予約権の取得条項

上記６．に準じて決定する。

８．2024年９月17日開催の取締役会決議により、2024年10月15日付けで普通株式１株につき10株の割合とする株

式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株）」、「新

株予約権の行使時の払込金額（円）」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及

び資本組入額（円）」が調整されております。

 
第11回新株予約権
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決議年月日 2023年６月27日

付与対象者の区分及び人数 当社従業員１名　

新株予約権の数（個）　※  3,000

新株予約権の目的となる株式の種
類、内容及び数（株）　※

普通株式 30,000（注）１．８．

新株予約権の行使時の払込金額
（円）※

265（注)２．８．

新株予約権の行使期間　※ 自　2025年６月28日　至　2033年６月27日

新株予約権の行使により株式を発行
する場合の株式の発行価格及び資本
組入額（円）　※

発行価格　　265
資本組入額　133（注）８．

新株予約権の行使の条件　※ （注）３．４．

新株予約権の譲渡に関する事項　※ （注）５．

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項　※

（注）７．
 

※　当事業年度の末日（2026年３月31日）における内容を記載しております。提出日の前月末現在（2026年５月31

日）において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係

る記載を省略しております。

（注）１．当社が当社普通株式につき株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき

同じ。）又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整による１株未満の端数は切り

捨てる。

 
　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割・併合の比率

 
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で付与

株式数を調整する。

２．以下の事由が生じた場合は、行使価額を調整する。

ⅰ 当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整

による１円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率
 

 
ⅱ 当社が時価（ただし、当社普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場される前においては、その時点

における調整前行使価額を時価とみなす。）を下回る価額で、当社普通株式につき新株式の発行又は自

己株式の処分を行う場合（当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付された

ものを含む。）の行使による場合を除く。）、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満

の端数は切り上げる。

 
    既発行

株式数
＋
新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後
行使価額

＝
調整前
行使価額

×
時価

既発行株式数＋新規発行株式数
 

 
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係

る自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己

株式数」と読み替えるものとする。その他、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場

合、合理的な範囲で行使価額を調整する。

３．新株予約権の行使の条件

ⅰ 新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又

は従業員のいずれかの地位を有することを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正

当な理由があると取締役会が認めた場合はこの限りではない。

ⅱ 新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者の相続人による権利行使は認めないものとし、当該新

株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。

ⅲ 新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができる。ただし、各新株予約権の１個未

満の行使はできないものとする。

４．新株予約権の行使可能割合

新株予約権者が当社の役員又は従業員としての地位を有する期間（以下「参画期間」という。）に応じ、

以下の個数に限り、本新株予約権を行使することができる。ただし、１株未満の端数はこれを切り捨て

る。

EDINET提出書類

クラシル株式会社(E40236)

有価証券報告書

 48/128



（１）参画期間が２年未満の場合　　　　　零

（２）参画期間が２年以上３年未満の場合　割当予約権数の２分の１までの個数

（３）参画期間が３年以上４年未満の場合　割当予約権数の４分の３までの個数

（４）参画期間が４年以上の場合　　　　　割当予約権数の全て

　なお、参画期間の起算日は2023年６月30日とする。

５．譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。

６．新株予約権の取得条項

ⅰ 新株予約権者が当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれの地位も

有しなくなった場合、当社は、取締役会が別途定める日に当該新株予約権者が保有する新株予約権を無

償で取得することができる。

ⅱ 以下の議案が株主総会で決議された場合（株主総会が不要の場合は、取締役会で決議された場合）、当

社は、取締役会が別途定める日に新株予約権を無償で取得することができる。

（ⅰ）当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

（ⅱ）当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画承認の議案

（ⅲ）当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案

ⅲ 当社は、取締役会が別途定める日が到来したときに、新株予約権の全部又は一部を無償で取得すること

ができる。なお、新株予約権の一部を取得する場合は、取締役会の決議によってその取得する新株予約

権の一部を決定する。

７．組織再編行為時の新株予約権の取扱い

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転

（以上を総称して、以下「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生時点

において残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場

合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）

の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権

は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新

設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

ⅰ 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

ⅱ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

ⅲ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記１．に準じて決定する。

ⅳ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される新株予約権１個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、上記２．で定められる行使

価額を組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後行使価額に上記ⅲに従って決定される

新株予約権１個当たりの目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

ⅴ 新株予約権を行使することができる期間本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編

行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日まで

とする。

ⅵ 新株予約権の行使の条件

上記３．に準じて決定する。

ⅶ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

本新株予約権に準じて決定する。

ⅷ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。

ⅸ 新株予約権の取得条項

上記６．に準じて決定する。

８．2024年９月17日開催の取締役会決議により、2024年10月15日付けで普通株式１株につき10株の割合とする株

式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株）」、「新

株予約権の行使時の払込金額（円）」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及

び資本組入額（円）」が調整されております。

 

第13回新株予約権

決議年月日 2024年１月26日

付与対象者の区分及び人数 当社従業員１名　

新株予約権の数（個）　※  6,000

新株予約権の目的となる株式の種
類、内容及び数（株）　※

普通株式 60,000（注）１．８．
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新株予約権の行使時の払込金額
（円）※

250 (注）２．８．

新株予約権の行使期間　※ 自　2026年１月27日　至　2034年１月26日

新株予約権の行使により株式を発行
する場合の株式の発行価格及び資本
組入額（円）　※

発行価格　　250　
資本組入額　125（注）８．

新株予約権の行使の条件　※ （注）３．４．

新株予約権の譲渡に関する事項　※ （注）５．

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項　※

（注）７．
 

※　当事業年度の末日（2026年３月31日）における内容を記載しております。提出日の前月末現在（2026年５月31

日）において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係

る記載を省略しております。

（注）１．当社が当社普通株式につき株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき

同じ。）又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整による１株未満の端数は切り

捨てる。

 
調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割・併合の比率

 
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で付与

株式数を調整する。

２．以下の事由が生じた場合は、行使価額を調整する。

ⅰ 当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整

による１円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率
 

 
ⅱ 当社が時価（ただし、当社普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場される前においては、その時点

における調整前行使価額を時価とみなす。）を下回る価額で、当社普通株式につき新株式の発行又は自

己株式の処分を行う場合（当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付された

ものを含む。）の行使による場合を除く。）、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満

の端数は切り上げる。

 
    既発行

株式数
＋
新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後
行使価額

＝
調整前
行使価額

×
時価

既発行株式数＋新規発行株式数
 

 
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係

る自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己

株式数」と読み替えるものとする。その他、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場

合、合理的な範囲で行使価額を調整する。

３．新株予約権の行使の条件

ⅰ 新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又

は従業員のいずれかの地位を有することを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正

当な理由があると取締役会が認めた場合はこの限りではない。

ⅱ 新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者の相続人による権利行使は認めないものとし、当該新

株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。

ⅲ 新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができる。ただし、各新株予約権の１個未

満の行使はできないものとする。

４．新株予約権の行使可能割合

新株予約権者が当社の役員又は従業員としての地位を有する期間（以下「参画期間」という。）に応じ、

以下の個数に限り、本新株予約権を行使することができる。ただし、１株未満の端数はこれを切り捨て

る。

（１）参画期間が２年未満の場合　　　　　零

（２）参画期間が２年以上３年未満の場合　割当予約権数の２分の１までの個数

（３）参画期間が３年以上４年未満の場合　割当予約権数の４分の３までの個数

（４）参画期間が４年以上の場合　　　　　割当予約権数の全て

　なお、参画期間の起算日は2024年１月31日とする。

５．譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。
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６．新株予約権の取得条項

ⅰ 新株予約権者が当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれの地位も

有しなくなった場合、当社は、取締役会が別途定める日に当該新株予約権者が保有する新株予約権を無

償で取得することができる。

ⅱ 以下の議案が株主総会で決議された場合（株主総会が不要の場合は、取締役会で決議された場合）、当

社は、取締役会が別途定める日に新株予約権を無償で取得することができる。

（ⅰ）当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

（ⅱ）当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画承認の議案

（ⅲ）当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案

ⅲ 当社は、取締役会が別途定める日が到来したときに、新株予約権の全部又は一部を無償で取得すること

ができる。なお、新株予約権の一部を取得する場合は、取締役会の決議によってその取得する新株予約

権の一部を決定する。

７．組織再編行為時の新株予約権の取扱い

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転

（以上を総称して、以下「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生時点

において残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場

合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）

の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権

は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新

設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

ⅰ 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

ⅱ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

ⅲ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記１．に準じて決定する。

ⅳ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される新株予約権１個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、上記２．で定められる行使

価額を組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後行使価額に上記ⅲに従って決定される

新株予約権１個当たりの目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

ⅴ 新株予約権を行使することができる期間

本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日

から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

ⅵ 新株予約権の行使の条件

上記３．に準じて決定する。

ⅶ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

本新株予約権に準じて決定する。

ⅷ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。

ⅸ 新株予約権の取得条項

上記６．に準じて決定する。

　　　８．  2024年９月17日開催の取締役会決議により、2024年10月15日付けで普通株式１株につき10株の割合とす

る株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数

（株）」、「新株予約権の行使時の払込金額（円）」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額（円）」が調整されております。
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第14回新株予約権

決議年月日 2024年３月19日

付与対象者の区分及び人数 当社従業員１名　

新株予約権の数（個）　※  900

新株予約権の目的となる株式の種
類、内容及び数（株）　※

普通株式 9,000（注）１．８．

新株予約権の行使時の払込金額
（円）※

250 (注)２．８．

新株予約権の行使期間　※ 自　2026年３月20日　至　2034年３月19日

新株予約権の行使により株式を発行
する場合の株式の発行価格及び資本
組入額（円）　※

発行価格　　250　
資本組入額　125　（注）８．

新株予約権の行使の条件　※ （注）３．４．

新株予約権の譲渡に関する事項　※ （注）５．

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項　※

（注）７．
 

※　当事業年度の末日（2026年３月31日）における内容を記載しております。提出日の前月末現在（2026年５月31

日）において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係

る記載を省略しております。

（注）１．当社が当社普通株式につき株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき

同じ。）又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整による１株未満の端数は切り

捨てる。

 
調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割・併合の比率

 
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で付与

株式数を調整する。

２．以下の事由が生じた場合は、行使価額を調整する。

ⅰ 当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整

による１円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率
 

 
ⅱ 当社が時価（ただし、当社普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場される前においては、その時点

における調整前行使価額を時価とみなす。）を下回る価額で、当社普通株式につき新株式の発行又は自

己株式の処分を行う場合（当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付された

ものを含む。）の行使による場合を除く。）、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満

の端数は切り上げる。

 
    既発行

株式数
＋
新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後
行使価額

＝
調整前
行使価額

×
時価

既発行株式数＋新規発行株式数
 

 
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係

る自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己

株式数」と読み替えるものとする。その他、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場

合、合理的な範囲で行使価額を調整する。

３．新株予約権の行使の条件

ⅰ 新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又

は従業員又は社外協力者のいずれかの地位を有しなくなった日から起算して90日が経過していないこと

を要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合

又は新株予約権の行使を認める特段の事情があると判断した場合は、この限りではない。

ⅱ 新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者の相続人による権利行使は認めないものとし、当該新

株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。

ⅲ 新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができる。ただし、各新株予約権の１個未

満の行使はできないものとする。

４．新株予約権の行使可能割合
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新株予約権者が当社の役員又は従業員としての地位を有する期間（以下「参画期間」という。）に応じ、

以下の個数に限り、本新株予約権を行使することができる。ただし、１株未満の端数はこれを切り捨て

る。

　　　　　　（１）参画期間が２年未満の場合　　　　　零

　　　　　　（２）参画期間が２年以上３年未満の場合　割当予約権数の２分の１までの個数

　　　　　　（３）参画期間が３年以上４年未満の場合　割当予約権数の４分の３までの個数

　　　　　　（４）参画期間が４年以上の場合　　　　　割当予約権数の全て

　　　　　　　なお、参画期間の起算日は2024年３月29日とする。

５．譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。

６．新株予約権の取得条項

ⅰ 新株予約権者が当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれの地位も

有しなくなった場合、当社は、取締役会が別途定める日に当該新株予約権者が保有する新株予約権を無

償で取得することができる。

ⅱ 以下の議案が株主総会で決議された場合（株主総会が不要の場合は、取締役会で決議された場合）、当

社は、取締役会が別途定める日に新株予約権を無償で取得することができる。

（ⅰ）当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

（ⅱ）当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画承認の議案

（ⅲ）当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案

ⅲ 当社は、取締役会が別途定める日が到来したときに、新株予約権の全部又は一部を無償で取得すること

ができる。なお、新株予約権の一部を取得する場合は、取締役会の決議によってその取得する新株予約

権の一部を決定する。

７．組織再編行為時の新株予約権の取扱い

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転

（以上を総称して、以下「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生時点

において残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場

合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）

の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権

は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新

設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

ⅰ 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

ⅱ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

ⅲ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記１．に準じて決定する。

ⅳ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される新株予約権１個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、上記２．で定められる行使

価額を組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後行使価額に上記ⅲに従って決定される

新株予約権１個当たりの目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

ⅴ 新株予約権を行使することができる期間

本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日

から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

ⅵ 新株予約権の行使の条件

上記３．に準じて決定する。

ⅶ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

本新株予約権に準じて決定する。

ⅷ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。

ⅸ 新株予約権の取得条項

上記６．に準じて決定する。

　　　８．  2024年９月17日開催の取締役会決議により、2024年10月15日付けで普通株式１株につき10株の割合とす

る株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数

（株）」、「新株予約権の行使時の払込金額（円）」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額（円）」が調整されております。
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第15回新株予約権

決議年月日 2024年７月16日

付与対象者の区分及び人数 当社従業員18名　

新株予約権の数（個）　※ 13,000

新株予約権の目的となる株式の種
類、内容及び数（株）　※

普通株式130,000（注）１．８．

新株予約権の行使時の払込金額
（円）※

350 (注)２．８．

新株予約権の行使期間　※ 自　2026年７月17日　至　2034年６月28日

新株予約権の行使により株式を発行
する場合の株式の発行価格及び資本
組入額（円）　※

発行価格　　350
資本組入額　175（注）８．

新株予約権の行使の条件　※ （注）３．４．

新株予約権の譲渡に関する事項　※ （注）５．

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項　※

（注）７．
 

※　当事業年度の末日（2026年３月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在（2026年５月31日）

において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記

載を省略しております。

（注）１．当社が当社普通株式につき株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき

同じ。）又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整による１株未満の端数は切り

捨てる。

 
調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割・併合の比率

 
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で付与

株式数を調整する。

２．以下の事由が生じた場合は、行使価額を調整する。

ⅰ 当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整

による１円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率
 

 
ⅱ 当社が時価（ただし、当社普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場される前においては、その時点

における調整前行使価額を時価とみなす。）を下回る価額で、当社普通株式につき新株式の発行又は自

己株式の処分を行う場合（当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付された

ものを含む。）の行使による場合を除く。）、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満

の端数は切り上げる。

 
    既発行

株式数
＋
新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後
行使価額

＝
調整前
行使価額

×
時価

既発行株式数＋新規発行株式数
 

 
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係

る自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己

株式数」と読み替えるものとする。その他、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場

合、合理的な範囲で行使価額を調整する。

３．新株予約権の行使の条件

ⅰ 新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又

は従業員又は社外協力者のいずれかの地位を有しなくなった日から起算して90日が経過していないこと

を要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合

又は新株予約権の行使を認める特段の事情があると判断した場合は、この限りではない。

ⅱ 新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者の相続人による権利行使は認めないものとし、当該新

株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。

ⅲ 新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができる。ただし、各新株予約権の１個未

満の行使はできないものとする。

４．新株予約権の行使可能割合
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新株予約権者が当社の役員又は従業員としての地位を有する期間（以下「参画期間」という。）に応じ、

以下の個数に限り、本新株予約権を行使することができる。ただし、１株未満の端数はこれを切り捨て

る。

　　　　　　（１）参画期間が２年未満の場合　　　　　零

　　　　　　（２）参画期間が２年以上３年未満の場合　割当予約権数の２分の１までの個数

　　　　　　（３）参画期間が３年以上４年未満の場合　割当予約権数の４分の３までの個数

　　　　　　（４）参画期間が４年以上の場合　　　　　割当予約権数の全て

　　　　　　　なお、参画期間の起算日は2024年３月29日とする。

５．譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。

６．新株予約権の取得条項

ⅰ 新株予約権者が当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれの地位も

有しなくなった場合、当社は、取締役会が別途定める日に当該新株予約権者が保有する新株予約権を無

償で取得することができる。

ⅱ 以下の議案が株主総会で決議された場合（株主総会が不要の場合は、取締役会で決議された場合）、当

社は、取締役会が別途定める日に新株予約権を無償で取得することができる。

（ⅰ）当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

（ⅱ）当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画承認の議案

（ⅲ）当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案

ⅲ 当社は、取締役会が別途定める日が到来したときに、新株予約権の全部又は一部を無償で取得すること

ができる。なお、新株予約権の一部を取得する場合は、取締役会の決議によってその取得する新株予約

権の一部を決定する。

７．組織再編行為時の新株予約権の取扱い

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転

（以上を総称して、以下「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生時点

において残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場

合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）

の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権

は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新

設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

ⅰ 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

ⅱ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

ⅲ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記１．に準じて決定する。

ⅳ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される新株予約権１個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、上記２．で定められる行使

価額を組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後行使価額に上記ⅲに従って決定される

新株予約権１個当たりの目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

ⅴ 新株予約権を行使することができる期間

本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日

から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

ⅵ 新株予約権の行使の条件

上記３．に準じて決定する。

ⅶ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

本新株予約権に準じて決定する。

ⅷ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。

ⅸ 新株予約権の取得条項

上記６．に準じて決定する。
８．2024年９月17日開催の取締役会決議により、2024年10月15日付けで普通株式１株につき10株の割　合とす
る株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
（株）」、「新株予約権の行使時の払込金額（円）」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額（円）」が調整されております。
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② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

③ 【その他の新株予約権等の状況】

第12回新株予約権

決議年月日 2023年６月27日

付与対象者の区分及び人数 社外協力者１名　

新株予約権の数（個）　※ 　300

新株予約権の目的となる株式の種
類、内容及び数（株）　※

普通株式 3,000（注）１．８．

新株予約権の行使時の払込金額
（円）※

265(注)２．８．

新株予約権の行使期間　※ 自　2023年６月30日　至　2033年6月27日

新株予約権の行使により株式を発行
する場合の株式の発行価格及び資本
組入額（円）　※

発行価格　　265　
資本組入額　133　（注）８．

新株予約権の行使の条件　※ （注）３．４．

新株予約権の譲渡に関する事項　※ （注）５．

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項　※

（注）７．
 

※　当事業年度の末日（2026年３月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在（2026年５月31

日）において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係

る記載を省略しております。

（注) １．当社が当社普通株式につき株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につ

き同じ。）又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整による１株未満の端数は切

り捨てる。

 
調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割・併合の比率

 
　　　　 　また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で付与

株式数を調整する。

２．以下の事由が生じた場合は、行使価額を調整する。

　ⅰ　当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整

による１円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率
 

 
ⅱ　当社が時価（ただし、当社普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場される前においては、その時点

における調整前行使価額を時価とみなす。）を下回る価額で、当社普通株式につき新株式の発行又は

自己株式の処分を行う場合（当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付さ

れたものを含む。）の行使による場合を除く。）、次の算式により行使価額を調整し、調整による１

円未満の端数は切り上げる。

 
    既発行

株式数
＋
新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後
行使価額

＝
調整前
行使価額

×
時価

既発行株式数＋新規発行株式数
 

 
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係

る自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株

式数」と読み替えるものとする。その他、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合

理的な範囲で行使価額を調整する。

３．新株予約権の行使の条件

ⅰ 新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又

は従業員又は社外協力者のいずれかの地位を有しなくなった日から起算して90日が経過していないこと

を要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合

又は新株予約権の行使を認める特段の事情があると判断した場合は、この限りではない。
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ⅱ 新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者の相続人による権利行使は認めないものとし、当該新

株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。

ⅲ 新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができる。ただし、各新株予約権の１個未

満の行使はできないものとする。

４．新株予約権の行使可能割合

　　　新株予約権者が当社の役員又は従業員としての地位を有する期間（以下「参画期間」という。）に応

じ、以下の個数に限り、本新株予約権を行使することができる。ただし、１株未満の端数はこれを切り捨

てる。

（１）参画期間が１か月未満の場合　　　　　零

（２）参画期間が１ヶ月以上２年未満の場合　割当予約権数の24分の１までに参画期間の経過月数を乗

じたまでの個数

（３）参画期間が２年以上の場合　　　　　　割当予約権数の全て

　なお、参画期間の起算日は2023年４月16日とする。

５．譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。

６．新株予約権の取得条項

ⅰ 新株予約権者が当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれの地位も

有しなくなった場合、当社は、取締役会が別途定める日に当該新株予約権者が保有する新株予約権を無

償で取得することができる。

ⅱ 以下の議案が株主総会で決議された場合（株主総会が不要の場合は、取締役会で決議された場合）、当

社は、取締役会が別途定める日に新株予約権を無償で取得することができる。

（ⅰ）当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

（ⅱ）当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画承認の議案

（ⅲ）当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案

ⅲ 当社は、取締役会が別途定める日が到来したときに、新株予約権の全部又は一部を無償で取得すること

ができる。なお、新株予約権の一部を取得する場合は、取締役会の決議によってその取得する新株予約

権の一部を決定する。

７．組織再編行為時の新株予約権の取扱い

　当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移

転（以上を総称して、以下「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生時

点において残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの

場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」とい

う。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株

予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契

約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

ⅰ 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

ⅱ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

ⅲ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記１．に準じて決定する。

ⅳ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される新株予約権１個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、上記２．で定められる行使

価額を組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後行使価額に上記ⅲに従って決定される

新株予約権１個当たりの目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

ⅴ 新株予約権を行使することができる期間

本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日

から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

ⅵ 新株予約権の行使の条件

上記３．に準じて決定する。

ⅶ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

本新株予約権に準じて決定する。

ⅷ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。

ⅸ 新株予約権の取得条項

上記６．に準じて決定する。

　　　８．  2024年９月17日開催の取締役会決議により、2024年10月15日付けで普通株式１株につき10株の割合とす

る株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数

（株）」、「新株予約権の行使時の払込金額（円）」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額（円）」が調整されております。
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(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金
増減額
(千円)

資本金
残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2024年８月16日
（注）１

普通株式
2,817,300

Ａ種優先株式
△500,000

Ｂ種優先株式
△476,200

Ｃ種優先株式
△1,002,600
Ｄ種優先株式
△838,500

普通株式
4,131,300

- 100,000 - -

2024年10月15日
（注）２

普通株式
37,181,700

普通株式
41,313,000

- 100,000 - -

2025年３月31日
（注）３

普通株式
3,100

普通株式
41,316,100

449 100,449 449 449

2026年３月31日
（注）３

普通株式
1,302,460

普通株式
42,618,560

90,390 190,840 90,390 90,840
 

(注)１．2024年７月16日開催の臨時取締役会において、Ａ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式及びD種優先株

式のすべてにつき、定款に定める取得条項に基づき取得することを決議し、2024年８月16日付で自己株式と

して取得し、対価としてＡ種優先株主、Ｂ種優先株主、Ｃ種優先株主及びD種優先株主にＡ種優先株式、Ｂ種

優先株式、Ｃ種優先株式及びD種優先株式１株につき普通株式１株をそれぞれ交付しております。また、同日

付ですべてのＡ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式及びD種優先株式は、会社法第178条の規定に基づ

き、消却しております。

２．株式分割(１：10）によるものであります。

３．新株予約権の行使によるものであります。

４．2026年４月１日から2026年５月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済み株式総数が187,000株、

資本金及び資本準備金がそれぞれ14,308千円増加しております。

 
(5) 【所有者別状況】

       　2026年３月31日現在

区分

株式の状況(１単元の株式数100株)

単元未満
株式の状
況

政府
及び
地方
公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人
その他

計

個人以外 個人

株主数
(人)

- 4 23 51 49 38 6,738 6,903 -

所有株式数
(単元)

- 40,000 13,502 167,555 16,322 117 188,618 426,114 7,160

所有株式数
の割合(％)

- 9.387 3.168 39.321 3.830 0.027 44.264 100 -
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(6)【大株主の状況】

2026年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

LINEヤフー株式会社 東京都千代田区紀尾井町１番３号 16,664,800 39.102

堀江裕介 東京都港区 7,268,600 17.055

YJ2号投資事業組合 東京都千代田区紀尾井町１番３号 6,584,000 15.448

株式会社日本カストディ銀行
（信託口）

東京都中央区晴海１丁目８ー１２ 2,430,600 5.703

鈴木 祐人 東京都港区 962,300 2.257

野村信託銀行株式会社（信託
口）

東京都千代田区大手町２丁目２ー２ 842,200 1.976

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社（信託口）

東京都港区赤坂１丁目８ー１赤坂インターシ
ティAIR

726,400 1.704

株式会社SBI証券 東京都港区六本木１丁目６番１号 647,733 1.519

Kepple Liquidity1号投資事業有
限責任組合

東京都港区虎ノ門５丁目９番１号 620,000 1.454

CACEIS BANK
（常任代理人）香港上海銀行東
京支店　セキュリティーズ・
サービシズ・オペレーション部
長
角田　武士

８９－９１ ＲＵＥ ＧＡＢＲＩＥＬ ＰＥＲ
Ｉ ９２１２０ ＭＯＮＴＲＯＵＧＥ， ＦＲ
ＡＮＣＥ
（常任代理人）東京都中央区日本橋３ー１
１ー１

262,100 0.614

計 ― 37,008,733 86.837
 

 

(注)　前事業年度末当時主要株主であったKIA FUND F149、BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG（FE-AC）は、当事

業年度末では主要株主ではなくなり、鈴木 祐人、CACEIS BANKが新たに主要株主となりました。

 
(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2026年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式
(自己株式等)

― ― ―

議決権制限株式
(その他)

― ― ―

完全議決権株式
(自己株式等)

― ― ―

完全議決権株式
(その他)

普通株
式　　　　　　　　　　

42,611,400
426,114

権利内容に何ら限定のない当社における
標準となる株式であります。
なお、単元株式数は100株であります。

単元未満株式
普通株式

7,160
― ―

発行済株式総数 42,618,560 ― ―

総株主の議決権 ― 426,114 ―
 

 
② 【自己株式等】

該当事項はありません。
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２ 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】

該当事項はありません。

 

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 
(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

該当事項はありません。

 
(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

該当事項はありません。

 
３ 【配当政策】

当社は、中長期的かつ持続的な企業価値の向上を目指しており、そのためには、将来の成長を見据えたサービスへ

の先行投資や設備投資、資本業務提携を積極的に行うことが重要であると認識しております。現時点では、事業の拡

大と効率化のために投資し、企業価値の増大を優先すべきだと考えております。当事業年度においては、上記の理由

から配当を実施しませんでした。

事業を通じて得た利益準備金・利益剰余金については、既存事業におけるマーケティング等の実施、新規事業等に

おけるプロダクト開発の促進と人員の拡充・育成、積極的なM＆Aをはじめとした収益基盤の多様化や収益力強化によ

る非連続的な企業成長のための投資に活用する方針であります。将来的には、各期の経営成績及び財政状態を勘案し

ながら株主に対する利益還元を検討していく方針ですが、現時点において配当実施の可能性及び実施時期等について

は未定であります。

なお、当社は、剰余金の配当等会社法第459条第１項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除

き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。また、当社は会社法第454条第５

項に規定する中間配当を、９月30日を基準日として取締役会の決議によって行うことができる旨を定款で定めており

ます。

 
４ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、事業環境が刻一刻と変化するIT業界において、企業価値の持続的な増大を図るには、コーポレート・ガ

バナンスが有効に機能することが必要不可欠であり、社外取締役による牽制、三様監査による効率的かつ効果的な

監査の徹底等を通じて、経営の監視・監督機能を強化することが重要であると認識しております。

そこで、当社は、株主の皆様を含むすべてのステークホルダーを尊重し、長期的な思考で適切な意思決定及び業

務執行を可能とする社内体制の構築、コーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでまいります。

なお、当社親会社及びそのグループ企業は当社と取引がありますが、当該取引の条件は各企業との個別協議によ

り取り決められております。支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針として、親

会社の企業グループとの取引条件等について他の資本関係のない会社と取引をする場合と同様に、契約条件や市場

価格を見ながら合理的に決定することとしております。
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② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

当社は、2026年６月23日開催の定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更

が決議されたことにより、同日をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。監査等

委員会設置会社への移行により、取締役会の監督機能の一層の強化及び意思決定の迅速化を図っております。

 
ａ．企業統治体制の概要

当社における本報告書提出時点のコーポレート・ガバナンス体制は次のとおりであります。

 

 

(a) 取締役会・役員体制

当社の取締役会は取締役７名（うち社外取締役４名）で構成され、取締役会規程に基づき、経営上の最高意

思決定機関として法令及び定款に定められた事項並びに経営上の重要な意思決定を行うとともに、取締役の職

務執行の監督を行っております。

当社では、原則月１回の取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しており、定められた職務権限

に基づいた意思決定のほか、業績の進捗状況その他の業務上の報告を行い情報の共有を図っております。

取締役会の構成員は、堀江裕介代表取締役、戸田翔太取締役、米谷昭良取締役、松本勇気取締役、長谷部潤

取締役、宗司ゆかり取締役及び谷中直子取締役であります。うち、松本勇気取締役、長谷部潤取締役、宗司ゆ

かり取締役及び谷中直子取締役は社外役員であります。

なお、当事業年度（2026年３月末日時点。当時は監査役会設置会社）は、月１回の定例取締役会と臨時取締

役会の合計14回開催しており、うち13回は５名の取締役及び３名の監査役全員が出席（１回は松本取締役が欠

席）し、経営の方針、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を検討しております。

 
(b) 経営会議

経営会議は取締役２名、執行役員７名の９名で構成され、常勤監査等委員をオブザーバーとして、原則隔週

１回開催しております。同会議においては、経営会議規程及び職務権限規程に基づき、取締役会へ付議する必

要のある会社の重要事項に関する事前審議、業務並びに組織運営にかかる重要事項の共有や審議、協議等を

行っており、より客観的かつ迅速で透明性の高い意思決定を行う体制を構築しております。

経営会議の構成員は、堀江裕介代表取締役、戸田翔太取締役、大竹雅登執行役員、柴田快執行役員、坪田朋

執行役員、日向諒執行役員、本田貴士執行役員、石原遥平執行役員、及び野村知己執行役員であります。

 
(c) 監査等委員会

前述のとおり、当社は2026年６月23日開催の定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容

とする定款の変更が決議されたことにより同日をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行し

ております。

監査等委員会は、常勤の監査等委員１名と非常勤の監査等委員２名で構成されており、全員が社外取締役で

す。監査等委員会は原則月１回開催し、定時株主総会後に策定する年間監査計画に従い、取締役会その他重要

な会議に出席するほか、業務及び各種書類や証憑の調査、取締役や重要な使用人からの報告を通じ取締役の職

務執行を監査しております。
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また、監査等委員は、内部監査部及び会計監査人と情報交換、意見交換を行うことによって、会計監査及び

業務監査について総括的な確認を行い、取締役の業務執行の状況を効率的、合理的に把握し、監査の実効性を

高めております。

監査等委員会の構成員は、宗司ゆかり常勤監査等委員、長谷部潤監査等委員及び谷中直子監査等委員であり

ます。

なお、前述のとおり、当社は2026年６月23日開催の定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行

を内容とする定款の変更が決議されたことにより同日をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ

移行しており、監査等委員会設置会社に移行する前の監査役会の構成員は、宗司ゆかり常勤監査役、結城大輔

監査役及び福島史之監査役であります。

 
(d) 会計監査人

有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、金融商品取引法に基づく会計監査を受けております。

 
(e) 内部監査部

内部監査機能として、内部監査部を設置し専任で３名を配置しております。内部監査人は、業務の有効性及

び効率性等を担保することを目的として、代表取締役及び取締役会で承認を得た内部監査計画に基づいて内部

監査を実施しております。監査結果は、取締役会に報告するとともに、監査対象部門に対し業務改善等のため

の指摘を行い、改善状況の確認を実施しております。

なお、効果的かつ効率的な内部監査の実施のため、内部監査計画の立案から実施過程、結果報告において適

宜常勤監査等委員と連携を図っております。

また、会計監査人と監査等委員会と緊密な連携を構築することにより、適切な三様監査を実施しておりま

す。

 
(f) 指名・報酬委員会

経営陣幹部（代表取締役及び役付取締役）の選解任と取締役候補及び上級執行役員候補の指名並びに経営陣

幹部・監査等委員でない取締役・上級執行役員の報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を

強化することを目的として、取締役会の下に任意の諮問機関として指名・報酬委員会を設置しております。

指名・報酬委員会の構成員は、堀江裕介代表取締役、長谷部潤取締役（監査等委員）、松本勇気取締役及び

宗司ゆかり取締役（常勤監査等委員）であります。

なお、当事業年度（2026年３月末日時点）は、６回開催しており、４名の委員全員が出席し、上級執行役員

の選任や取締役・上級執行役員の今後の報酬制度等を検討しております。

 
(g) リスクマネジメント委員会

リスクマネジメント委員会は、取締役２名、執行役員７名の計９名で構成されており、常勤監査等委員をオ

ブザーバーとして、原則３ヶ月に１回開催しております。法令遵守に関する内部統制やリスク管理の徹底を図

るため、当社において想定されるリスクを洗い出し、対応方針を決定し、モニタリングすることでリスクの発

生を抑え、リスクが顕在化した場合の影響を最小限に抑えることを目的としております。本委員会での協議・

決定事項、進捗状況については必要に応じて取締役会へ報告しております。

リスクマネジメント委員会の構成員は、堀江裕介代表取締役（委員長）、戸田翔太取締役、大竹雅登執行役

員、柴田快執行役員、坪田朋執行役員、日向諒執行役員、本田貴士執行役員、石原遥平執行役員、及び野村知

己執行役員であります。委員長は、必要に応じて委員以外の者を委員会に出席させ、意見を述べさせることが

できます。

 
(h) 執行役員制度

当社は、会社の重要事項に関する事前審議、業務並びに組織運営にかかる重要事項の共有や審議、協議等を

より客観的かつ迅速で透明性高く行い、意思決定をする体制の構築を目的として執行役員制度を採用しており

ます。

現任の執行役員は、大竹雅登執行役員、柴田快執行役員、坪田朋執行役員、日向諒執行役員、本田貴士執行

役員、石原遥平執行役員、及び野村知己執行役員であります。
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ｂ. 当該体制を採用する理由

当社は会社法に規定されている機関として株主総会、取締役会、監査等委員会、及び会計監査人を設置してお

ります。取締役会の監督機能の一層の強化及び意思決定の迅速化を図ることが経営の効率性と健全性を確保し、

業務執行の適正性確保に有効であると判断し、監査等委員会設置会社を採用しております。

 
ｃ. 企業統治に関するその他の事項

当社は、コーポレート・ガバナンスの実効性を高め、経営・業務執行の適正性の確保、透明性の向上及びコン

プライアンスを徹底するため、下記のとおり内部統制システム及びリスク管理体制を整備しております。

 
ｄ. 内部統制システムの整備の状況

当社は、経営の効率化を図るとともに経営の健全性、透明性及びコンプライアンス意識を高めていくことが長

期的に企業価値向上につながるという考えのもと、全ての取締役・使用人に対して研修等を行いコンプライアン

ス意識を高めるとともに、コンプライアンス体制の強化を行っています。また、当社は下記の内部統制に関する

基本方針を2026年６月18日開催の取締役会において決議しております。この基本方針に基づく内部統制システム

の整備・運用状況を絶えず評価し、必要な改善措置を講じるほか、この基本方針についても、経営環境の変化等

に対応して不断の見直しを行い、一層実効性のある内部統制システムの整備・運用に努めてまいります。

 
１．取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(a) 企業が継続、発展していくために、全ての取締役及び使用人が法令遵守の精神のもとコンプライアンス意

識の啓発・体制強化を行うこととする。

(b) 取締役及び使用人は、社会の一員として企業倫理・社会規範及び社内規程に則した行動を行い、健全な企

業経営に努める。

(c) 取締役会は、「取締役会規程」「職務分掌規程」等の職務執行に関する規程を制定し、取締役・使用人は

定められた規程に従い、職務を執行する。

(d) 定期的に実施する内部監査において、法令・定款及び社内規程に準拠し業務が適正に行われているか、全

社のコンプライアンス体制及びコンプライアンス上の問題点について監査するとともに、その結果を代表取

締役及び取締役会に速やかに報告する体制を構築する。

(e) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、「コンプライアンス規

程」を定める。

(f) 法令・社内規程等違反の予防及び発見のため、通常の指揮命令系統から独立した内部通報窓口を設定す

る。

(g) 反社会的勢力及び団体を断固として排除及び遮断することとし、その関係排除に取り組む。

(h) 法令違反行為等に対しては、厳正な処分を行うとともに、各ステークホルダーに対し、十分な説明を行

う。

 
２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

(a) 取締役の職務の執行に係る取締役会議事録その他重要な会議の議事録、契約書、稟議書等の情報について

は「文書保存管理規程」等の規程に基づき、文書又は電磁的記録文書として記録し安全かつ適正に保管及び

管理する体制を構築する。

(b) 取締役が、その職務上必要あるときは直ちに上記文書等を閲覧できる保存管理体制とする。

 
３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(a) 事業活動上の重大な危険、損害が生じるリスクについては、「リスク管理規程」に基づき、リスクの発生

を未然に防止すること及びリスクが発生した際にはリスク管理責任者の指示のもと迅速かつ的確な対応を行

うこととし、損失・被害等を最小限に止める体制を構築する。

(b) 取締役及び使用人は、それぞれの担当領域において、定期的にリスクを検討・評価し、リスク管理のため

必要な体制の整備・運用に寄与する。

(c) リスク管理に関する重要事項については、リスク管理責任者又は各部門責任者により経営会議又は取締役

会に対して報告を行う。

(d) 不測の事態が発生した場合には、代表取締役の指揮下に対策本部を設置し、必要に応じて顧問弁護士事務

所等の外部専門機関とともに、迅速かつ的確な対応を行い、損失・被害等の拡大を最小限にとどめる体制を
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整える。

 
４．取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(a) 定例の取締役会を毎月１回開催し、臨時取締役会を必要に応じて開催することにより、経営方針及び重要

な業務執行等の審議・決議を迅速に行う。

(b) 取締役会は、「取締役会規程」、「職務分掌規程」、「職務権限規程」及び「稟議規程」等を定め、業務

執行の責任体制と業務プロセスを明確にすることにより、取締役会の決定に基づく業務執行の迅速かつ効率

的な処理を推進する。

(c) ITの適切な活用を図ることにより、職務執行を効率的に行う。

 
５．当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

(a) 親会社の計算書類又は連結計算書類の粉飾に利用されるリスクへの対応や、取引の強要等親会社による不

当な圧力に関する予防・対処方法等の親会社からの独立性を有する体制を構築・運用し、少数株主保護には

十分配慮し、独立性を維持する。

(b) 当社監査等委員と親会社の監査役等との連絡・情報交換の体制を構築し、随時連携する。

(c) 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制として、「関係会社管理規程」に

基づき、子会社の経営状況、財務状況及び重要な業務執行の状況について、当社への定期的な報告を義務付

けるとともに、子会社において重要な事項が生じた場合には速やかに当社に報告する体制を構築する。

(d) 子会社の損失の危険の管理に関し、当社のリスク管理体制と整合する形で、子会社においてもリスク管理

体制の構築を行わせる。子会社において重大なリスクが発生し、又はそのおそれが生じた場合には、速やか

に当社に報告する体制を整備する。

(e) 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、子会社の経営の自主性を尊重し

つつ、「関係会社管理規程」に基づき、子会社の重要な業務執行について事前承認又は報告を求めるものと

し、当社内に子会社の管理を担当する主管部門を定め、当該主管部門が子会社と事業運営に関する重要な事

項について情報交換及び協議を行う。

(f) 子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、当社のコンプ

ライアンス体制（「コンプライアンス規程」及び内部通報窓口を含む。）を子会社にも展開し、子会社の役

職員も利用可能とする。また、当社の内部監査部門は、子会社に対しても定期的に内部監査を実施し、その

結果を当社の代表取締役及び取締役会に報告する。

 
６．監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び

その使用人の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性に関する事項、並びに監査等委員会か

らの当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

(a) 監査等委員会が必要と判断し求めた場合には、監査等委員会の職務を補助する使用人を速やかに設置し、

当該使用人の人選、人事異動、人事評価等について、監査等委員会は取締役会と協議し、補助使用人の独立

性についても十分留意するものとする。

(b) 監査等委員会の職務を補助する使用人の職務に関しては、監査等委員である取締役以外の取締役その他の

上長等の指揮命令を受けないものとする。

 
７．監査等委員でない取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告

に関する体制、及び監査等委員会に報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないこ

とを確保するための体制

(a) 監査等委員でない取締役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者は、監査等委員又は監査等委員会

に対して、職務執行の状況、経営に重要な影響を及ぼす事実の重要事項、著しい損害を及ぼすおそれがある

事実等に関する事項について報告する。

(b) 当社「コンプライアンス規程」において、前項に基づいて監査等委員又は監査等委員会へ報告したことを

理由として不利益を被ることがないようにすることを明記する。

(c) 子会社の取締役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者は、当社の監査等委員会に対して、子会社

に著しい損害を及ぼすおそれのある事実その他の重要な事実を発見したときは、速やかに報告するものとす

る。
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８．監査等委員の職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。）について生ずる費用の前払又

は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

(a) 監査等委員の職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。）について生ずる費用及び債

務については、原則、当社が負担するものとし、その処理については監査等委員の請求等に従い円滑に行

う。

(b) 監査等委員による円滑な監査業務に資するため、当該費用の前払請求にも随時対応するものとする。

 
９．その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(a) 監査等委員が当社及び子会社の重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握できるようにするため、

監査等委員が必要に応じて当社及び子会社の会議に出席するとともに、稟議書その他業務執行に関する重要

な文書を閲覧し、当社及び子会社の取締役又は使用人にその説明を求めることができる体制を構築する。

(b) 代表取締役、会計監査人及び内部監査担当部門は、当社監査等委員会とそれぞれ定期的に意見交換会を開

催する。

(c) 当社は、監査等委員会が必要に応じて弁護士、公認会計士等の専門家を起用し、監査業務に関する助言を

受ける機会を保証する。

 
ｅ. リスク管理体制の整備の状況

当社は、リスクの軽減、予防のため、リスク管理規程の制定及びリスクマネジメント委員会を設置しておりま

す。その他、情報セキュリティ規程、個人情報保護管理規程及び反社会的勢力排除規程を定めており、内部監査

により遵守の状況を監査し、コンプライアンスの遵守に努めております。必要に応じて、外部専門家にアドバイ

スを求められる体制を整備するとともに、弁護士を窓口とする社外通報窓口や内部通報窓口を設置し、法令違反

や不正行為等による不祥事の防止及び早期発見を図っております。

 
③ 責任限定契約の内容

当社と社外取締役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約

を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額

としております。なお、当該責任限定契約が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行に

ついて善意かつ重大な過失がない場合に限られます。

 
④ 取締役の定員

当社の取締役は10名以内とし、そのうち監査等委員である取締役は４名以内とする旨を定款で定めております。

 
⑤ 取締役の選任決議要件

当社は取締役の選任決議として、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以

上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数を持って行う旨及び累積投票によらない旨を定款で

定めております。

 
⑥ 株主総会の特別決議要件

当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第２項に定める特別決議について、議

決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上を

もって行う旨を定款に定めております。

 
⑦ 自己株式の取得

当社は、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨、

定款に定めております。

 
⑧ 剰余金の配当の決定機関

当社は、剰余金の配当等会社法第459条第１項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除

き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取

締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
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⑨ 中間配当

当社は、株主への利益配分の機会を充実させる観点から、会社法第454条第５項の規定により、取締役会決議に

よって毎年９月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への

機動的な利益還元を可能とするためのものであります。
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(2) 【役員の状況】

① 役員一覧（2026年6月23日定時株主総会終結時点）

　　　 男性5名　女性2名(役員のうち女性の比率28.57％)

役　職　名 氏　　　名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
(株)

代表取締役

 社長
堀江 裕介 1992年６月３日 2014年４月 当社設立、代表取締役社長 CEO（現任） (注)３

普通株式

7,268,600

取締役

（CFO）
戸田 翔太 1983年４月28日

2007年４月 株式会社三井住友銀行 入行

2011年７月 SMBC日興証券株式会社 出向

2015年７月 同社 転籍

2016年12月 SMBC Nikko Capital Markets Limited (英国ロ

ンドン) 出向

2017年７月 同社 バイスプレジデント

2018年６月 シティグループ証券株式会社 入社

2020年１月 同社 バイスプレジデント

2021年８月 当社 入社

2021年12月 当社 取締役CFO （現任）

(注)３ 20,100

取締役 松本 勇気 1989年４月16日

2010年10月 株式会社en 取締役 CTO

2012年１月 株式会社Labit 入社

2013年１月 株式会社Gunosy 入社

2014年５月 同社 執行役員

2015年９月 同社 執行役員 CTO

2018年10月 合同会社DMM.com 執行役員 CTO

2018年12月 株式会社Infratop 取締役

2019年５月 合同会社EXNOA 執行役員 CTO

2019年９月 一般社団法人42 Tokyo 理事

2019年９月 一般社団法人日本CTO協会 理事

2020年９月 合同会社Agility Labs 代表社員（現任）

2021年３月 株式会社LayerX 代表取締役 CTO（現任）

2021年４月 株式会社プロジェクトカンパニー（現　株式会

社プロジェクトホールディングス） 社外取締役

2021年５月 当社 社外取締役（現任）

(注)３ 0

取締役 米谷 昭良 1975年１月28日

2013年４月 ヤフー株式会社（現 LINEヤフー株式会社）入社

2013年６月 株式会社カービュー 取締役

 株式会社たびゲーター 取締役

 ダイニ株式会社 取締役

2013年９月 ジクシーズ株式会社 取締役

2014年５月 TRILL株式会社 取締役

2016年４月 株式会社GYAO 事業開発室長

2016年10月 株式会社イーブックイニシアティブジャパン

取締役

2017年10月 株式会社ネオアルド 取締役

2018年４月 株式会社GYAO 取締役

2019年６月 ノアドット株式会社 取締役

2019年10月 スポーツナビ株式会社 取締役

2020年６月 株式会社マイベスト 取締役（現任）

2023年４月 ヤフー株式会社(現 LINEヤフー株式会社) メ

ディアグループ バーティカル統括本部長

株式会社スタンバイ 取締役（現任）

2023年６月 当社 取締役（現任）

2023年10月 LINEヤフー株式会社 メディアカンパニーバー

ティカル・事業推進統括本部長

2024年10月 同社 同本部 LINE HR事業本部 本部長

2025年１月 株式会社FEIDIAS　社外取締役（現任）

2025年10月 LINEヤフー株式会社 メディア管掌SBU バーティ

カルSBU リード兼AI Agent SBU バーティカル

AgentSBU SBUリード兼メディア・検索ドメイン

事業推進SBU SBUリード（現任）

2026年４月 同社 メディア・検索ドメインバーティカルSBU

SBUリード（現任） 兼 バーティカルAgent SBU

SBUリード（現任）

(注)３ 0
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役　職　名 氏　　　名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
(株)

取締役

監査等委員

（常勤）

宗司 ゆかり 1971年８月９日

1994年４月 出光興産株式会社 入社

2000年11月 有限会社エリカインターナショナル 入社

2004年９月 株式会社コムスン 入社

2008年１月 ラディアホールディングス株式会社（現テクノ

プロホールディングス株式会社）入社

2010年８月 株式会社LITALICO 入社

2012年４月 同社 内部監査室長

2013年６月 同社 常勤監査役

2017年６月 同社 常勤取締役監査等委員

2018年10月 公益社団法人日本監査役協会 理事

2019年11月 公益社団法人日本監査役協会 常任理事（現任）

2020年６月 株式会社クエスト 社外取締役監査等委員（現

任）

2020年12月 株式会社ファミリーコーポレーション 社外監査

役

2021年３月 ウェルネス・コミュニケーションズ株式会社 社

外監査役（現任）

2021年９月 当社 常勤社外監査役

2025年１月 株式会社HEARTBEATS 社外監査役（現任）

2026年６月 当社 社外取締役監査等委員（現任）

(注)４ 11,250

取締役

監査等委員
長谷部 潤 1965年11月９日

1990年４月 大和証券株式会社 入社

2000年７月 株式会社大和総研 転籍

2009年８月 大和証券株式会社 金融証券研究所 転籍

2010年７月 株式会社コロプラ 取締役

2015年10月 株式会社長谷部総研 代表取締役（現任）

2019年１月 株式会社Speee 社外取締役（現任）

2020年４月
株式会社東京リレーションズ 代表取締役（現

任）

2020年４月 当社 社外取締役

2020年11月 株式会社トリドリ 社外取締役（現任）

2021年１月 株式会社RECEPTIONIST 社外取締役（現任）

2022年６月
ライフネット生命保険株式会社 社外取締役（現

任）

2022年11月 株式会社WARC 社外取締役（現任）

2026年６月 当社 社外取締役監査等委員（現任）

(注)４ 10,000

取締役

監査等委員
谷中 直子 1976年９月13日

2001年10月 弁護士登録（第二東京弁護士会所属）
アンダーソン・毛利・友常法律事務所　入所

2021年１月 東京国際法律事務所　入所（現任）

2022年３月 株式会社SHIFTグロース・キャピタル　監査役
（現任）

2023年５月 三菱地所物流リート投資法人監督役員（現任）

2023年11月 株式会社SHIFT 社外取締役（監査等委員）（現

任）

2026年６月 当社 社外取締役監査等委員（現任）

(注)４ 0

計 7,309,950
 

(注) １．監査等委員でない取締役松本勇気は、社外取締役であります。

２．監査等委員である取締役宗司ゆかり、長谷部潤、谷中直子は、社外取締役であります。

３．監査等委員でない取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2027年３月期に係る定時

株主総会の終結のときまでであります。

４．監査等委員である取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2028年３月期に係る定時

株主総会の終結のときまでであります。

５．当社は執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び担当は以下のとおりであります。

氏名 担当部門及び役職

柴田 快 Reward Solution BU ゼネラルマネージャー

大竹 雅登 CTO兼AIプロダクト開発BU　ゼネラルマネージャー

坪田 朋 CPO兼プロダクトマネジメント室 ゼネラルマネージャー

日向 諒 AI事業推進BU ゼネラルマネージャー

本田 貴士 経営企画本部　ゼネラルマネージャー

石原 遥平 経営管理本部　ゼネラルマネージャー

野村 知己 レシチャレ BU ゼネラルマネージャー
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② 社外役員の状況

当社は、社外取締役４名を選任しております。

当社は、社外役員の選任にあたり独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、株式会社東京証券取引所

が定める独立性の判断基準等を参考にし、経歴や当社との関係を踏まえ、独立性に問題がない人物を社外役員とし

て選任しております。

社外取締役松本勇気は、優れたIT技術に関する知識とCTOとしての経験に基づく経営判断能力及び経営執行能力

を有しており、今後事業規模を拡大していくにあたり必要な助言を受けることにより、長期的な企業価値の向上に

寄与いただけると判断し、選任しております。

社外取締役（監査等委員）宗司ゆかりは、当社の常勤監査役として複数年にわたり会計監査及び業務監査に従事

してきた知見を有しており、取締役会及び監査等委員会において継続的な監視・監督機能を発揮していただけるも

のと判断し、選任しております。

社外取締役（監査等委員）長谷部潤は、大手証券会社及び総合研究機関における豊富な経験並びに複数企業の経

営に携わった経験を持っていること、及び、企業経営に関する幅広い知見を有していること等から、監査等委員と

して経営の監視・監督機能を発揮していただけると判断し、選任しております。

社外取締役（監査等委員）谷中直子は、大手国際法律事務所において企業法務、M&A及びクロスボーダー取引に

関する豊富な経験を有しており、弁護士として法律に関する豊富な専門知識はもちろん、他社の監査役や社外取締

役監査等委員としてコーポレート・ガバナンスやコンプライアンス強化に貢献した実績があり、客観的な視点から

経営を監督する経験を有していることから、法令遵守及びリスク管理の観点から監査・監督機能を発揮していただ

けると判断し、選任しております。

なお、松本勇気氏が代表取締役CTOを務める株式会社LayerXと当社との間にサービス利用に関する取引がありま

すが、株式会社東京証券取引所が定める「独立役員の確保（有価証券上場規程第436条の２）」、「上場管理等に

関するガイドライン」及び日本取締役協会の「取締役会規則における独立取締役の選任基準」等をふまえ、取引規

模に重要性がないことから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。

その他の社外取締役と当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制

部門との関係

社外取締役は、取締役会を通じて内部監査担当から適宜報告を受ける等の連携を図っており、監査等委員は、取

締役会及び監査等委員会の他、随時、取締役、内部監査担当及び会計監査人との情報共有、意見交換を行っており

ます。

社外取締役は、取締役会を通じ内部統制部門からの報告を受けて連携しております。

なお、監査等委員会は、会計監査人より品質管理体制、監査計画、職務遂行状況及びその監査結果などについて

適宜及び定期的に報告を受け、情報及び意見の交換を行っております。また、常勤監査等委員は、会計監査人の監

査に立ち会うなどして会計監査人の職務の遂行状況を監視し、その結果を監査等委員会に報告するほか、必要に応

じて会計監査人と個別の課題について情報及び意見の交換を行っております。

また、監査等委員会は、内部監査担当より監査計画、職務遂行状況及びその監査結果などについて適宜及び定期

的に報告を受け、情報及び意見の交換を行っております。

さらに常勤監査等委員、内部監査、及び会計監査人は、概ね月１度程度会議を行い、相互の監査情報の交換によ

り緊密な連携関係の構築に努めております。
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(3) 【監査の状況】

① 監査役監査の状況

a 監査役監査の組織・人員

当社の監査役会は、「監査役候補者同意基準」を制定しており、監査役には、相応の経験及び能力に加え、必

須とされる財務・会計・法務に関する知識を有する者を選任すること、とりわけ、財務・会計に関する高度な見

識を有する者を１名以上選任することを定めております。

当社は監査役会設置会社であり、常勤監査役１名、非常勤監査役２名の計３名で構成され、全員を社外監査役

かつ独立役員として届け出ており、取締役からの独立性を確保しております。監査役会を補助する専任の組織及

び人員は配置しておりませんが、コーポレート部門及び内部監査部との報告・協議を通じた連携を図ることで、

監査の実効性を高めております。

役職 氏名 主な経歴・資格 監査への主な貢献

常勤社外監査役

（監査役会議長・特定

監査役）

宗司　ゆかり

複数企業での常勤監査役

等の経験・日本監査役協

会常任理事

コーポレート・ガバナンス、内部

監査・内部統制に関する広範な知

識。全監査業務に従事し情報共有

を推進

社外監査役 結城　大輔
弁護士・複数企業での社

外取締役等の経験

法務に関する専門的知見を活か

し、取締役会等での独立的・客観

的意見を表明

社外監査役 福島　史之

公認会計士・常勤監査役

等や複数企業での社外監

査役等の経験

財務・会計に関する高度な専門知

識を活かし、会計監査人との連携

強化に貢献
 

 

b 監査役会の開催頻度・監査役の出席状況　

当事業年度の監査役会は、月次で開催される定例監査役会の他、必要に応じて臨時監査役会を開催し、１回あ

たりの平均所要時間は約１時間５分でした。監査役全員が全監査役会に出席しました。

 氏名 開催回数 出席率

常勤監査役 宗司　ゆかり（注)１、２ 14回 100％

社外監査役 結城　大輔（注)１ 14回 100％

社外監査役 福島　史之（注)１ 14回 100％
 

（注）１.全監査役が社外監査役であり、独立役員であります。

２.宗司ゆかり氏は、独立役員として指名・報酬委員会の構成員となっております。

 
当事業年度における監査役会の主な付議内容は以下のとおりです。

区分 決議・協議事項 報告・意見交換事項

　　主な

　付議内容

会計監査人再任、会計監査人報酬同意、

常勤監査役選定、監査役会議長選定、特

定監査役選定、監査役会監査計画策定・

改定（監査方針・重点監査項目・職務分

担・スケジュール等）、監査役報酬、監

査役会監査報告、監査役会規程改定、監

査役監査基準改定
 

取締役会監査、会社法内部統制システム監査、取

締役インタビュー監査、執行役員インタビュー監

査、マネージャーインタビュー監査、子会社監

査、内部通報事案、経営会議・重要会議監査、交

際費監査、社長決裁稟議監査、関連当事者等取引

監査、適時開示監査、計算書類等・連結計算書類

等監査、事業報告監査、内部監査部報告、個別イ

ンシデント監査、株主総会手続監査、会計監査人

連携報告、三様監査、グループ監査役会報告、IT

デジタルガバナンス監査、指名・報酬委員会報

告、社外役員意見交換会報告、取締役職務執行確

認書監査、有価証券報告書監査
 

 
c 監査役会の具体的な検討事項

監査役会は、実効性評価を実施しておりませんが、昨年度の活動を振り返り、本年度の監査方針、重点監査項

目、職務分担、スケジュール等を策定いたしました。この振り返りにおいて、主に以下の事項を反映させまし

た。内部監査部からの報告を監査役会へ直接受領する体制を構築したこと、及び監査役全員で上級執行役員への

インタビュー監査を実施することにより、常勤社外監査役のみならず、社外監査役も監査活動に積極的に参画

し、監査役会全体として監査活動のさらなる充実を図ることを目指しました。

当事業年度の重要監査項目、監査のポイント、及び監査役会の認識・方針は、以下のとおりであります。
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重点監査項目 監査のポイント 監査役会の認識・方針

取締役会その他重要な会議におけ
る意思決定プロセスの適法性・妥
当性・合理性の監査

取締役会その他重要な会議の運営
状況・審議状況（「取締役による
経営判断の原則」への準拠確認）

上場後も引き続き、主要会議への
出席を通じて意思決定プロセスの
適切性を継続的に確認する

関連当事者等取引の監査 親会社含むグループ会社との取引
状況。取締役会承認・報告の適法
性確認

取引の適法性・妥当性について継
続モニタリングを行い、利益相反
リスクを適切に管理する

新規事業やM&A等への投資に関す
る意思決定プロセスとPMI実施状
況の監査

投資判断プロセスの適切性、PMI
の進捗・成果の確認

投資案件が取締役会で適切に審議
されているか、PMI状況を定期的
にモニタリングし適時に監査意見
を表明する

情報開示の適時性・正確性の監査 上場企業における適時開示体制・
運用状況

適時開示体制の整備・運用状況を
確認し、投資家保護の観点から適
切な開示の実現を支援する

内部統制システムの実効性の監査 内部統制システムの基本方針内容
と運用状況。グロース市場上場会
社としての整備水準

内部統制システムの基本方針の実
効性について、継続的に評価する

IT・デジタルガバナンス体制の妥
当性・有効性の監査

IT・デジタルガバナンス部門の体
制・方針・運用状況の確認

DX推進・データ活用が加速する
中、IT統制・情報セキュリティ体
制の適切性を定期的に点検する

 

 

d 各監査役の活動状況

各監査役は、監査役会で策定された監査方針、監査計画及び各監査役の役割分担に基づき、それぞれ独立した

立場で監査を実施し、その結果を監査役会にて報告・協議しました。各監査役の主な活動内容は以下のとおりで

す。

区分 氏名 主な活動内容 定量実績

常勤社外監査
役

宗司 ゆかり すべての監査・監督業務に従事。社内の
重要な会議に出席し、業務執行取締役・
執行役員・使用人から職務執行状況の報
告を受け、必要に応じて説明を要請。重
要な決裁書類等を閲覧。

重要な使用人との面談を実施し、必要に
応じ指摘・提言。社外監査役の的確な意
見表明に向けた情報共有に注力。

会計監査人との三様監査を含む意見交換
も実施。

・会議等出席：月平均 約
26回

・使用人面談：年間 49回

・会計監査人との意見交
換：年間 21回

社外監査役 結城 大輔

福島 史之

取締役会及び監査役会に出席し、客観
的・独立的・専門的な見地から監査意見
を形成・表明。常勤社外監査役の活動報
告を受け、必要に応じ意見表明・指摘。

幅広い実務経験と高度な専門知識に基づ
き、大所高所からの意見を表明。

参加した主な会合：

・代表取締役との意見交換会

・CFOとの意見交換会

・社外取締役との意見交換会

・全上級執行役員へのヒアリング

・内部監査部からの直接報告

・代表取締役 意見交換：
年2回

・CFO 意見交換：年２回

・社外取締役 意見交換：
年1回

・上級執行役員ヒアリン
グ：年2回

・内部監査部 直接報告：
年2回

 

 
② 内部監査の状況

当社は内部監査機能として、代表取締役直属の専任組織の内部監査部を設置し専任で３名を配置しておりま

す。内部監査部は「内部監査規程」に則り、内部管理体制の適切性及び有効性を監査し助言を行っております。

内部監査人は、業務の有効性及び効率性を担保することを目的として、代表取締役及び取締役会の承認を得た内

部監査計画に基づいて内部監査を実施しております。監査結果は、取締役会に報告するとともに、監査対象部門

に対して業務改善等のための指摘を行い、改善状況の確認を実施しております。また、内部監査の実効性を確保

するため、重要な監査結果等、取締役会に報告すべき事項があれば、取締役会付議できる仕組みが整備されてお

ります。

なお、効果的かつ効率的な内部監査の実施のため、内部監査計画の立案から実施過程、結果報告において適宜

常勤監査役と連携を図っております。常勤監査役は、内部監査部門からの報告を監査役会に連携しております。
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また、監査役会と会計監査人との定期的情報共有を実施し、内部監査業務及び財務報告に係る内部統制評価業

務を含め、適切な三様監査の連携を図っております。

 
③ 会計監査の状況

ａ 監査法人の名称

有限責任監査法人トーマツ

 
ｂ 継続監査期間

４年間

 
ｃ 業務を執行した公認会計士

指定有限責任社員　業務執行社員　公認会計士　広瀬　勉

指定有限責任社員　業務執行社員　公認会計士　古谷　大二郎

 
ｄ 監査業務に係る補助者の構成

当社の会計監査業務に係わる補助者は、公認会計士４名、その他15名であります。

 
ｅ 監査法人の選定方針と理由

監査役会は、公益社団法人日本監査役協会「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指

針」（2023年12月21日改正）を参考に「会計監査人の選定基準」を策定し、本基準に基づいて会計監査人候補者

から選定することを方針としています。現会計監査人は本基準に達しており、会計監査人としての専門性、独立

性、適切性及び監査品質などを備えていることから、効率的かつ効果的な監査が実施されると判断して選定しま

した。

なお、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号のいずれかに該当すると認められる場合には、監

査役の全員の同意によって会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役が解任後最初に召集

される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告します。また、監査役会は、会計監

査人の監査の品質、監査の有効性及び効率性等を勘案し、再任又は解任や不再任の検討を毎年行います。その結

果、解任や不再任が妥当と判断した場合は、監査役会は株主総会に提出する会計監査人の解任や不再任に関する

内容を決定することとしています。

 

ｆ 監査役及び監査役会による監査法人の評価

監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が定める「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の

実務指針」（2023年12月21日改正）を参考とし、「会計監査人の評価基準」を策定し、本基準に則り、会計監査

人の評価を実施することを方針としております。評価の具体的手順として、①会計監査人から品質管理、監査

チーム、監査報酬、不正リスク対応等に関する必要な書面を入手し、面談及び質問等を行う、②会計監査の状況

について経営者等に質問等を行う、③会計監査人とのコミュニケーション実績等を確認することを通じて評価を

実施いたしました。以上の結果、有限責任監査法人トーマツは、職務執行に問題はなく、会計監査人として適格

であると評価しております。
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④ 監査報酬の内容等

ａ 監査公認会計士等に対する報酬の内容

区分

前事業年度

監査証明業務に
基づく報酬
(千円)

非監査業務に
基づく報酬
(千円)

提出会社 33,000 3,000

計 33,000 3,000
 

※前事業年度における非監査業務の内容は、公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務である新規上場に係るコ

ンフォートレター作成業務であります。

 

区分

当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬
(千円)

非監査業務に
基づく報酬
(千円)

提出会社 35,000 －

連結子会社 － －

計 35,000 －
 

 
ｂ 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(ａを除く)

該当事項はありません。

 
ｃ その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

該当事項はありません。

 
ｄ 監査報酬の決定方針

当社の会計監査人に対する監査報酬の決定方針といたしましては、会計監査人からの見積提案をもとに監査計

画、監査の日数等を検討し、監査役会の同意を得て決定しております。

 
e 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を参考に、会

計監査人から監査計画、職務遂行状況、報酬見積りの算出根拠等の必要な資料を入手し、経理部門からの報告も

踏まえ、監査時間と監査品質の妥当性等を検証した結果、会計監査人の報酬等の額は合理的な水準であると判断

し同意しております。
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(4) 【役員の報酬等】

① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

当社の取締役の報酬等について、「取締役の報酬等の決定方針」として取締役会において決議した内容は次のと

おりです。

１．基本方針

当社の取締役の報酬は、中長期的視点で経営に取り組むことが重要との考えから、基本報酬の水準と安定性

を重視しており、個々の業務執行取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを

基本方針としています。

他方、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した業績連

動報酬等及び株式報酬導入の必要性も十分認識しており、今後の検討課題としています。

 
２. 基本報酬（金銭報酬）の個人別の報酬等の額の決定に関する方針（報酬等を与える時期又は条件の決定に関

する方針を含む。）

当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて、株主総会で決議された

総額の範囲内で総合的に勘案して決定する方針です。

 
３. 業績連動報酬等及び非金銭報酬等の内容並びに額又は数の算定方法の決定に関する方針

業績連動報酬として年１回の賞与制を2026年３月期の評価期間より採用しており、その他の報酬形態につい

ては他社事例も踏まえ今後検討していく方針です。

また、非金銭報酬等については社宅の提供があります。もっとも、当該非金銭報酬（社宅）は、取締役の社

宅賃料を取締役報酬から当社が控除し契約先に直接支払うものであって、家賃負担自体は役員本人となりま

す。したがって、当社負担分はなく、取締役の節税効果に主眼を置いた制度であり、取締役に対して当社から

直接支払うものではありません。

 
４. 金銭報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決

定に関する方針

割合の決定に関する方針は特段定めておりませんが、全取締役における基本報酬：業績連動報酬等：非金銭

報酬等の割合（％）は当事業年度末時点（実際の支払い済み金額の割合）で75：0：25となっております。

 
５. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項

取締役の個人別の報酬等の内容については、取締役報酬の総額が株主総会決議（2026年６月23日定時株主総

会）により３億円（うち社外取締役２億円）以内、取締役の員数が定款で最大10名とされていることに鑑み、

職務の内容、実績・成果等を勘案し、指名・報酬委員会の諮問を経て取締役会決議により決定する方針です。

 
６．当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び委員会等の活動内容

当事業年度の取締役の報酬については、指名・報酬委員会での議論を経て取締役会の決議により決定いたし

ました。また、監査役の報酬については、監査役会の協議にて決定いたしました。
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② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分
報酬等の総額
(千円)

報酬等の種類別の総額(千円) 対象となる
役員の員数
(名)固定報酬 業績連動報酬 退職慰労金

取締役
(社外取締役を除く。)

35,202 35,202 ― ― 2

社外役員
（監査役を含む。）

29,010 29,010 ― ― 5
 

(注) １．取締役の報酬限度額は、2024年６月28日開催の定時株主総会において年額100,000千円以内と決議されてお

り、当該株主総会終結時点の取締役の員数は５名（うち社外取締役２名）です。なお、監査等委員でない取

締役の報酬限度額は、2026年６月23日開催の定時株主総会において年額300,000千円以内と決議されており

ます。当該株主総会により選任された監査等委員でない取締役の員数は４名（うち社外取締役１名）です。

　　 ２．監査役の報酬限度額は、2024年６月28日開催の定時株主総会において年額30,000千円と決議されており、当

該株主総会終結時の監査役の員数は３名です。なお、監査等委員である取締役の報酬限度額は、2026年６月

23日開催の定時株主総会において年額50,000千円と決議されており、当該株主総会により選任された監査等

委員である取締役の員数は３名（うち社外取締役３名）です。

　　 ３．上記には無報酬である取締役１名は含まれておりません。

 

③ 役員ごとの報酬等の総額等

報酬等の総額が１億円以上であるものがいないため、記載しておりません。

 
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの

該当事項はありません。

 

(5) 【株式の保有状況】

① 投資株式の区分の基準及び考え方

当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、株式価

値の変動又は株式に係る配当によって利益獲得を目的とする株式を純投資目的である投資株式とし、取引関係の強

化、情報収集を目的とする株式を純投資目的以外の目的である投資株式と区分としております。

 
② 保有目的が純投資目的以外である投資株式

該当事項はありません。なお、投資有価証券勘定には投資事業有限責任組合への出資として３銘柄があります

が、事業領域における情報収集及び投資リターンの獲得を目的としたものであり、株式には該当しないため上記に

は含めておりません。

 

③ 保有目的が純投資目的である投資株式

該当事項はありません。

 

５ 【従業員の状況等】

(1) 【人材戦略に関する基本方針等】

当社グループは、当社及び連結子会社１社（従業員２名）で構成されておりますが、グループの事業及び従業員の

大部分は当社に帰属しているため、以下ではグループ全体の人材戦略として当社における取り組みを中心に記載して

おります。

当社グループは、「①強固なユーザー基盤の更なる拡大、②購買領域における販促支援の拡大、③バーティカルAI

エージェント、④M&Aによる成長」を中長期的な経営戦略の柱としており、これらの実現に向けて、テクノロジー人材

及び事業開発人材の確保・育成を人材戦略の中核に位置付けております。

具体的には、以下の３つの柱で人材戦略を推進しております。

① 採用：事業成長に必要な専門性を有する人材の積極採用。特にAI・機械学習領域及び販促ソリューション領域に

おける即戦力人材の獲得に注力しております。

② 育成：マネジメント研修を含む社内勉強会及び社内異動公募等を通じた多様なスキル獲得の機会を提供し、従業

員一人ひとりの市場価値向上を支援しております。

③ 定着：人材は最も重要な経営資源であると考えておりますが、「BE THE SUN」というビジョンのもと、従業員が

業務に打ち込める環境づくりに注力しております。年一度の全社員総会「Visionday」や半期に一度の戦略共有会を通
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じて会社のビジョン及び戦略共有を実施しております。また、年一度の全従業員表彰式の他、ミッション「世界を照

らす発明を続ける」になぞらえて、従業員の行った模範となる「発明(取り組み)」に対し全員で賞賛する機会を定期

的に設けております。また、ライフイベントとのバランスを取りながら業務に取り組める制度として、家族の病気の

ケア・介護が必要な際に出社日でもリモート勤務が可能な「ファミリーサポート制度」等を用意しております。

 
また、当社グループは、優秀な人材の獲得及び定着を実現するため、従業員の給与等の決定にあたり以下の方針を

採用しております。

まず、個々の従業員の役割・職責及び成果に応じた公正な報酬の実現を基本方針としております。IT・インター

ネット業界における報酬水準を定期的にベンチマークし、競争力のある水準を維持することで、事業成長を担う人材

の確保・リテンションを図っております。

また、従業員の給与は、等級制度に基づく基本給、半期ごとの業績評価に連動する賞与、及び各種手当で構成され

ております。基本給は、職務の難易度・責任範囲及び本人の能力・経験に基づき等級ごとに設定しており、毎年の人

事評価を通じて昇給を決定しております。賞与は、会社業績及び個人の目標達成度を総合的に勘案して支給額を決定

しております。

なお、当社は、従業員のエンゲージメント向上及び生活水準の維持・向上の観点から、物価動向及び業界の給与水

準の変化を踏まえ、評価に基づく適切な昇給を継続的に実施する方針であります。

 

(2) 【従業員の状況】

① 連結会社の状況

 2026年３月31日現在

セグメントの名称 従業員数(名)

プラットフォーム事業
221

（125）

合計
221

（125）
 

(注) １．従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員であり、臨時雇用者

数は、年間の平均人員を（）外数で記載しております。

２．臨時雇用者には、アルバイトを含み、派遣社員を除いております。

 
② 提出会社の状況

   2026年３月31日現在

従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(千円)
平均年間給与の
対前事業年度増減率

(％)
219

31.8 2.8 6,417 2.6
(125)

 

(注) １．従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員であり、臨時雇用者

数は、年間の平均人員を（）外数で記載しております。

２．臨時雇用者には、アルバイトを含み、派遣社員を除いております。

３．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

４．当社は、プラットフォーム事業の単一セグメントのため、セグメント別の記載を省略しております。

 
③ 使用人等のみに対して付与する新株予約権の内容

　　使用人等のみに対して付与する新株予約権の内容について、「１ 株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況 ①ス

トック・オプション制度の内容」に記載しております。

 
(3) 労働組合の状況

当社において労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満であり、特記すべき事項はありません。
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(4) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異

①　提出会社

最近事業年度

補足説明
管理職に占め
る女性労働者
の割合（％）
（注）１．

男性労働者の
育児休業取得
率（％）
（注）２．

労働者の男女の賃金の差異（％）
（注）１．

全労働者
うち正規雇
用労働者

うちパート・
有期労働者

35.2 85.7 54.9 70.2 96.9

正規労働者の同一職種における男女賃金
差は全国平均と同程度となっています。
また、非正規労働者においては男女の賃
金差異が96.9％と、同一雇用形態間での
格差はほとんど生じていません。
全体的に男女間の差異が生じている主要
因は、すべての労働者に占める女性の割
合57.5％のうち、非正規労働者の短時間
勤務女性パート従業員（全女性の
50.7％）が大部分を占めるためです。

 

(注) １．「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したもので

あります。

２．「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成３年法律第76号)の規定

に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成３

年労働省令第25号)第71条の６第１号における育児休業等及び育児目的休暇の取得割合を算出したものであ

ります。
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第５ 【経理の状況】

 

１．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)に

基づいて作成しております。

 

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下、

「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しておりま

す。

 

(3) 当連結会計年度(2025年４月１日から2026年３月31日まで)は、当連結会計年度中に設立した子会社が連結対象と

なったことに伴い、初めて連結財務諸表を作成しているため、比較情報を記載しておりません。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、連結会計年度(2025年４月１日から2026年３月31日ま

で)の連結財務諸表及び事業年度(2025年４月１日から2026年３月31日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人

トーマツにより監査を受けております。

 

３．連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組について

当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取り組みを行っております。具体的には、会計基準等の

内容を適切に把握し、又は会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団

法人財務会計基準機構へ加入し、専門的知識を有する団体等が主催するセミナーへの参加及び刊行物の定期購読等を

行っております。
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１ 【連結財務諸表等】

(1) 【連結財務諸表】

① 【連結貸借対照表】

          (単位：千円)

          
当連結会計年度
(2026年３月31日)

資産の部  

 流動資産  

  現金及び預金 9,105,754

  売掛金及び契約資産 ※１  2,544,263

  有価証券 2,493,863

  前払費用 183,668

  その他 55,837

  貸倒引当金 △12,310

  流動資産合計 14,371,077

 固定資産  

  有形固定資産  

   建物 270,163

    減価償却累計額 △83,629

    建物（純額） 186,533

   工具、器具及び備品 125,781

    減価償却累計額 △99,435

    工具、器具及び備品（純額） 26,345

   リース資産 8,207

    減価償却累計額 △2,735

    リース資産（純額） 5,471

   有形固定資産合計 218,351

  無形固定資産  

   のれん 620,840

   ソフトウエア 28,153

   その他 4,772

   無形固定資産合計 653,766

  投資その他の資産  

   投資有価証券 286,717

   敷金 158,726

   繰延税金資産 1,219,579

   その他 11,480

   投資その他の資産合計 1,676,504

  固定資産合計 2,548,621

 資産合計 16,919,698
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          (単位：千円)

          
当連結会計年度
(2026年３月31日)

負債の部  

 流動負債  

  未払金 1,103,921

  未払費用 41,835

  未払法人税等 899,999

  契約負債 10,319

  賞与引当金 117,458

  ユーザー還元引当金 1,259,881

  その他 240,232

  流動負債合計 3,673,647

 負債合計 3,673,647

純資産の部  

 株主資本  

  資本金 190,840

  資本剰余金 3,797,988

  利益剰余金 9,244,920

  株主資本合計 13,233,749

 その他の包括利益累計額  

  その他有価証券評価差額金 5,941

  その他の包括利益累計額合計 5,941

 新株予約権 6,360

 純資産合計 13,246,050

負債純資産合計 16,919,698
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② 【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

【連結損益計算書】

          (単位：千円)

          当連結会計年度
(自 2025年４月１日
　至 2026年３月31日)

売上高 ※１  17,001,320

売上原価 8,945,883

売上総利益 8,055,437

販売費及び一般管理費 ※２  4,592,288

営業利益 3,463,148

営業外収益  

 受取利息 28,853

 為替差益 24,152

 その他 7,149

 営業外収益合計 60,155

営業外費用  

 支払利息 358

 投資事業組合運用損 14,054

 その他 1,419

 営業外費用合計 15,832

経常利益 3,507,471

特別利益  

 固定資産売却益 ※３  550

 特別利益合計 550

特別損失  

 固定資産除却損 ※４  2,231

 特別損失合計 2,231

税金等調整前当期純利益 3,505,791

法人税、住民税及び事業税 1,344,078

法人税等調整額 △299,400

法人税等合計 1,044,677

当期純利益 2,461,113

親会社株主に帰属する当期純利益 2,461,113
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【連結包括利益計算書】

          (単位：千円)

          当連結会計年度
(自 2025年４月１日
　至 2026年３月31日)

当期純利益 2,461,113

その他の包括利益  

 その他有価証券評価差額金 10,884

 その他の包括利益合計 ※１  10,884

包括利益 2,471,998

（内訳）  

 親会社株主に係る包括利益 2,471,998
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③ 【連結株主資本等変動計算書】

当連結会計年度(自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)

 (単位：千円)

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

当期首残高 100,449 3,707,597 6,783,807 10,591,854

当期変動額     

新株の発行（新株予約

権の行使）
90,390 90,390  180,781

親会社株主に帰属する

当期純利益
  2,461,113 2,461,113

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
    

当期変動額合計 90,390 90,390 2,461,113 2,641,895

当期末残高 190,840 3,797,988 9,244,920 13,233,749
 

 

 
その他の包括利益累計額

新株予約権 純資産合計
その他有価証券評価差額金

その他の包括利益累計額合

計

当期首残高 △4,943 △4,943 7,520 10,594,430

当期変動額     

新株の発行（新株予約

権の行使）
   180,781

親会社株主に帰属する

当期純利益
   2,461,113

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
10,884 10,884 △1,160 9,724

当期変動額合計 10,884 10,884 △1,160 2,651,619

当期末残高 5,941 5,941 6,360 13,246,050
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④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

          (単位：千円)

          当連結会計年度
(自 2025年４月１日
　至 2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー  

 税金等調整前当期純利益 3,505,791

 減価償却費 43,103

 契約関連無形資産償却費 26,729

 のれん償却額 131,928

 賞与引当金の増減額（△は減少） 29,358

 ユーザー還元引当金の増減額（△は減少） 489,600

 受取利息 △28,853

 支払利息 358

 固定資産除却損 2,231

 為替差損益（△は益） △20,681

 投資事業組合運用損益（△は益） 14,054

 売上債権の増減額（△は増加） △514,118

 契約資産の増減額（△は増加） △74,216

 前払費用の増減額（△は増加） △22,829

 未払金の増減額（△は減少） 309,959

 契約負債の増減額（△は減少） 4,406

 未払費用の増減額（△は減少） △2,893

 
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は
減少）

△15,965

 その他 △925

 小計 3,877,037

 利息の受取額 28,802

 利息の支払額 △358

 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △1,036,334

 営業活動によるキャッシュ・フロー 2,869,146

投資活動によるキャッシュ・フロー  

 有形固定資産の取得による支出 △31,552

 投資有価証券の取得による支出 △115,127

 無形固定資産の取得による支出 △7,005

 事業譲受による支出 △202,936

 その他 821

 投資活動によるキャッシュ・フロー △355,800

財務活動によるキャッシュ・フロー  

 ストックオプションの行使による収入 179,621

 その他 △2,423

 財務活動によるキャッシュ・フロー 177,198

現金及び現金同等物に係る換算差額 20,681

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,711,225

現金及び現金同等物の期首残高 8,888,392

現金及び現金同等物の期末残高 ※１  11,599,617
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【注記事項】

(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

１．連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数

1社

主要な連結子会社の名称

ATF株式会社

ATF株式会社は新規設立したことに伴い、当連結会計年度より連結子会社に含めることとなりました。

 
２．持分法の適用に関する事項

該当事項はありません。

 

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。

 

４．会計方針に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券

ａ　その他有価証券

投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資（金融商品取引法第２条第２項により有価証券とみな

されるもの）

組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り

込む方法によっております。

 
(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

①　有形固定資産(リース資産を除く)

定率法を採用しております。ただし、2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定

額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物 ８～50年

工具、器具及び備品 ３～20年
 

②　無形固定資産(リース資産を除く)

定額法を採用しております。

なお、主な償却年数は次のとおりであります。

商標権 10年  

ソフトウエア（自社利用） ５年 （社内における利用可能期間）
 

 
③　リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
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(3) 重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については

個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

②　賞与引当金

役員・従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当連結会計年度に見合う分を計

上しております。

③　ユーザー還元引当金

「レシチャレ」アプリのユーザーに付与したコインのうち、将来のコイン交換により発生する費用負担に備

え、当連結会計年度末における将来使用見込額を、ユーザー還元引当金として計上しております。

 

(4) 重要な収益及び費用の計上基準

当社グループの主要なサービスにおける収益認識の会計方針は、以下のとおりであります。

 
[メディア]

①　アドネットワーク広告

アドネットワーク広告に係る収益は、アドネットワーク事業者を顧客とする広告取引であります。当社グルー

プは、アドネットワーク事業者が指定する広告を当社ウェブサイト等で配信する義務を負っております。

当該履行義務は、顧客との契約に基づき配信を通じて充足されるものであり、配信した広告数等に応じて収益

を認識しております。

②　有料課金

有料課金に係る収益は、『Kurashiru（クラシル）』アプリにおいてプレミアムサービスを提供する義務を負っ

ております。

当該履行義務はプレミアムサービスの提供期間にわたって充足されるものであり、サービス提供期間に応じて

収益を認識しております。

③　タイアップ広告

タイアップ広告は、主に広告主とタイアップした商品を掲載するものであり、これに係る収益は、『Kurashiru

（クラシル）』アプリにおいてレシピ動画の配信もしくは『TRILL（トリル）』サイトにおいて記事コンテンツの

広告配信を行う義務を負っております。

当該履行義務は広告配信期間にわたって充足されるものであり、広告の配信期間に応じて収益を認識しており

ます。

④　掲載

掲載に係る収益は、コンテンツ（チラシ）の出稿主からの申込内容を当社の仕様によりインターネットを経由

して『レシチャレ』に配信する義務を負っております。

当該履行義務はコンテンツ（チラシ）の配信期間にわたって履行義務が充足されるものであり、コンテンツの

配信期間に応じて収益を認識しております。

 
[購買]

①　アフィリエイト

アフィリエイトに係る収益は、広告代理店のシステムを通して指定された広告主の広告（＝リンク）を設置し

購買を促進する広告配信を行う義務を負っております。

広告の配信期間に応じて履行義務が充足されるものであり、広告の配信期間にわたって広告条件を達成した実

績数に応じて収益を認識しております。
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②　レシチャレ

レシチャレに係る収益は、依頼主から指定された商品を「レシチャレ」に配信し、購入レシートをアップロー

ドしたユーザーへポイントを付与することで、依頼主に販売促進サービスを提供する義務を負っております。

当該履行義務はサービス提供期間に応じて充足されるものであり、商品の配信期間にわたって条件を達成した

実績数に応じて収益を認識しております。

 
[その他]

①　ライブ配信

ライブ配信に係る収益は、ライブ配信者のマネジメント業務サービス及びライブ配信プラットフォーム上での

配信者によるライブ配信を行う義務を負っております。

配信者による配信が完了した時点で履行義務が充足されるものであり、プラットフォームと合意した所定の分

配率で計算されるプラットフォームからの分配額を収益と認識しております。

 

(5) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建ての金銭債権債務は決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として認識しておりま

す。また、外貨建有価証券（その他有価証券）は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は純資産

の部におけるその他有価証券評価差額金に含めております。

 

(6) のれんの償却方法及び償却期間

のれんは７～８年間の定額法により償却しております。

 
(7) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負

わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期的な投資からなっております。

 
(重要な会計上の見積り)

１．のれんの評価

(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額

 
当連結会計年度

(千円)

のれん 620,840
 

 
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

企業結合により取得したのれんは、取得原価から受け入れた資産及び負債に配分された純額を控除して計上し、

その効果の及ぶ期間にわたって、規則的に償却しております。

各連結会計年度において、のれんの減損の兆候の有無を把握し、減損の兆候が認められる場合には、事業計画に

基づく割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較することにより減損損失の認識の要否を判定してお

ります。

将来キャッシュ・フローの見積りは事業計画を基礎としており、当該事業計画には過去の実績を勘案した売上

高、費用の変動見込み等の重要な仮定が含まれています。

これらの会計上の見積りに使用する事業計画等の仮定は、使用する時点において入手可能な情報に基づく最善の

見積りと判断により策定しておりますが、経営者の判断及び見積りの不確実性を伴うものであり、見積りの前提や

仮定に変更が生じた場合には、翌連結会計年度の連結財務諸表におけるのれんの評価に重要な影響を及ぼす可能性

があります。
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２．ユーザー還元引当金の計上

(1) 当連結会計年度の財務諸表に計上した金額

 
当連結会計年度

(千円)

ユーザー還元引当金 1,259,881
 

 
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

「レシチャレ」アプリのユーザーに付与したコインのうち、将来のコイン交換により発生する費用負担に備え、

当連結会計年度末における将来使用見込額を、ユーザー還元引当金として計上しております。将来使用見込額は、

当連結会計年度末に保有するコイン残高のうち、将来使用されると見込まれるコイン数にコイン交換レートを乗じ

て見積もっております。なお、将来使用見込コイン数につきましては過去の実績等に基づいて算定しております。

当該ユーザー還元引当金は現時点における最善の見積りでありますが、見積りは不確実であり、ユーザーのコイ

ン使用動向に変化があった場合、翌連結会計年度の連結財務諸表における当該引当金及びユーザー還元引当金繰入

額の金額が大きく影響を受ける可能性があります。

 

(未適用の会計基準等)

（リースに関する会計基準等）

・「リースに関する会計基準」（企業会計基準第34号　2024年９月13日）

・「リースに関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第33号　2024年９月13日）等

 

(1）概要

国際的な会計基準と同様に、借手のすべてのリースについて資産・負債を計上する等の取扱いを定めるもので

す。

 
(2）適用予定日

2028年３月期の期首から適用予定であります。

 
(3）当該会計基準等の適用による影響

「リースに関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中でありま

す。

 

（金融商品会計に関する会計基準）

・「金融商品会計に関する実務指針」（改正移管指針第９号　2025年３月11日）

 
(1）概要

ベンチャーキャピタルファンド等に組み入れられた市場価格のない株式を時価評価することで、投資家に対して

有用な情報が提供されるように、上場企業等が保有するベンチャーキャピタルファンドの出資持分に係る会計上の

取扱いの見直しを定めるものです。

 

(2）適用予定日

2027年３月期の期首から適用予定であります。

 
(3）当該会計基準等の適用による影響

「金融商品会計に関する実務指針」の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であ

ります。
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(連結貸借対照表関係)

※１ 売掛金及び契約資産のうち、顧客との契約から生じた債権及び契約資産の金額は、それぞれ以下のとおりであり

ます。

 

 
当連結会計年度
(2026年３月31日)

売掛金 2,445,803 千円

契約資産 98,459 〃
 

 

２ 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行４行と当座貸越契約を締結しております。

当連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入金未実行残高等は以下のとおりであります。

 

 
当連結会計年度
(2026年３月31日)

当座貸越極度額の総額 1,250,000 千円

借入実行残高 － 〃

差引額 1,250,000 〃
 

 

(連結損益計算書関係)

※１ 顧客との契約から生じる収益

売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧客との

契約から生じる収益の金額は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係) １．顧客との契約から生じる収益を分解し

た情報」に記載しております。

 
※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。

 

 
当連結会計年度

(自　2025年４月１日
至　2026年３月31日)

人件費 1,421,422 千円

（内、賞与引当金繰入額） (102,135) 〃

広告宣伝費 1,296,183 〃
 

 

おおよその割合

販売費 31.8 ％

一般管理費 68.2 ％
 

 

※３ 固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。

 

 
当連結会計年度

(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)

工具、器具及び備品 550 千円

計 550 〃
 

 

EDINET提出書類

クラシル株式会社(E40236)

有価証券報告書

 89/128



 

※４ 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

 

 
当連結会計年度

(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)

工具、器具及び備品 0 千円

ソフトウエア 2,231 〃

計 2,231 〃
 

 

(連結包括利益計算書関係)

※１　その他の包括利益に係る組替調整額並びに法人税等及び税効果額

 (千円)

 
当連結会計年度

(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)

その他有価証券評価差額金  

当期発生額 13,619

組替調整額 －

法人税等及び税効果調整前 13,619

法人税等及び税効果額 △2,734

その他有価証券評価差額金 10,884

その他の包括利益合計 10,884
 

 

(連結株主資本等変動計算書関係)

当連結会計年度(自　2025年４月１日 至　2026年３月31日)

１. 発行済株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式　　 (株) 41,316,100 1,302,460 － 42,618,560

合計 41,316,100 1,302,460 － 42,618,560
 

（変動事由の概要）

新株の発行（新株予約権の行使）

ストック・オプションの権利行使による増加　1,302,460株

 
２. 自己株式に関する事項

該当事項はありません。

 

３. 新株予約権等に関する事項

会社名 内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数(株) 当連結会計
年度末残高
(千円)

当連結会計
年度期首

増加 減少
当連結会計
年度末

提出会社
ストック・オプショ
ンとしての新株予約
権

－ － － － － 6,360

合計 － － － － 6,360
 

 

４. 配当に関する事項

該当事項はありません。
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※１  現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりでありま

す。

 

 
当連結会計年度

(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)

現金及び預金 9,105,754 千円

有価証券勘定に含まれるコマー
シャル・ペーパー

2,493,863 〃

現金及び現金同等物 11,599,617 千円
 

 

(金融商品関係)

１．金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

資金計画に基づき必要な資金は第三者割当による株式の発行により調達しております。また、資金運用に関して

は短期的な預金などに限定し、デリバティブ取引は行わない方針であります。

 

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。

投資有価証券は、投資事業有限責任組合への出資であり、組合における財政状態や運用状況に伴い出資元本を割

り込むリスクに晒されております。

敷金は主に本社オフィスの賃貸借契約に伴うものであり、差入先の信用リスクに晒されておりますが、契約締結

に際し差入先の信用状況を把握しております。

営業債務である未払金は、そのほとんどが２か月以内の支払期日となっております。

 

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理

当社は、営業債権について、経理規程及び与信管理規程に従い、CFO室が取引相手ごとに期日及び残高を管理す

るとともに、入金状況を営業部門に随時連絡しております。これにより財務状況等の悪化による回収懸念の早期

把握や軽減を図っております。

投資事業有限責任組合への出資については、定期的に組合の決算書を入手し組合の財政状態及び運用状況を把

握することにより、リスクの軽減を図っております。

 
② 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理

当社は、利益計画に基づき経営企画本部が適時に資金計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持等に

より流動性リスクを管理しております。

 

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当

該価額が変動することがあります。

 

２．金融商品の時価等に関する事項

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、「現金及び預金」、

「売掛金」、「有価証券」、「未払金」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額

に近似するものであることから、記載を省略しております。
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当連結会計年度(2026年３月31日)

 

 
連結貸借対照表計上額

(千円)
時価
(千円)

差額
(千円)

(1) 敷金(*3) 158,726 139,289 △19,436

資産計 158,726 139,289 △19,436
 

(※１) 連結貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等への出資は、「時価の算定に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年６月17日）第24-16項に基づき、時価開示の対象とはしておりま

せん。当該出資の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

区分 当連結会計年度(千円)

投資事業有限責任組合出資金 286,717
 

(※２) 「破産更生債権等」については、回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しており、時価は決算日におけ

る連結貸借対照表価額から現在の貸倒見積高を控除した金額に近似していることから、注記を省略しており

ます。

(※３) 「敷金」については、敷金の回収が最終的に見込めないと認められる部分の金額（資産除去債務の未償却残

高）が含まれております。

 

(注１)　金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額

 
当連結会計年度(2026年３月31日)

 

 
１年以内
(千円)

１年超
５年以内
(千円)

５年超
10年以内
(千円)

10年超
(千円)

現金及び預金 9,105,754 － － －

売掛金 2,445,803 － － －

有価証券 2,493,863 － － －

敷金 － － 60,163 24,231

合計 14,045,421 － 60,163 24,231
 

 
３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに分類し

ております。

レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した時価

レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属する

レベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

 

(1) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

当連結会計年度(2026年３月31日)

 

区分
時価(千円)

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

敷金 － 139,289 － 139,289

資産計 － 139,289 － 139,289
 

(注)　時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

敷金

敷金の時価は、契約ごとに分類したうえで、敷金の回収が最終的に見込めないと認められる部分の金額（資

産除去債務の未償却残高）が含まれており、返還までの期間に対応した国債利回りを基に現在価値法により

算定しており、レベル２の時価に分類しております。
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(ストック・オプション等関係)

１．ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名

該当事項はありません。

 
２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1) ストック・オプションの内容

 第１回新株予約権 第２回新株予約権 第３回新株予約権

会社名 提出会社 提出会社 提出会社

決議年月日 2016年９月15日 2017年６月19日 2019年４月26日

付与対象者の区分及び人数 当社従業員３名 当社従業員31名 当社従業員32名

株式の種類別のストック・オ
プションの数

普通株式 14,000株(注)
１

普通株式 27,000株(注)
１

普通株式 57,620株

付与日 2016年９月16日 2017年６月29日 2019年４月26日

権利確定条件

新株予約権者は、権利
行使時においても、当
社、当社の子会社又は
当社の関連会社の取締
役、監査役又は従業員
のいずれかの地位を有
することを要する。

「第４ 提出会社の状
況　１ 株式等の状況　
(2) 新株予約権等の状
況」に記載のとおりで
あります。

「第４ 提出会社の状
況　１ 株式等の状況　
(2) 新株予約権等の状
況」に記載のとおりで
あります。

対象勤務期間
対象勤務期間の定めは
ありません。

対象勤務期間の定めは
ありません。

対象勤務期間の定めは
ありません。

権利行使期間
2018年９月16日から
2026年９月15日まで

2019年６月20日から
2027年６月19日まで

2021年４月27日から
2029年３月14日まで

 

 

 第４回新株予約権 第５回新株予約権 第６回新株予約権

会社名 提出会社 提出会社 提出会社

決議年月日 2019年７月８日 2020年４月24日 2021年10月19日

付与対象者の区分及び人数 当社従業員１名
当社取締役１名
当社従業員44名

当社取締役１名
当社従業員30名

株式の種類別のストック・オ
プションの数

普通株式 11,000株 普通株式 28,000株 普通株式 27,030株

付与日 2019年７月10日 2020年４月25日 2021年10月20日

権利確定条件

「第４ 提出会社の状
況　１ 株式等の状況　
(2) 新株予約権等の状
況」に記載のとおりで
あります。

「第４ 提出会社の状
況　１ 株式等の状況　
(2) 新株予約権等の状
況」に記載のとおりで
あります。

「第４ 提出会社の状
況　１ 株式等の状況　
(2) 新株予約権等の状
況」に記載のとおりで
あります。

対象勤務期間
対象勤務期間の定めは
ありません。

対象勤務期間の定めは
ありません。

対象勤務期間の定めは
ありません。

権利行使期間
2021年７月９日から
2029年３月14日まで

2022年４月25日から
2030年４月24日まで

 
2023年10月20日から
2031年10月19日まで

 

 

EDINET提出書類

クラシル株式会社(E40236)

有価証券報告書

 93/128



 

 第７回新株予約権 第８回新株予約権 第９回新株予約権

会社名 提出会社 提出会社 提出会社

決議年月日 2022年10月６日 2022年10月18日 2022年10月18日

付与対象者の区分及び人数
コタエル信託株式会社
(注)２
 

当社従業員15名
 

当社取締役２名
当社従業員３名

株式の種類別のストック・オ
プションの数

普通株式 60,000株 普通株式 32,350株 普通株式 175,000株

付与日 2022年10月17日 2022年10月19日 2022年10月19日

権利確定条件

「第４ 提出会社の状
況　１ 株式等の状況　
(2) 新株予約権等の状
況」に記載のとおりで
あります。

「第４ 提出会社の状
況　１ 株式等の状況　
(2) 新株予約権等の状
況」に記載のとおりで
あります。

「第４ 提出会社の状
況　１ 株式等の状況　
(2) 新株予約権等の状
況」に記載のとおりで
あります。

対象勤務期間
対象勤務期間の定めは
ありません。

対象勤務期間の定めは
ありません。

対象勤務期間の定めは
ありません。

権利行使期間
2022年10月17日から
2032年10月５日まで

2024年10月19日から
2032年10月５日まで

2022年10月19日から
2032年10月５日まで

 

 

 第10回新株予約権 第11回新株予約権 第12回新株予約権

会社名 提出会社 提出会社 提出会社

決議年月日 2023年２月27日 2023年６月27日 2023年６月27日

付与対象者の区分及び人数
当社監査役１名
当社従業員９名

当社従業員３名 社外協力者１名

株式の種類別のストック・オ
プションの数

普通株式 5,100株 普通株式 6,900株 普通株式 300株

付与日 2023年２月28日 2023年６月27日 2023年６月30日

権利確定条件

「第４ 提出会社の状
況　１ 株式等の状況　
(2) 新株予約権等の状
況」に記載のとおりで
あります。

「第４　提出会社の状
況１　株式等の状況
（２）新株予約権等の
状況」に記載のとおり
であります。

「第４　提出会社の状
況１　株式等の状況
（２）新株予約権等の
状況」に記載のとおり
であります。

対象勤務期間
対象勤務期間の定めは
ありません。

対象勤務期間の定めは
ありません。

対象勤務期間の定めは
ありません。

権利行使期間
2025年２月28日から
2033年２月24日まで

2025年６月28日から
2033年６月27日まで

2023年６月30日から
2033年６月27日まで
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 第13回新株予約権 第14回新株予約権 第15回新株予約権

会社名 提出会社 提出会社 提出会社

決議年月日 2024年１月26日 2024年３月19日 2024年７月16日

付与対象者の区分及び人数 当社従業員３名 当社従業員１名 当社従業員25名

株式の種類別のストック・オ
プションの数

普通株式 10,000株 普通株式 900株 普通株式 174,000株

付与日 2024年１月31日 2024年３月29日 2024年７月25日

権利確定条件

「第４　提出会社の状
況１　株式等の状況
（２）新株予約権等の
状況」に記載のとおり
であります。

「第４　提出会社の状
況１　株式等の状況
（２）新株予約権等の
状況」に記載のとおり
であります。

「第４　提出会社の状
況１　株式等の状況
（２）新株予約権等の
状況」に記載のとおり
であります。

対象勤務期間
対象勤務期間の定めは
ありません。

対象勤務期間の定めは
ありません。

対象勤務期間の定めは
ありません。

権利行使期間
2026年１月27日から
2034年１月26日まで

2026年３月20日から
2034年３月19日まで

2026年７月17日から
2034年６月28日まで

 

(注)１．株式数に換算して記載しております。なお、2017年６月28日付株式分割(普通株式１株につき100株の

割合)及び2024年10月15日付株式分割(普通株式１株につき10株の割合)による分割後の株式数に換算し

て記載しております。

２．本新株予約権は、コタエル信託株式会社を受託者とする信託に割り当てられ、信託期間満了日におい

て当社が受益者として指定した者に交付されるものであり、2024年３月29日に受益者として当社取締

役１名、当社執行役員２名、当社従業員21名を指定しております。

 
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況

当連結会計年度(2026年３月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプション

の数については株式数に換算して記載しております。

 
① ストック・オプションの数

 第１回新株予約権 第２回新株予約権 第３回新株予約権 第４回新株予約権

会社名 提出会社 提出会社 提出会社 提出会社

決議年月日 2016年９月15日 2017年６月19日 2019年４月26日 2019年７月８日

権利確定前(株)     

前連結会計年度末 － － － －

付与 － － － －

失効 － － － －

権利確定 － － － －

未確定残 － － － －

権利確定後(株)     

前連結会計年度末 140,000 187,000 243,000 110,000

権利確定 － － － －

権利行使 140,000 127,000 223,000 92,300

失効 － － － －

未行使残 － 60,000 20,000 17,700
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 第５回新株予約権 第６回新株予約権 第７回新株予約権 第８回新株予約権

会社名 提出会社 提出会社 提出会社 提出会社

決議年月日 2020年４月24日 2021年10月19日 2022年10月６日 2022年10月18日

権利確定前(株)     

前連結会計年度末 － － 572,500 116,250

付与 － － － －

失効 － － － 15,000

権利確定 － － 286,250 58,125

未確定残 － － 286,250 43,125

権利確定後(株)     

前連結会計年度末 165,000 109,200 － 116,250

権利確定 － － 286,250 58,125

権利行使 154,660 34,250 － 151,000

失効 － － － －

未行使残 10,340 74,950 286,250 23,375
 

 

 第９回新株予約権 第10回新株予約権 第11回新株予約権 第12回新株予約権

会社名 提出会社 提出会社 提出会社 提出会社

決議年月日 2022年10月18日 2023年２月27日 2023年６月27日 2023年６月27日

権利確定前(株)     

前連結会計年度末 875,000 20,000 30,000 －

付与 － － － －

失効 － － － －

権利確定 437,500 10,000 15,000 －

未確定残 437,500 10,000 15,000 －

権利確定後(株)     

前連結会計年度末 875,000 20,000 － 3,000

権利確定 437,500 10,000 15,000 －

権利行使 362,500 17,750 － －

失効 － － － －

未行使残 950,000 12,250 15,000 3,000
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 第13回新株予約権 第14回新株予約権 第15回新株予約権

会社名 提出会社 提出会社 提出会社

決議年月日 2024年１月26日 2024年３月19日 2024年７月16日

権利確定前(株)    

前連結会計年度末 60,000 9,000 168,000

付与 － － －

失効 － － 38,000

権利確定 30,000 4,500 －

未確定残 30,000 4,500 130,000

権利確定後(株)    

前連結会計年度末 － － －

権利確定 30,000 4,500 －

権利行使 － － －

失効 － － －

未行使残 30,000 4,500 －
 

（注）2017年６月28日付株式分割(普通株式１株につき100株の割合)及び2024年10月15日付株式分割(普通株式１

株につき10株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。

 

② 単価情報

 第１回新株予約権 第２回新株予約権 第３回新株予約権 第４回新株予約権

会社名 提出会社 提出会社 提出会社 提出会社

決議年月日 2016年９月15日 2017年６月19日 2019年４月26日 2019年７月８日

権利行使価格(円) 31 105 130 130

行使時平均株価(円) 1,840 1,559 1,570 2,004

付与日における公平な
評価単価(株)

－ － － －
 

 

 第５回新株予約権 第６回新株予約権 第７回新株予約権 第８回新株予約権

会社名 提出会社 提出会社 提出会社 提出会社

決議年月日 2020年４月24日 2021年10月19日 2022年10月６日 2022年10月18日

権利行使価格(円) 190 290 150 150

行使時平均株価(円) 1,469 1,521 － 1,419

付与日における公平な
評価単価(株)

－ － － －
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 第９回新株予約権 第10回新株予約権 第11回新株予約権 第12回新株予約権

会社名 提出会社 提出会社 提出会社 提出会社

決議年月日 2022年10月18日 2023年２月27日 2023年６月27日 2023年６月27日

権利行使価格(円) 150 260 265 265

行使時平均株価(円) 1,488 1,589 － －

付与日における公平な
評価単価(株)

－ － － －
 

 
 第13回新株予約権 第14回新株予約権 第15回新株予約権

会社名 提出会社 提出会社 提出会社

決議年月日 2024年１月26日 2024年３月19日 2024年７月16日

権利行使価格(円) 250 250 350

行使時平均株価(円) － － －

付与日における公平な
評価単価(株)

－ － －
 

 

３．当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

ストック・オプション付与日時点において、当社は株式を上場していないことから、ストック・オプションの公正

な評価単価の見積方法を単位当たりの本源的価値の見積りによっております。また、単位当たりの本源的価値を算定

する基礎となる自社の株式の評価方法はディスカウントキャッシュフロー方式によっております。

 

４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法

基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しており

ます。

 
５．ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の

合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額

(1) 当連結会計年度末における本源的価値の合計額 1,899,759 千円

(2) 当連結会計年度において権利行使されたストック・オプ

ションの権利行使日における本源的価値の合計額
1,872,429 千円
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(税効果会計関係)

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 

 
当連結会計年度
(2026年３月31日)

繰延税金資産   

減価償却超過額 632,002 千円

ユーザー還元引当金 397,114 〃

資産調整勘定 57,534 〃

賞与引当金 37,022 〃

敷金償却 28,877 〃

未払事業税 48,440 〃

その他 21,322 〃

繰延税金資産小計 1,222,314 千円

評価性引当額
 

－ 〃

繰延税金資産合計 1,222,314 千円

   

繰延税金負債   

有価証券評価差額金 △2,734 千円

繰延税金負債合計 △2,734 千円

繰延税金資産純額 1,219,579 千円
 

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

主要な項目別の内訳

当連結会計年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異が法定実効税率の100分の５以

下であるため注記を省略しております。

 
(資産除去債務関係)

資産除去債務のうち貸借対照表に計上していないもの

当社は、本社事務所等の不動産賃貸借契約に基づく退去等における原状回復義務を資産除去債務として認識して

おります。

なお、当連結会計年度末における資産除去債務は、負債計上に代えて、不動産賃貸借契約に関連する敷金の回収

が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、当連結会計年度の負担に属する金額を費用に計上する

方法によっております。
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(収益認識関係)

１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当連結会計年度(自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)

 (単位：千円)

 プラットフォーム事業

　メディア 8,030,106

　購買 6,028,816

　その他 2,942,397

合計 17,001,320
 

(注)　その他の主な内訳は、「LIVEwith」(ライブウィズ)事業におけるライブ配信等であります。

 
２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

収益を理解するための基礎となる情報は、「注記事項（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）

４．会計方針に関する事項　（4）重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。

 
３．顧客の契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末

において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情

報

 
(1) 契約資産及び契約負債の残高等

 (単位：千円)

 
当連結会計年度

(自　2025年４月１日
　至　2026年３月31日)

契約資産(期首残高) 24,243

契約資産(期末残高) 98,459

契約負債(期首残高) 5,913

契約負債(期末残高) 10,319
 

(注)　契約資産は、主にタイアップ広告など広告の配信期間に応じて認識した収益に係る未請求売掛金でありま

す。

契約負債は、レシピ動画や記事コンテンツ等のタイアップ広告の配信等における顧客からの前受金でありま

す。契約負債は収益の認識に伴い取り崩されます。

当連結会計年度に認識された収益について、期首現在の契約負債残高に含まれていた金額は5,913千円であり

ます。

 
(2) 残存履行義務に配分した取引価格

残存履行義務に配分した取引価格は、概ね１年内に収益として認識されます。

当社は、当初に予想される顧客との契約期間が１年以内であるため、残存履行義務に配分した取引価格の総

額及び収益の認識が見込まれる期間の記載を省略しております。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当社グループは、プラットフォーム事業の単一セグメントのため、記載を省略しております。

 

【関連情報】

当連結会計年度(自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)

 

１　製品及びサービスごとの情報

当社グループは、プラットフォーム事業の単一セグメントのため、記載を省略しております。

 
２　地域ごとの情報

(1) 売上高

   (単位：千円)

日本 シンガポール その他 合計

11,120,944 4,741,523 1,138,853 17,001,320
 

(注)　売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

 
(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

 
３　主要な顧客ごとの情報

 (単位：千円)

顧客の名称又は氏名 売上高

Google Asia Pacific Pte.Ltd. 2,404,278

TIKTOK PTE.LTD. 1,929,737
 

 
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

該当事項はありません。

 

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

当社グループは、プラットフォーム事業の単一セグメントのため、記載を省略しております。

 
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

該当事項はありません。

 

【関連当事者情報】

１．関連当事者との取引

(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者の取引

連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る)等

当連結会計年度(自 2025年４月１日 至 2026年３月31日)

 

種類
会社等の名
称

所在地

資本金
又は
出資金
(百万円)

事業の内容

議決権等
の所有
(被所有)割
合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)

親会社
LINEヤフー
株式会社

東京都
千代田区

252,134
イ ン タ ー
ネット広告
事業等

被所有
直接39.10
間接15.44

役員の受入
アドネット
ワーク広告
の提供

アドネット
ワーク売上

913,250 売掛金 178,779

 

(注) 取引条件は、独立第三者間取引と同様の一般的な取引条件で行っております。
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(2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

 

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

東京証券取引所に上場

LINEヤフー株式会社

ソフトバンクグループ株式会社

ソフトバンク株式会社

非上場

ソフトバンクグループジャパン株式会社

Ａホールディングス株式会社

 

(2) 重要な関連会社の要約財務情報

該当事項はありません。

 

(１株当たり情報)

 

 
当連結会計年度

(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)

１株当たり純資産額 310.66円

１株当たり当期純利益 58.67円

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

55.00円
 

(注) １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

 
当連結会計年度

(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)

１株当たり当期純利益  

親会社株主に帰属する当期純利益(千円) 2,461,113

普通株主に帰属しない金額(千円) －

普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益
(千円)

2,461,113

普通株式の期中平均株式数(株) 41,945,160

  

潜在株式調整後１株当たり当期純利益  

親会社株主に帰属する当期純利益調整額(千円) －

普通株式増加数(株) 2,798,632

(うち新株予約権(株)) (2,798,632)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要

－
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⑤ 【連結附属明細表】

【社債明細表】

該当事項はありません。

 
【借入金等明細表】

該当事項はありません。

 
【資産除去債務明細表】

資産除去債務に関しては、資産除去債務の負債計上に代えて、不動産賃借契約に関連する敷金の回収が最終的

に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、当連結会計年度の負担に属する金額を費用に計上する方法に

よっているため、該当事項はありません。
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(2) 【その他】

当連結会計年度における半期情報等

  中間連結会計期間 当連結会計年度

売上高 (千円) － 17,001,320

税金等調整前中間(当期)純利益 (千円) － 3,505,791

親会社株主に帰属する中間
(当期)純利益

(千円) － 2,461,113

１株当たり中間(当期)純利益 (円) － 58.67
 

（注）当連結会計年度末より連結財務諸表を作成しているため、中間連結会計期間の数値は記載しておりません。
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２ 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前事業年度

(2025年３月31日)
当事業年度

(2026年３月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 8,888,392 9,028,812

  売掛金及び契約資産 ※１,※２  1,951,065 ※１,※２  2,492,598

  前払費用 157,299 180,509

  有価証券 － 2,493,863

  その他 42,076 ※１  27,459

  貸倒引当金 △12,281 △12,310

  流動資産合計 11,026,552 14,210,933

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物 265,174 265,564

    減価償却累計額 △62,876 △83,476

    建物（純額） 202,297 182,087

   工具、器具及び備品 138,145 120,427

    減価償却累計額 △107,640 △98,537

    工具、器具及び備品（純額） 30,504 21,889

   リース資産 － 8,207

    減価償却累計額 － △2,735

    リース資産 － 5,471

   有形固定資産合計 232,802 209,449

  無形固定資産   

   のれん 642,396 513,917

   契約関連無形資産 26,729 －

   ソフトウエア 13,043 10,645

   その他 3,094 4,772

   無形固定資産合計 685,263 529,334

  投資その他の資産   

   投資有価証券 172,426 286,717

   関係会社株式 － 300,000

   敷金 171,187 155,036

   長期前払費用 4,976 10,490

   繰延税金資産 862,351 1,162,045

   破産更生債権等 251 240

   貸倒引当金 △251 △240

   投資その他の資産合計 1,210,941 1,914,289

  固定資産合計 2,129,007 2,653,073

 資産合計 13,155,559 16,864,006
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           (単位：千円)

          
前事業年度

(2025年３月31日)
当事業年度

(2026年３月31日)

負債の部   

 流動負債   

  未払金 ※１  820,090 ※１  1,060,916

  未払費用 44,729 41,816

  未払法人税等 608,265 897,247

  契約負債 5,913 10,319

  賞与引当金 88,100 117,458

  ユーザー還元引当金 770,281 1,259,881

  その他 223,749 237,876

  流動負債合計 2,561,129 3,625,517

 負債合計 2,561,129 3,625,517

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 100,449 190,840

  資本剰余金   

   資本準備金 449 90,840

   その他資本剰余金 3,707,148 3,707,148

   資本剰余金合計 3,707,597 3,797,988

  利益剰余金   

   その他利益剰余金   

    繰越利益剰余金 6,783,807 9,237,359

   利益剰余金合計 6,783,807 9,237,359

  株主資本合計 10,591,854 13,226,188

 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金 △4,943 5,941

  評価・換算差額等合計 △4,943 5,941

 新株予約権 7,520 6,360

 純資産合計 10,594,430 13,238,489

負債純資産合計 13,155,559 16,864,006
 

EDINET提出書類

クラシル株式会社(E40236)

有価証券報告書

106/128



② 【損益計算書】

           (単位：千円)

          前事業年度
(自 2024年４月１日
　至 2025年３月31日)

当事業年度
(自 2025年４月１日
　至 2026年３月31日)

売上高 ※１  13,101,675 ※１  16,880,102

売上原価 ※１  6,607,014 ※１  8,863,422

売上総利益 6,494,660 8,016,680

販売費及び一般管理費 ※１,※２  3,831,996 ※１,※２  4,567,029

営業利益 2,662,664 3,449,650

営業外収益   

 受取利息 4,459 28,809

 為替差益 － 24,152

 その他 ※１  3,148 ※１  7,342

 営業外収益合計 7,607 60,304

営業外費用   

 支払利息 － 358

 上場関連費用 25,772 －

 為替差損 26,657 －

 投資事業組合運用損 10,203 14,054

 その他 397 1,417

 営業外費用合計 63,031 15,830

経常利益 2,607,240 3,494,124

特別利益   

 固定資産売却益 － ※３  550

 特別利益合計 － 550

特別損失   

 固定資産除却損 ※４  273 ※４  2,231

 特別損失合計 273 2,231

税引前当期純利益 2,606,966 3,492,443

法人税、住民税及び事業税 984,030 1,341,320

法人税等調整額 △68,594 △302,428

法人税等合計 915,436 1,038,891

当期純利益 1,691,530 2,453,551
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【売上原価明細書】

  
前事業年度

(自　2024年４月１日
至　2025年３月31日)

当事業年度
(自　2025年４月１日
至　2026年３月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

Ⅰ 当期仕入高  2,370,002 35.9 2,806,667 31.7

Ⅱ  労務費  436,476 6.6 453,746 5.1

Ⅲ  経費 ※ 3,800,534 57.5 5,604,015 63.2

期末商品棚卸高  － － 1,002 －

当期売上原価  6,607,014 100.0 8,863,422 100.0
 

 

※ 主な内訳は、次のとおりであります。

項目 前事業年度(千円) 当事業年度(千円)

ユーザー還元費用 2,116,789 3,609,518

サーバー管理費 458,214 600,949

ユーザー還元引当金繰入額 336,654 431,946
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③ 【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)

 (単位：千円)

 

株主資本

資本金

資本剰余金

資本準備金
その他資本剰余

金
資本剰余金合計

当期首残高 100,000 － 3,707,148 3,707,148

当期変動額     

新株の発行（新株予

約権の行使）
449 449  449

当期純利益     

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額）

    

当期変動額合計 449 449 － 449

当期末残高 100,449 449 3,707,148 3,707,597
 

 

 

株主資本 評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計

利益剰余金

株主資本合計
その他有価証券

評価差額金

評価・換算差額

等合計

その他利益剰余

金 利益剰余金合計

繰越利益剰余金

当期首残高 5,092,276 5,092,276 8,899,425 － － 7,520 8,906,945

当期変動額        

新株の発行（新株予

約権の行使）
  899    899

当期純利益 1,691,530 1,691,530 1,691,530    1,691,530

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額）

   △4,943 △4,943 － △4,943

当期変動額合計 1,691,530 1,691,530 1,692,429 △4,943 △4,943 － 1,687,485

当期末残高 6,783,807 6,783,807 10,591,854 △4,943 △4,943 7,520 10,594,430
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当事業年度(自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)

 (単位：千円)

 

株主資本

資本金

資本剰余金

資本準備金
その他資本剰余

金
資本剰余金合計

当期首残高 100,449 449 3,707,148 3,707,597

当期変動額     

新株の発行（新株予

約権の行使）
90,390 90,390  90,390

当期純利益     

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額）

    

当期変動額合計 90,390 90,390 － 90,390

当期末残高 190,840 90,840 3,707,148 3,797,988
 

 

 

株主資本 評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計

利益剰余金

株主資本合計
その他有価証券

評価差額金

評価・換算差額

等合計

その他利益剰余

金 利益剰余金合計

繰越利益剰余金

当期首残高 6,783,807 6,783,807 10,591,854 △4,943 △4,943 7,520 10,594,430

当期変動額        

新株の発行（新株予

約権の行使）
  180,781    180,781

当期純利益 2,453,551 2,453,551 2,453,551    2,453,551

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額）

   10,884 10,884 △1,160 9,724

当期変動額合計 2,453,551 2,453,551 2,634,333 10,884 10,884 △1,160 2,644,058

当期末残高 9,237,359 9,237,359 13,226,188 5,941 5,941 6,360 13,238,489
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【注記事項】

(重要な会計方針)

１.資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券の評価基準及び方法

①　関係会社株式

移動平均法による原価法

②　その他有価証券

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法

なお、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資（金融商品取引法第２条第２項により有価証券

とみなされるもの）については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎と

し、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。

 
２. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

定率法を採用しております。ただし、2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、

定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物　　　　　　　　　 ８～50年

工具器具備品　　　　　 ３～20年

 
(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、主な償却年数は次のとおりであります。

のれん　　　　　　　　　 　７年

ソフトウエア(自社利用)　 　５年(社内における利用可能期間)

 
(3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間定額法によっておりま

す。

なお、主なリース期間は４年であります。

 

３. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

 
(2) 賞与引当金

役員・従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上

しております。

 

(3) ユーザー還元引当金

「レシチャレ」（旧クラシルリワード）アプリのユーザーに付与したコインのうち、将来のコイン交換によ

り発生する費用負担に備え、当事業年度末における将来使用見込額を、ユーザー還元引当金として計上してお

ります。
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４. 収益及び費用の計上基準

当社の主要なサービスにおける収益認識の会計方針は、以下のとおりであります。

 
　　［メディア］

(1) アドネットワーク広告

アドネットワーク広告に係る収益は、アドネットワーク事業者を顧客とする広告取引であります。当社は、

アドネットワーク事業者が指定する広告を当社ウェブサイト等で配信する義務を負っております。

当該履行義務は、顧客との契約に基づき配信を通じて充足されるものであり、配信した広告数等に応じて収

益を認識しております。

 
(2) 有料課金

有料課金に係る収益は、「クラシル」アプリにおいてプレミアムサービスを提供する義務を負っておりま

す。

当該履行義務はプレミアムサービスの提供期間にわたって充足されるものであり、サービス提供期間に応じ

て収益を認識しております。

 
(3) タイアップ広告

タイアップ広告は、主に広告主とタイアップした商品を掲載するものであり、これに係る収益は、「クラシ

ル」アプリにおいてレシピ動画の配信もしくは「TRILL（トリル）」サイトにおいて記事コンテンツの広告配信

を行う義務を負っております。

当該履行義務は広告配信期間にわたって充足されるものであり、広告の配信期間に応じて収益を認識してお

ります。

 
(4) 掲載

掲載に係る収益は、コンテンツ（チラシ）の出稿主からの申込内容を当社の仕様によりインターネットを経

由して「レシチャレ」（旧クラシルリワード）に配信する義務を負っております。

当該履行義務はコンテンツ（チラシ）の配信期間にわたって履行義務が充足されるものであり、コンテンツ

の配信期間に応じて収益を認識しております。

 
　　［購買］

(1) アフィリエイト

アフィリエイトに係る収益は、広告代理店のシステムを通して指定された広告主の広告（＝リンク）を設置

し購買を促進する広告配信を行う義務を負っております。

広告の配信期間に応じて履行義務が充足されるものであり、広告の配信期間にわたって広告条件を達成した

実績数に応じて収益を認識しております。

 
(2) レシチャレ

「レシチャレ」に係る収益は、依頼主から指定された商品を「レシチャレ」に配信し、購入レシートをアッ

プロードしたユーザーへポイントを付与することで、依頼主に販売促進サービスを提供する義務を負っており

ます。

当該履行義務はサービス提供期間に応じて充足されるものであり、商品の配信期間にわたって条件を達成し

た実績数に応じて収益を認識しております。

 
　　［その他］

(1) ライブ配信

ライブ配信に係る収益は、ライブ配信者のマネジメント業務サービス及びライブ配信プラットフォーム上で

の配信者によるライブ配信を行う義務を負っております。

配信者による配信が完了した時点で履行義務が充足されるものであり、プラットフォームと合意した所定の

分配率で計算されるプラットフォームからの分配額を収益と認識しております。
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５. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建ての金銭債権債務は決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として認識しておりま

す。また、外貨建有価証券（その他有価証券）は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は純資

産の部におけるその他有価証券評価差額金に含めております。

 
(重要な会計上の見積り)

１．無形固定資産の評価

(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額

 
前事業年度
(千円)

当事業年度
(千円)

のれん 642,396 513,917

契約関連無形資産 26,729 －
 

 
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

連結財務諸表「注記事項（重要な会計上の見積り）１．のれんの評価 (2) 識別した項目に係る重要な会計上

の見積りの内容に関する情報」に記載した内容と同一であります。

 
２．ユーザー還元引当金の計上

(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額

 
前事業年度
(千円)

当事業年度
(千円)

ユーザー還元引当金 770,281 1,259,881
 

 
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

連結財務諸表「注記事項（重要な会計上の見積り）２．ユーザー還元引当金の計上 (2) 識別した項目に係る

重要な会計上の見積りの内容に関する情報」に記載した内容と同一であります。

 
(表示方法の変更)

（貸借対照表関係）

前事業年度において、独立掲記しておりました「流動資産」の「貯蔵品」（前事業年度5,062千円）及び「前渡

金」（同1,954千円）、「無形固定資産」の「商標権」（同3,094千円）並びに「流動負債」の「預り金」（同

34,830千円）は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度よりそれぞれ「その他」に含めて表示しておりま

す。

この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。

 
（損益計算書関係）

前事業年度において、独立掲記しておりました「営業外収益」の「ポイント収入」（前事業年度2,290千円）

は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。

この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
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(貸借対照表関係)

※１　関係会社に対する金銭債権及び金銭債務は以下のとおりであります。

 
前事業年度

(2025年３月31日)
当事業年度

(2026年３月31日)

短期金銭債権 112,601 千円 185,656 千円

短期金銭債務 582 〃 44,742 〃
 

 
※２　売掛金及び契約資産のうち、顧客との契約から生じた債権及び契約資産の金額は、それぞれ以下のとおりであ

ります。

 
前事業年度

(2025年３月31日)
当事業年度

(2026年３月31日)

売掛金 1,926,822 千円 2,394,139 千円

契約資産 24,243 〃 98,459 〃
 

 
　３　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行４行と当座貸越契約を締結しております。

事業年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

 
前事業年度

(2025年３月31日)
当事業年度

(2026年３月31日)

当座貸越極度額総額 1,250,000 千円 1,250,000 千円

借入実行残高 － 〃 － 〃

差引額 1,250,000 〃 1,250,000 〃
 

 
(損益計算書関係)

※１ 関係会社との取引高は次のとおりであります。

 
前事業年度

(自　2024年４月１日
至　2025年３月31日)

当事業年度
(自　2025年４月１日
至　2026年３月31日)

営業取引による取引高     

売上高 531,182千円 820,520千円

仕入高 918 〃 12,888 〃

販売費及び一般管理費 8,731 〃 9,642 〃

営業取引以外の取引による取引高 60 〃 253 〃

計 540,891 〃 843,111 〃
 

 
※２　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。

 
前事業年度

(自　2024年４月１日
至　2025年３月31日)

当事業年度
(自　2025年４月１日
至　2026年３月31日)

人件費 1,305,086 千円 1,416,455 千円

（内、賞与引当金繰入額） (84,629) 〃 (102,135) 〃

広告宣伝費 1,072,396 〃 1,296,183 〃

地代家賃 176,451 〃 218,063 〃

のれん償却額 128,479 〃 128,479 〃

減価償却費 33,468 〃 39,590 〃

敷金償却費 14,056 〃 16,151 〃
 

 

おおよその割合

販売費 28.9 ％ 31.9 ％

一般管理費 71.1 ％ 68.1 ％
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※３ 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

 
前事業年度

(自　2024年４月１日
至　2025年３月31日)

当事業年度
(自　2025年４月１日
至　2026年３月31日)

工具、器具及び備品 － 千円 550 千円

計 － 〃 550 〃
 

 
※４ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

 
前事業年度

(自　2024年４月１日
至　2025年３月31日)

当事業年度
(自　2025年４月１日
至　2026年３月31日)

工具、器具及び備品 273 千円 － 千円

ソフトウエア － 〃 2,231 〃

計 273 〃 2,231 〃
 

 
(有価証券関係)

１．関係会社株式

市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりです。

（単位：千円）

区分
前事業年度

（2025年３月31日）
当事業年度

（2026年３月31日）

関係会社株式 － 300,000
 

 
２．その他有価証券

前事業年度(2025年３月31日)

投資事業組合及びそれに類する組合への出資（貸借対照表計上額172,426千円）については、市場価格がないこ

とから、記載しておりません。

 
当事業年度(2026年３月31日)

投資事業組合及びそれに類する組合への出資（貸借対照表計上額286,717千円）については、市場価格がないこ

とから、記載しておりません。

 

EDINET提出書類

クラシル株式会社(E40236)

有価証券報告書

115/128



 

(税効果会計関係)

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 
前事業年度

(2025年３月31日)
 

当事業年度
(2026年３月31日)

繰延税金資産      
　減価償却超過額 554,703  千円 632,002  千円

　ユーザー還元引当金 242,792  〃  397,114  〃

　賞与引当金 26,976  〃  37,022  〃

　敷金償却否認 23,786  〃  28,877  〃

　未払事業税 1,115  〃  48,440  〃

　その他 22,719  〃  21,322  〃

繰延税金資産小計 872,094 千円 1,164,779 千円

評価性引当額 △1,558  〃  －  〃

繰延税金資産合計 870,535 千円 1,164,779 千円

      

繰延税金負債      
　契約関連無形資産 △8,184 千円 － 千円

　有価証券評価差額金 － 〃 △2,734 〃

繰延税金負債合計 △8,184 千円 △2,734 千円

繰延税金資産純額 862,351 千円 1,162,045 千円
 

 
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となっ

た主要な項目別の内訳

 
前事業年度

(2025年３月31日)
 

当事業年度
(2026年３月31日)

法定実効税率 30.6％  －

（調整）    

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.2％  －

住民税均等割 0.1％  －

のれん償却費 1.5％  －

税率変更による影響 2.7％  －

賃上げ促進税制による税額控除 △0.8％  －

その他 0.0％  －

税効果会計適用後の法人税等の負担率 34.3％  －
 

（注）当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の５

以下であるため注記を省略しております。

 
(収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」

に同一の内容を記載しているので、注記を省略しております。
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(重要な後発事象)

当社は、2026年５月26日開催の取締役会において、当社が営むクリエイターマネジメント事業を新設会社に承継さ

せる新設分割（以下「本新設分割」）の計画を決定するとともに、本新設分割により設立されるLIVEwith株式会社

（仮称、以下「新設会社」）と当社の完全子会社であるATF株式会社が共同して株式移転を行い、中間持株会社「AL

ホールディングス株式会社（仮称、以下「本持株会社」）」を設立すること（以下「本株式移転」、本新設分割と合

わせて「本件組織再編」）を決議いたしました。本件組織再編の効力発生後、当社は本持株会社の完全親会社となり

ます。

 
１. 本件組織再編の目的

当社はクリエイターマネジメント事業を運営し、また、当社の完全子会社であるATF株式会社はVTuber・タレント

マネジメント事業を運営しており、それぞれ異なる形態でエンターテインメント・ライブ配信領域のサービスを提供

しています。

エンターテインメント事業の一体的な経営管理体制への移行を通じて経営資源の効率的な活用と事業間シナジーの

創出を図るため、クリエイターマネジメント事業を新設分割により新設会社に承継させるとともに、当該新設会社及

びATF株式会社を統括する中間持株会社を設立することといたしました。

 
２. 本件組織再編の要旨

当社は、効力発生日を2026年８月１日（予定）としてクリエイターマネジメント事業に関する権利義務を分社型簡

易新設分割（会社法第805条）の方法により新設会社（LIVEwith株式会社（仮称））に承継させた後、効力発生日を

2026年８月31日（予定）として当該新設会社と当社の完全子会社であるATF株式会社が共同株式移転の方法により本

持株会社（ALホールディングス株式会社（仮称））を設立することで再編を実施します。

(1)　日程

取締役会決議日 2026年５月26日

新設分割計画書作成日 2026年５月26日

労働者保護手続き開始 2026年５月26日

債権者保護公告予定日 2026年６月24日

株式移転計画書作成予定日 2026年８月１日

会社分割予定日（効力発生日） 2026年８月１日

共同株式移転予定日（効力発生日） 2026年８月31日
 

 
３. 新設分割の要旨

(1)　新設分割の方法、新設分割に係る割当ての内容その他新設分割計画の内容

①　新設分割の方法

当社を分割会社とし、新設会社を承継会社とする分社型新設分割（会社法第２条第15号の２）。本新設分割

は、会社法第805条に定める簡易新設分割の要件に該当するため、当社における株主総会の承認は不要であり

ます。

②　新設分割に係る割当ての内容

新設会社は、本新設分割に際して普通株式10,000,000株を発行し、当社にその全株式を割当交付いたしま

す。

③　その他新設分割計画の内容

新設分割計画承認取締役会決議日：2026年５月26日

会社分割予定日（効力発生日）：2026年８月１日（予定）

 
(2)　新設分割に係る割当ての内容の算定根拠

本新設分割は、当社が単独で行う新設分割であり、本新設分割に際して新設会社が発行する株式はすべて当

社に割当て交付されることから、第三者機関による算定は実施せず、新設会社の資本金の額等を考慮して決定

いたしました。

 
(3)　新設分割の概要
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新設分割設立会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額

及び事業の内容

商号 LIVEwith株式会社（仮称）

本店の所在地
東京都港区芝浦３丁目１番１号
msb Tamachi 田町ステーションタワーN 23階

代表者の氏名 代表取締役社長　大橋　直弥

資本金の額 10百万円

純資産の額（※） 543百万円（2026年３月31日時点）

総資産の額（※） 638百万円（2026年３月31日時点）

事業の内容 クリエイターマネジメント事務所「LIVEwith」の運営等
 

※実際に分割される資産・負債の金額は、上記金額に本新設分割の効力発生日までの増減を加除したうえで確定

いたします。

 
(4)　承継する事業に係る直近事業年度の売上高

2,821百万円（2026年３月期）

 
４．株式移転の要旨

(1)　本株式移転の当事会社の概要

商号 LIVEwith株式会社（仮称） ATF株式会社

事業の内容
クリエイターマネジメント事務所
「LIVEwith」の運営等

タレント等の育成及びマネジメン
ト並びにイベントの企画及び運営
等

設立年月日 2026年８月１日（予定） 2025年11月19日

本店の所在地
東京都港区芝浦３丁目１番１号
msb Tamachi 田町ステーションタ
ワーN 23階

東京都港区芝浦３丁目１番１号
msb Tamachi 田町ステーションタ
ワーN 23階

代表者の氏名 代表取締役社長　大橋　直弥 代表取締役社長　大橋　直弥

資本金の額 10百万円 10百万円

純資産の額
（2026年３月31日時点）

543百万円 307百万円

総資産の額
（2026年３月31日時点）

638百万円 356百万円
 

 
(2)　株式移転により新たに設立する会社の概要

商号 ALホールディングス株式会社（仮称）

本店の所在地
東京都港区芝浦３丁目１番１号
msb Tamachi 田町ステーションタワーN 23階

代表者の氏名 代表取締役社長　大橋　直弥

資本金の額 10百万円

設立年月日 2026年８月31日（予定）

事業の内容 子会社の経営管理及びそれに附帯する業務
 

 
５．実施する会計処理の概要

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 2019年１月16日）及び「企業結合会計基準及び事業分離等

会計基準に関する運用指針」（企業会計基準適用指針第10号 2019年１月16日）に基づき、共通支配下の取引として

処理する予定です。
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④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

（単位：千円）

区分 資産の種類
当期首
残高

当期
増加額

当期
減少額

当期
償却額

当期末
残高

減価償却
累計額

有形固定資産 建物 202,297 390 － 20,599 182,087 83,476

 工具、器具及び備品 30,504 3,528 270 11,872 21,889 98,537

 リース資産 － 8,207 － 2,735 5,471 2,735

 計 232,802 12,126 270 35,208 209,449 184,750

無形固定資産 のれん 642,396 － － 128,479 513,917 －

 契約関連無形資産 26,729 － － 26,729 － －

 無形資産 － 3,000 － 550 2,450 －

 商標権 3,094 － － 771 2,322 －

 ソフトウエア 13,043 4,005 2,231 4,172 10,645 －

 計 685,263 7,005 2,231 160,702 529,334 －
 

 
（注）当期増加額の主な内容は、以下のとおりであります。

リース資産 田町本社 NW機器 8,207千円
 

 
【引当金明細表】

（単位：千円）

科目 当期首残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

貸倒引当金 12,533 29 11 12,551

賞与引当金 88,100 117,458 88,100 117,458

ユーザー還元引当金 770,281 1,062,776 573,176 1,259,881
 

 
(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。
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第６ 【提出会社の株式事務の概要】

 

事業年度 毎年４月１日から翌年３月31日まで

定時株主総会 毎事業年度末日から３か月以内

基準日 毎年３月31日

剰余金の配当の基準日
毎年３月31日
毎年９月30日

１単元の株式数  100株

単元未満株式の買取り  

　　取扱場所
東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
三井住友信託銀行株式会社　証券代行部

　　株主名簿管理人
東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
三井住友信託銀行株式会社

　　取次所 -

　　買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

公告掲載方法
電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告を
することができない場合は、日刊工業新聞に掲載して公告する。
公告掲載URL：https://kurashiru.co.jp/

株主に対する特典
毎年３月末日現在の株主名簿に記載された100株以上所有の株主に、レシピ動画プラッ
トフォーム「クラシル」のプレミアム機能が使い放題となる、「クラシルプレミアム」
（通常 月額480円（税込））の12ヶ月分無料優待を進呈する。

 

(注) 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨、

定款に定めております。

(1) 会社法第189条第２項各号に掲げる権利

(2) 会社法第166条第１項の規定により請求をする権利

(3) 株主が保有する株式数に応じて募集株式の割当及び募集新株予約権の割当を受ける権利
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第７ 【提出会社の参考情報】

 

１ 【提出会社の親会社等の情報】

　　　当社の金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等は、Ａホールディングス株式会社であります。

２ 【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

 

(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

事業年度　第12期(自2024年４月１日　至2025年３月31日)2025年６月27日関東財務局長に提出。

(2) 内部統制報告書及びその添付書類

2025年６月27日関東財務局長に提出。

(3) 半期報告書及び確認書

事業年度　第13期中(自2025年４月１日　至2025年９月30日)2025年11月７日関東財務局長に提出。

　(4) 臨時報告書

　　　2025年６月30日付（定時株主総会決議事項に対する決議の結果等：内閣府令第19条第２項第９号の２）、同年

　　11月28日付（特定子会社の異動を伴う子会社設立：内閣府令第19条第２項第３号）、及び2026年５月26日付（新

　　設分割：内閣府令第19条第２項第７号の２）でそれぞれ関東財務局長に提出。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書
 

 

 

2026年６月19日

クラシル株式会社

取締役会 御中

 
有限責任監査法人トーマツ

 

東京事務所
 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 広   瀬   勉  

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 古   谷   大   二   郎

 

 

＜連結財務諸表監査＞

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いるクラシル株式会社の2025年４月１日から2026年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借

対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財

務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ク

ラシル株式会社及び連結子会社の2026年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績

及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ

る当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ

る職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社及び

連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明

の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 
監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重

要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見

の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
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ユーザー還元引当金の見積りの合理性

監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由

監査上の対応

会社は、連結財務諸表に記載のとおり、当連結会計年
度において、ユーザー還元引当金を1,259,881千円計上
している。
注記事項（重要な会計上の見積り）に記載のとおり、
「レシチャレ」アプリのユーザーに付与したコインのう
ち、将来のコイン交換により発生する費用負担に備え、
当連結会計年度末における将来使用見込額を、ユーザー
還元引当金として計上している。
将来使用見込額は、将来のユーザーのコイン使用動向の
予測をもとに算定されている。
将来のユーザーのコイン使用動向の予測には、経営者の
判断を伴う重要な仮定が含まれている。
また、将来のユーザーのコイン使用動向の予測は、コイ
ンの付与データやコインの消化データ・コインの失効
データ等の過去の実績データに基づいて行われる。当該
基礎データは会社の基幹システムから抽出されるデータ
であり、抽出にあたっては、システム上の処理プログラ
ムが組まれている。
以上から、当監査法人は、ユーザー還元引当金の計上に
かかる会計処理に含まれる、会計上の見積りに使用され
た重要な仮定が、経営者による主観的な判断を伴うもの
であり、不確実性が高い領域であること、ユーザー還元
引当金を算定するための基礎データがシステム処理に広
範に依存していること、及び算定されるユーザー還元引
当金が金額的に重要であることから、ユーザー還元引当
金の見積りの妥当性を監査上の主要な検討事項に該当す
るものと判断した。
 

 

 

当監査法人は、ユーザー還元引当金の見積りの合理性
の評価に関して、経営者が選択した見積手法、重要な仮
定及びデータが適用される財務報告の枠組みに照らし適
切であるか検討するにあたり、主として以下の監査手続
を実施した。
・当監査法人内のIT専門家と連携して、ユーザー還元引当
金を算定するための基礎データに関して、当該データを
提供しているシステムの本番プログラムへのアクセスセ
キュリティやプログラム変更管理等に係るIT全般統制の
有効性を検討した。

・当監査法人内のIT専門家と連携して、ユーザー還元引当
金を算定するための基礎データに関して、仕様書等によ
る処理ロジックの正確性とデータ集計の網羅性の理解を
行い、当該処理ロジックとデータ集計に係るデータ処理
を評価することで基礎データに係るIT業務処理統制の有
効性を検討した。

・ユーザー還元引当金の見積りに関して、上記のIT業務処
理統制以外の基礎データの集計から会計への計上に至る
までの内部統制の整備及び運用状況を評価した。

・会計処理を行う上で考慮すべきコイン制度の内容を理解
することを目的として、レシチャレアプリの利用規約を
閲覧した。

・将来の顧客のコイン使用動向に関する仮定を検討するた
め、コインの過年度からの使用動向の推移を確認した。
顧客のコインの使用動向に影響を与え得るレシチャレア
プリに関する将来の施策の変更の有無について、取締役
会議事録及びこれらの関連資料の閲覧並びに経営者への
質問を実施し、変更が行われており、その影響が重要と
見込まれる場合、変更内容が重要な仮定や見積りの手法
に適切に反映されているかを検討した。

・経営者の判断を伴う重要な仮定を踏まえてユーザー還元
引当金が基礎データを用いて正しく算定されていること
を検討するために再計算を実施した。

 

 
その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書

以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責

任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の

記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内

容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そ

のような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告

することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 
連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正

に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた

めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるか

どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示

する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任
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監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表

示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明

することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利

用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と

しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手

続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ

適切な監査証拠を入手する。

・　連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク

評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性

及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に

基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかど

うか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表

の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連

結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手

した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ

る。

・　連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい

るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎

となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・　連結財務諸表に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠

を入手するために、連結財務諸表の監査を計画し実施する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指揮、監督及

び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制

の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている

場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を

行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判

断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表

が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利

益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 
＜報酬関連情報＞

当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬

及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等(3)【監査の状

況】に記載されている。

 
利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以　上
 

 

(注) １．上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
 

 

2026年６月19日

クラシル株式会社

取締役会 御中

 
有限責任監査法人トーマツ

 

東京事務所
 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 広   瀬   勉  

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 古   谷   大   二   郎

 

 

＜財務諸表監査＞

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いるクラシル株式会社の2025年４月１日から2026年３月31日までの第13期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照

表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、クラシ

ル株式会社の2026年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点におい

て適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ

る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職

業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社から独立

しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か

つ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要である

と判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成におい

て対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 
ユーザー還元引当金の見積りの合理性

連結財務諸表の監査報告書に記載されている監査上の主要な検討事項（ユーザー還元引当金の見積りの合理性）と
同一内容であるため、記載を省略している。
 

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書

以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責

任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載

内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と

財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような

重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告

することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表

示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営

者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを

評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要

がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。

 

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が

ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること

にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決

定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と

しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手

続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ

適切な監査証拠を入手する。

・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価

の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性

及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ

き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか

結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事

項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し

て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基

づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか

どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や

会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制

の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている

場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を

行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事

項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止さ

れている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回

ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
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＜報酬関連情報＞

報酬関連情報は、連結財務諸表の監査報告書に記載されている。

 
利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
 

 

(注) １．上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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